




　本県では、起伏に富んだ地形や多様な海岸地形などの豊かな地勢を生かして、これまで「ねぎ」
や「ベリーツ」、「おおいた和牛」、 「うまみだけ」 、「かぼすブリ」など『大分県の顔』となる「The・
おおいた」ブランド産品を数多く生み出してきました。また、新規就業者や企業参入が年々増加
するとともに、経営体の規模拡大が進むなど、次代の担い手の確保・育成も着実に前進しました。
　一方、農山漁村を支える担い手の高齢化や人口減少はさらに加速し、労働力の減少が深刻な状
況となっていることから、持続的な生産活動が難しくなっています。加えて、猛暑や豪雨などの
気候変動をはじめ、国際情勢の不安定化、生産資材や飼料の高騰など、農林水産業を取り巻く情
勢は先例のない変化に直面しています。
　こうした変化に柔軟に対応していくためには、それぞれの動向をきめ細かく捉え、経営体と産地・
地域の両面から生産性を向上していくことが重要であることから、この「おおいた農林水産業元
気づくりビジョン 2024」では、主体的に経営を拡大する「元気な担い手」が、地域を牽引し、収
益性の高い「元気な産地」をつくり、新たな担い手を呼び込む好循環をより多く生み出すことに
主眼を置いています。
　特に、農林水産業の成長産業化の実現に向けて、「園芸・畜産の生産拡大を中心とした農業の成
長産業化」、「循環型林業の確立による林業・木材産業の持続的な発展」、「環境変化に対応し豊か
な海を次世代につなげる水産業への転換」を基本施策とし、農業・林業・水産業それぞれが抱え
る課題の解決に向け、「担い手」や「産地」が果敢に挑戦する取組を重点的に支援することとして
います。
　具体的には、将来の農林水産業を担う、中核的経営体の育成に向け、規模拡大や技術向上の支
援を行うとともに、スマート技術や協働体制の構築、担い手が作業を委託できる組織の整備など
を進めます。また、魅力的な産地づくりに向け、生産拡大や効率化を支える基盤の整備、販路開
拓など産地の主体的な活動を支援します。さらに、今後さらなる成長が期待される海外需要や加
工需要に応じた多角的な取組を強化していきます。

　ビジョンの実行においては、農林漁業者はもとより、市町村や関係団体等との連携が不可欠です。
関係者一人ひとりが主役となって喜びや達成感を実感できるよう、一丸となって取り組むことに
より「自ら考え・動き・みんなで実現する元気な農林水産業」をめざします。

　　令和６年９月

　大分県知事　佐藤　樹一郎

自ら考え・動き・みんなで実現する
　　　　元気な農林水産業をめざして
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第 １ 章

計画の策定にあたって

１　計画策定の趣旨
　大分県農林水産業振興計画「おおいた農林水産業活力創出プラン2015」は、令和６年度を目標
年度として、「挑戦と努力が報われる農林水産業の実現」、「安心して暮らしていける魅力ある農山
漁村づくり」の実現に取り組んだ結果、新たな担い手の確保や経営力の強化、戦略品目の生産拡
大など着実に成果が得られています。
　一方で、世界情勢の変化や世界人口の増加に伴い、農林水産物の安定供給や輸出、食品・木材加
工事業者等との連携など多様な取組が不可欠となっています。さらに、急速に進む人口減少や高
齢化による担い手・労働力の減少、多様化する市場・消費者ニーズ、頻発する自然災害、環境への
配慮の要請など農林水産業を取り巻く情勢は大きく変動していることから、生産者、団体、行政
が一丸となって迅速に対応していく必要があります。
　そのため、情勢の変化を捉え、先んじて行動し、収益性の高い生産活動を展開していくため、
現行計画の本年度末の終了を待たず、新たな農林水産業振興計画を策定します。

２　計画の性格・役割
　本計画は、県行財政運営の長期的かつ総合的な指針を示した大分県長期総合計画の農林水産業
部門計画であり、本県農林水産行政の基本指針となるものです。
　具体的には、農林水産業をめぐる情勢を踏まえ、現在および近い将来において、直面するであろ
う諸課題に的確に対応し、農林水産業の成長産業化を実現するための施策の方向性を示しています。
　計画の策定にあたっては、約600名の生産者等へのアンケート調査を行うとともに、策定委員
会等において生産者、団体、行政の関係者と基本施策や目標指標、主な取組などについて意見交
換を重ね、さらにパブリックコメントにより県民から幅広く意見をお聴きしました。
　今後は本計画を、農林漁業者をはじめ、団体、行政、さらには消費者などと共有し、元気な農
林水産業の実現に向けた取組を進めていきます。

３　計画の期間
　計画の期間は、令和６年度（2024年度）を初年度とし、令和10年度（2028年度）を中間目標
年、令和15年度（2033年度）を最終目標年とする10年間としています。

４　計画の構成
　農業、林業、水産業を取り巻く情勢は各分野ごとに異なり、取組主体や解決策などをきめ細か
く設定していく必要があります。そのため、農林水産業全体の基本目標を掲げ、各分野ごとに長
期的な課題を分析し、その対応方針を定め、これに沿って、基本施策、目標指標およびその達成
に向けた行動計画をまとめています。
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第 ２ 章

農林水産業の展開方向

１　計画のねらい
農林水産業の成長産業化を実現するためには、主体的に生産活動を拡大する「元気な担い手」が

地域を牽引することで、収益性の高い「元気な産地」が形成され、さらに新たな担い手を呼び込
むといった好循環を多く生み出すことが肝要です。

このため、本計画では「自ら考え・動き・みんなで実現する元気な農林水産業」を基本目標に掲
げ、その達成に向け、基本施策により担い手や産地を下支えするとともに、次世代につながる代
表的な指標を「チャレンジ指標」と定め、重点的に取組を推進します。加えて、農林水産業の動
向を客観的に評価するために「産出額」、「輸出・付加価値額」を結果指標として設定しました。

輸出・高付加価値化へのチャレンジ
下支え

基本施策

　Ⅰ　園芸・畜産の生産拡大を中心とした農業の成長産業化

　Ⅱ　循環型林業の確立による林業・木材産業の持続的な発展

　Ⅲ　環境変化に対応し豊かな海を次世代につなげる水産業への転換

生産活動で生み出した農林水産業の客観的な結果指標

｢産出額｣、｢輸出･付加価値額｣｢産出額｣、｢輸出･付加価値額｣

本計画の推進にあたっては、農林水産業に関連する全ての関係者が、経営拡大の推進、新たな
担い手の確保、技術の高度化、流通の効率化、販路開拓など、地域特性を活かしながら創意工夫
を凝らし、スピード感をもって取り組むことが必要です。

各分野で抱える課題を解決するため、基本施策の目標指標を設定するとともに、その達成に向
けた行動計画を定め、具体的な取組やスケジュール、主な取組主体などを明確化し、関係者がこ
れらを共有することにより一体となって進めていきます。

また、農林水産業が元気でなければ、豊かな農山漁村を次世代につなぐことはできません。本計
画の目標を達成するため、農林漁業者をはじめ、市町村、関係団体等と施策方針や目標を共有し、
緊密な連携の下、全力で取り組んでいきます。

農　業

林　業

水産業

『担い手』のチャレンジ指標『担い手』のチャレンジ指標
◆ 経営拡大を行った中核的経営体※数

農　業　�認定農業者※、参入企業�
集落営農法人※等

林　業　認定林業事業体※
水産業　認定漁業士※、主要企業

『産地』のチャレンジ指標『産地』のチャレンジ指標
◆ 農　業　園芸基幹品目※の生産拡大面積
◆ 農　業　高能力な繁殖雌牛※の保留頭数
◆ 林　業　早生樹※による再造林※面積
◆ 水産業　基幹魚種※の漁協取扱額

元気な 担い手 元気な 産 地
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２　計画の基本目標
①基本目標

本計画が目指す基本目標は次のとおりとします。

　

自ら考え・動き・みんなで実現する元気な農林水産業

②チャレンジ指標
基本目標を達成するために、農業・林業・水産業を持続・発展させ、成長産業化へと導いてい

くための目標としてチャレンジ指標を設定します。

▶元気な「担い手」のチャレンジ指標▶元気な「担い手」のチャレンジ指標 ��……………………………………………………………………………………
　今後、生産現場における経営体数は著しく減少していくことが見込まれており、安定した生産活動の
ためには地域の農林水産業を担う中核的経営体の育成が急務です。農業では認定農業者、参入企業、
集落営農法人等、林業では認定林業事業体、水産業では認定漁業士、主要企業を中核的経営体と位置付
け、このうち経営拡大を行った経営体数を指標とします。将来の担い手を育成するための最も重要な取
組指標です。

具体的な取組
 農　業  ：技術向上・規模拡大、スマート技術の導入、経営多角化　等
 林　業  ：伐採・造林作業※における林業事業体同士の協働、高性能林業機械※や省力化機械の導入　等
 水産業  ：大規模化・協業化、スマート技術の導入、省エネ機器の導入　等

　　◎経営拡大を行った中核的経営体数� 　（単位：経営体）

項　目 基準値
（R5年度） R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 中間年度

（R10年度）
目標年度

（R15年度）

農　業
単年度目標 143 155 160 165 170 170 180
累計（※） － 155 315 480 650 820 1,695

林　業
単年度目標 21 20 20 20 20 20 20
累計（※） － 20 40 60 80 100 200

水産業
単年度目標 29 30 30 30 32 32 32
累計（※） － 30 60 90 122 154 314

※ 累計はR6～各年度までの累計値

▶元気な▶元気な「「産地産地」」のチャレンジ指標のチャレンジ指標 ��…………………………………………………………………………………………
　新たな担い手を呼び込むためには収益性の高い元気な産地を形成していく必要があります。生産拡大
や効率化、販路開拓など、産地の主体的な活動の成果であり、産地の魅力を向上する重要な指標です。

指標の設定理由
• 園芸基幹品目の生産拡大面積：効率的で産地の拠点となる園芸団地の形成を図るため
• 高能力な繁殖雌牛の保留頭数： ゲノム育種価※評価により高能力な繁殖雌牛を増頭することで高い

生産基盤を構築し、肉用牛の増頭を図るため
• 早 生 樹 に よ る 再 造 林 面 積： 高齢林を伐採して早生樹を植えることで循環型林業を確立するた

め
• 基 幹 魚 種 の 漁 協 取 扱 額： 新たな増殖モデルによる資源造成※やブランド力の強化による販

路開拓など生産基盤の強化を図るため

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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　　◎産地の主体的な取組指標�

項　目 基準値
（R5年度） R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 中間年度

（R10年度）
目標年度

（R15年度）

農　業

園芸基幹品目※
の生産拡大 

面積
（ha）

単年度
目標 43 40 45 50 54 60 80

累計
（※） － 40 85 135 189 249 600

高能力な
繁殖雌牛※の

保留頭数
（頭）

単年度
目標 161 200 500 500 500 800 1,600

累計
（※） － 200 700 1,200 1,700 2,500 10,500

林　業
早生樹※による
再造林※面積

（ha）
単年度
目標 59 90 140 230 380 590 830

水産業
基幹魚種※の
漁協取扱額
（百万円）

単年度
目標 7,250 6,930 7,040 7,180 7,300 7,450 7,910

※ 累計はR6～各年度までの累計値

③結果指標
　農林水産業の成長産業化の動向を客観的に測る結果指標として「産出額」を設定するととも
に、生産者等の創意工夫の成果である「輸出・付加価値額」を指標に設定します。

▶産出額▶産出額 �� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
　生産活動によって生み出した額として国が公表する統計数値であり、他県との比較や過去からの推移
など農林水産業の動向を客観的に測る指標です。国の公表時期に合わせて、目標年度を１年前の令和14
年度としています。

　　◎農林水産業産出額� 　（単位：億円）

項　目 基準値
（H30～R4平均）

R6年度
（R5）

R7年度
（R6）

R8年度
（R7）

R9年度
（R8）

中間年度
（R9）

目標年度
（R14）

農　業 1,200 1,201 1,208 1,223 1,229 1,237 1,291 
林　業 211 211 214 215 216 216 216 
水産業 376 378 380 383 388 391 409 

▶輸出・付加価値額▶輸出・付加価値額 �� …………………………………………………………………………………………………………………………
　将来、拡大が見込まれる海外マーケットへの展開や国産回帰への動きが著しい食品加工、木材加工、
直売所での直接販売など生産者等が主体的に付加価値を高める取組の成果指標です。

　　◎輸出・付加価値額� 　（単位：億円）

項　目 基準値
（R4）

R6年度
（R5）

R7年度
（R6）

R8年度
（R7）

R9年度
（R8）

中間年度
（R9）

目標年度
（R14）

農　業 166 169 174 175 176 177 183 
林　業 100 101 103 103 105 106 114 
水産業 65 55 60 61 62 63 73 

大分県農林水産業振興計画
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３　計画の施策体系

基本目標

　

自ら考え・動き・みんなで実現する
元気な農林水産業

➡
基本施策

農 業

Ⅰ 園芸・畜産の生産拡大を中心とした農業の成長産業化

１　極め、輝き、次を呼ぶ担い手育成サイクルの確立
２　マーケットに対応した産地づくり
３　多様な需要に応じた販売チャネルの構築
４　農地を活かし次世代につなぐ地域営農の推進

林 業

Ⅱ�循環型林業の確立による林業・木材産業の持続的な�発展
１　持続可能な林業経営を支える担い手の育成・確保
２　「伐って・使って・植えて・育てる」林業の着実な推進
３　みんなで守り、育む森づくり

水産業

Ⅲ�環境変化に対応し豊かな海を次世代につなげる�水産業への転換
１　魅力ある漁業をつくる担い手の育成・確保
２　ニーズを捉え持続的に発展する産地づくり
３　浜と食卓をつなぐ魚食の拡大と販路の開拓
４　豊かな資源とにぎわいあふれる漁村づくり

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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Ⅰ
�園芸・畜産の生産拡大を中心とした�

農業の成長産業化

１ 極め、輝き、次を呼ぶ担い手育成サイクルの確立

❶ 極め、輝く中核的経営体※の育成
❷ 産地が主体となって次を呼ぶ体制の確立（新規就農者の確保・育成と企業参

入の誘致促進）
❸ 中核的経営体を育て支える技術・システムの構築

２ マーケットに対応した産地づくり

▶�園芸品目の産地拡大
❶ 大分県の顔となる園芸品目を中心とした強い園芸産地づくり
❷ 大規模かつ効率的な園芸団地の計画的な整備と産地の高収益化
▶�畜産生産基盤の強化
❶ おおいた和牛※ブランドの確立に向けた技術力向上と生産基盤の強化
❷ 変化に対応できる強い酪農経営基盤の確立
❸ 養豚・養鶏の生産基盤強化
❹ 耕畜連携※による自給飼料生産拡大と堆肥の活用
❺ 畜産経営を支えるシステムの強化 
▶�水田利用型農業の高収益化の推進
❶ 園芸品目など米に代わる高収益品目の導入促進
❷ 県産・国産需要の拡大に応じた麦・大豆の本作化
❸ 集積による大規模水田農業の実現に向けた経営モデルの創出

３ 多様な需要に応じた販売チャネルの構築

❶ 市場ニーズを捉えた販売戦略と流通システムの効率化
❷ 成長する海外の需要を獲得する戦略的な海外展開
❸ 食品企業等と連携した加工・業務用原料の産地育成
❹ 拡大する有機農産物需要等の取込みに向けた生産・流通体制の構築

４ 農地を活かし次世代につなぐ地域営農の推進

❶ 使えば資源、農地を活かし、稼ぐ経営体の育成
❷ 農山村資源の付加価値向上と、みんなで支え育む「県産県消※」の地域づくり
❸ 頻発する豪雨災害等への備えと農業インフラの機能確保
❹ 被害や生態に応じた効果的な鳥獣害対策の推進

施
策
体
系

各施策とSDGsとの関連表

17の目標
施策 貧困 飢餓 保健 教育 ジェンダー 水・衛生 エネルギー 経済成長と

雇用
インフラ、産業化、

イノベーション 不平等 持続可能な
都市

持続可能な
生産と消費 気候変動 海洋資源 陸上資源 平和 実施手段

Ⅰ 園芸・畜産の生産拡大を中心とした農業の成長産業化 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅱ 循環型林業の確立による林業・木材産業の持続的な発展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅲ 環境変化に対応し豊かな海を次世代につなげる水産業
への転換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大分県農林水産業振興計画
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Ⅱ
�循環型林業の確立による林業・
木材産業の持続的な発展

Ⅲ
�環境変化に対応し豊かな海を
次世代につなげる水産業への転換

１ 持続可能な林業経営を支える担い手の育成・確保

❶ 山元が潤う低コスト木材生産基盤の強化
❷ 伐って・植えて・育てる担い手の育成
❸ しいたけの中核的生産者※の育成と新たな担

い手の確保

２「伐って・使って・植えて・育てる」林業の着実な推進

❶ 大径材※等の活用促進と加工・流通体制の強
化

❷ 将来の森林経営を見据えた早生樹※造林※の
加速

❸ 日本一を誇る乾しいたけ産地の持続的発展

３ みんなで守り、育む森づくり

❶ 県民総参加の森づくりと森林・林業教育※の
推進

❷ 暮らしを守る森づくり
❸ 健全な森林の維持に向けた効果的な獣害対策

の加速

１ 魅力ある漁業をつくる担い手の育成・確保

❶ 浜をけん引する中核的漁業者※の育成
❷ 次代の浜を担う意欲ある漁業者の確保
❸ 多様な人材が活躍する元気な浜づくりの推進

２ ニーズを捉え持続的に発展する産地づくり

▶�マーケットや環境に対応した養殖業への転換
❶ マーケットに対応した養殖業の推進
❷ 環境変化に対応した養殖業への転換
▶�豊かな海を活かし守り育む漁業の推進
❶ つくり育てる栽培漁業の拡大
❷ 守り育む資源管理の強化
❸ 豊かな海と持続可能な漁業を支える環境整備

３ 浜と食卓をつなぐ魚食の拡大と販路の開拓

❶ 県民に県産魚を知って買って食べてもらう、
魚食普及と県内消費拡大の取組強化

❷ 県産リーディングブランド魚種の販路拡大を
通じた「おおいたの味力」の全国展開

❸ 旺盛な海外需要を取り込む輸出戦略の展開

４ 豊かな資源とにぎわいあふれる漁村づくり

❶ 地域資源を活かしたにぎわいあふれる漁村づ
くりと豊かな海づくりの推進

❷ 漁業活動を支える漁港機能の高度化

各施策とSDGsとの関連表

17の目標
施策 貧困 飢餓 保健 教育 ジェンダー 水・衛生 エネルギー 経済成長と

雇用
インフラ、産業化、

イノベーション 不平等 持続可能な
都市

持続可能な
生産と消費 気候変動 海洋資源 陸上資源 平和 実施手段

Ⅰ 園芸・畜産の生産拡大を中心とした農業の成長産業化 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅱ 循環型林業の確立による林業・木材産業の持続的な発展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅲ 環境変化に対応し豊かな海を次世代につなげる水産業
への転換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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１　長期的な課題と対応方針
（１）少子高齢化・人口減少社会の本格化
▼�スマート農業の推進による生産性の向上と多様な担い手の確保

基幹的農業従事者※数のうち65歳以上が占める割合が、77％に増大するなど、県内農業は担
い手の高齢化が進んでおり、10年後は現状の６割程度まで減少する見込みです。

こうした中、本県がこれからも食料供給を支える産地であり続けるためには、これまで以上
に省力的かつ収益性の高い営農への転換を進め、将来を担う高収益な経営体を安定して育成・確
保していくことがなにより重要です。

このため、作業性に優れたスマート技術の導入による生産性の向上や、新規就農者や参入企
業に対する営農効率のよい畑地整備等の規模拡大の促進、さらには集落営農法人※の経営力の強
化や農業支援サービス事業体※の育成など、地域に応じた多様な担い手の確保といった新たな取
組を併せて進めていきます。

大分県の基幹的農業従事者数と新規就農者数の推移
（人） （人）
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20,000
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R15R2H27H22H17H12
■65歳未満　■65歳以上　―●  新規就農者数

0

100

200

300
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600今後10年で６割程度になる見込み

290
219

141107

出典：農林業センサス（農林水産省）、大分県調べ 生産、集出荷など営農効率のよい畑地整備

ドローンによる肥料散布など普及が進むスマート技術 キャベツ収穫などの労働力支援を行う
農業支援サービス事業体

第 ３ 章

農業・林業・水産業の基本施策

園芸・畜産の生産拡大を中心とした
農業の成長産業化Ⅰ
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（２）世界的な食料需要の高まりと国際情勢の不安定化
▼�食料の安定生産に向けた取組の強化

近年の世界情勢の変化や混乱は、農林水産業でさえも国際情勢と無縁ではいられない現状を、
まざまざと示し、食料安全保障の確立は国を挙げての大きな課題となっています。

そのため、国レベルでの幅広い対策と併せて、各産地においても、平時から食料の供給力の
維持・向上に努めることが重要です。したがって、県段階では、持続可能な農業基盤の構築に向
けて、引き続き農地等の地域資源の有効活用、生産技術の向上、担い手の育成・確保に取り組む
とともに、こうして生産された県産農林水産物を積極的に消費することが食料の供給力向上に
つながることを広く県民に伝えていきます。

▼�輸出の促進によるマーケットの拡大

一方、国内市場が縮小する中、県内農業生産基盤の維持・発展を図るためには、成長する海外
の需要を取り込んでいくことが欠かせません。

このため、引き続き生産者・農業団体等が、販売の多チャネル化、新たな収益先の確保などの
観点から、輸出に取り組める環境の整備や、輸出品目および輸出先国の拡大を図ります。特に、
本県に強みのある品目（おおいた和牛※、白ねぎ、シャインマスカット、柑橘等）を中心に、輸
出先国のニーズに対応した輸出向け産地づくりを推進するとともに、米国や台湾・香港、東南ア
ジア、さらには今後成長が見込まれるムスリム市場※等への新たな販路開拓の取組の強化を図り
ます。

大分県の農林水産物輸出額の推移
（億円）

0

10

20

30

40

50

R5R4R3R2R1H30H29H28H27

48
43

36
29

2625
21

17
14

出典：大分県調べ おおいた和牛の海外への販路拡大に向けたフェア

（３）持続可能な農業への転換
▼�生産性の向上と持続性の両立を目指した取組の拡大

温暖化や頻発する自然災害などの環境変化が進む中、将来にわたり安心して暮らせる地球環
境の創出はあらゆる産業に課された課題です。農業分野では、増大する世界人口をまかなう食
料生産とカーボンニュートラル※や生物多様性の維持などこれまで以上に環境に配慮した取組の
両立が求められており、国は生産力の向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みど
りの食料システム戦略※」を作成し、技術開発を加速しています。

国内外で有機農産物のニーズが高まるなど、近年、こうした動きは消費行動にも影響を及ぼ
すようになっており、本県においてもこのような新たなニーズに対応可能な産地づくりを進め
るとともに、化学肥料・化学農薬の使用低減や、耕畜連携※による堆肥の活用など地域循環型農
業の推進、さらにはカーボンニュートラルに資する生産技術の確立を進めていきます。

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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ニーズが拡大する有機農産物 園芸ハウスに導入した環境にやさしい省エネ暖房
（ヒートポンプ）

耕畜連携※により利用が広がる畜産堆肥
（散布しやすいペレット状の堆肥製造機）

畜産堆肥の圃場への散布

（４）多様化するマーケットニーズへの対応　
▼�マーケットから求められる産地づくり

ライフスタイルの変化により、中食や外食などのマーケットが拡大する中、国産の加工・業務
用原料のニーズが拡大しています。また、ネット通販やふるさと納税を通じた農産物流通の拡
大、さらには物流の2024年問題や円安を背景とした輸送・資材のコストの上昇など流通環境も
めまぐるしく変化しており、産地にはこうした変化への柔軟な対応力とともに、変化の中にあっ
ても変わらず必要とされる産地の確立が求められています。

このため、本県では引き続き県域生産・県域流通を基盤とするオールおおいたでの大ロット、
拠点市場※戦略の推進や、九州の東の玄関口としての優位性を活かしたストックポイント機能※

の強化を進めるとともに、食品企業や加工企業と連携した安定した産地づくりや、飲食店や宿
泊事業者等と連携した県産農産物の効果的なPRにより新たな需要の取り込みを進めていきます。

企業と連携した加工・業務用たまねぎの栽培・収穫 輸送の効率化を担う大分青果センター※

大分県農林水産業振興計画
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飲食店と連携した県産農産物のメニュー開発 みかん産地でのバイヤーとの現地商談

▼�主食用米需要が減少する中での担い手および農地政策の方向性

稲作は、国による価格維持制度のもと、本県でも農業経営の柱として、長きにわたり担い手
の経営と農地基盤を支えてきました。しかしながら、需要の低下や国際情勢を背景とした米政
策の見直しに伴い、近年、米価は下落傾向で推移していることから、これまで以上の低コスト
化が必要となっています。特に、条件が不利な中山間地を多く有する本県においては、稲作は
大変厳しい局面を迎えています。

こうした中、担い手が営農を継続し、経営と農地基盤を維持・拡大するには、水田の畑地化※

等により、マーケットニーズの高い野菜や果樹など米に代わる高収益品目の導入を進めるとと
もに、その効率的な経営に資するよう、大区画化、パイプライン化など必要な条件整備に取り
組んでいきます。

また、地域の優良農地の継続利用を進めるためには、これまでの小規模分散型の水田農業の
あり方を抜本的に転換する必要があります。このため地域計画※を通じた地域内での合意形成を
図り、大胆な集積による低コスト化や水田を活用した他品目の生産の推進など、担い手への施
策集中を図ります。

全国の主食用米需要の推移
（t）
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近年は▲8万㌧/年程度

最近は▲10万㌧/年程度

出典：農林水産省 効率的な営農が可能となる大区画化された圃場

大分県の水田畑地化面積の推移
（ha）
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出典：大分県調べ 集落営農法人※における園芸品目（かんしょ）の栽培

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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（５）多発化・大規模化する自然災害等への対応　
▼�県土強靱化※対策の推進と農業・農村の持つ多面的機能※の発揮

農業・農村には、その営農活動を通じて食を支えるだけではなく、洪水や土砂崩れを防ぐと
いった県土の保全や、美しい景観や生き物のすみかを守るといった自然環境の保全など、様々
な働きを持っています。今後もそうした働きを持続的なものとするためには、水路など工作物
の適切な維持管理に加え、鳥獣害・防疫対策、さらには、近年頻発・激甚化している自然災害へ
の備えなどの取組が不可欠です。

このため、引き続き多くの県民が農村の持つ多面的機能を理解し、支え、次世代に継承する
取組や、効率的かつ徹底した鳥獣害・防疫対策を進めます。加えて、強靱化に向けた、ため池の
耐震化等のハード対策、さらには、監視カメラ設置、農業用ダム・ため池の事前放流や田んぼダ
ム※による流域治水※の推進などソフト対策による防災力の強化にも取り組んでいきます。

農村の多面的機能を支える草刈等の地域活動 洪水調整を目的とした田んぼダム（流域治水の取組）

計画的な整備が進む防災重点農業用ため池※ ため池の保全管理に向けた監視カメラ等の整備

パソコンや
スマートフォン
から誰でも閲覧可能

大分県農林水産業振興計画
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２　施策

1 2 3 4
極め、輝き、
次を呼ぶ担い手
育成サイクルの
確立

マーケットに
対応した
産地づくり

多様な需要に
応じた
販売チャネル
の構築

農地を活かし
次世代につなぐ
地域営農の推進

３　目標指標の構成

元気な「担い手」の
チャレンジ指標

元気な「産地」の
チャレンジ指標

経営拡大を行った中核的経営体※数 園芸基幹品目※の生産拡大面積
高能力な繁殖雌牛※の保留頭数

➡➡

施策の目標指標
１　極め、輝き、次を呼ぶ担い手育成サイクルの確立
　　　・経営拡大を行った中核的経営体数
　　　・農業の新規就業者数
　　　・新規参入企業および経営拡大を行った企業数
　　　・スマート技術を導入した経営体数

２　マーケットに対応した産地づくり
　　　・園芸基幹品目の生産拡大面積
　　　・営農を開始した大規模園芸団地※数
　　　・高能力な繁殖雌牛の保留頭数
　　　・自給飼料作付面積
　　　・中核的経営体への集積面積
　　　・実需に応じた麦・大豆の生産面積

３　多様な需要に応じた販売チャネルの構築
　　　・農産物の輸出額
　　　・加工・業務用野菜の産地拡大面積
　　　・共同販売に取り組む有機JAS※農家戸数

４　農地を活かし次世代につなぐ地域営農の推進
　　　・持続可能な経営体制の構築を行った集落営農法人※数
　　　・魅力向上につながる取組を行った直売所数
　　　・日本型直接支払協定面積
　　　・防災重点農業用ため池の整備箇所数
　　　・田んぼダムの取組面積
　　　・有害鳥獣による農林水産被害額

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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４　主な取組と行動計画

1
目標指標

⃝経営拡大を行った中核的経営体※数 （単位：経営体）
基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）

143 820※ 1,695※

⃝農業の新規就業者数 （単位：人）
基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）

285 280 280

⃝新規参入企業および経営拡大を行った企業数 
 （単位：経営体）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
6 30※ 60※

⃝スマート技術を導入した経営体数 （単位：経営体）
基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）

14 130※ 265※
　※中間年度はR6～R10、目標年度はR6～R15の累計

極め、輝き、
次を呼ぶ担い手育成
サイクルの確立

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①極め、輝く中核的経営体の育成
◎ 認定農業者※、参入企業、集落営農法人※など産地の中核を担う経営体の技術向上、規模拡大

等への重点支援
▶生産者同士や資金力のある企業等との連携による生産基盤や経営力強化の推進
▶経営ビジョンを立て実践する女性農業経営士※の育成と女性の経営参画への支援
▶ 大分県農業法人協会※やおおいたAFF女性ネットワーク※などにおける会員間の相互研鑽・連携に

よる活動の活性化
▶技術力・経営力のある次世代農業者の育成に向けた、プロジェクト活動の実践等への支援
▶ 法人化等によるスムーズな経営継承と継承者による更なる経営拡大に向けたチャレンジの支援
▶集落営農法人の収益力向上に向けた経営改善と次世代リーダーとなる人材の育成
▶ スマート機器のシェアリング・リース※や作業代行等の次世代型の農業支援サービス事業体※の整

備と利用促進
▶雇用就農者や外国人材等が働きやすく選ばれる雇用環境の整備と農福連携の推進

②産地が主体となって次を呼ぶ体制の確立（新規就農者の確保・育成と企業参入の誘致促進）
◎ 産地担い手ビジョン※に基づく産地の将来像の明確化と生活基盤を含めた新規就農者の受入れ体

制強化　
◎ 園芸団地への長期的視野に立った大規模経営が可能な企業の誘致促進
▶関係団体や金融機関等と連携した資本力・経営能力のある企業の誘致促進
▶ ファーマーズスクール※など次世代人材の育成機能の充実と高収益農業を実践する経営体モデル

の育成や情報発信
▶ 農業大学校や農業系高校との連携による経営感覚やスマート技術を有する担い手の育成
▶ 各種給付金支援制度等を活用した、就農相談から農家子弟等への経営継承までの伴走支援体制

強化
▶ 農業と育児の両立の実現に向けた代替労働力等への支援など子育て世帯への支援拡充

③中核的経営体を育て支える技術・システムの構築
◎ 導入時期や手法を明確化したスマート技術の開発と着実な現地実装の推進
◎ RTK※基地局設置等のスマート技術や省力化技術が展開可能なスマート圃場の整備
▶ 農林水産研究指導センターの機能強化や大学との共同研究等を通じた生産者所得向上につながる

品種や技術の開発と知的財産※の適切な保護
▶ 温暖化対策やカーボンニュートラル※実現に向けたＣＯ2施用技術※など環境対応技術の開発 
▶ 災害・価格変動等に備えた農業経営収入保険※等の活用促進や制度資金の活用による経営支援

大分県農林水産業振興計画
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�認定農業者、参入企業、集落営農法人など産地の中核を担う経営体の技術向上、規模拡大等
への重点支援
◎��産地担い手ビジョンに基づく産地の将来像の明確化と生活基盤を含めた新規就農者の受入れ
体制強化

 概要   認定農業者、参入企業、集落営農法人など産地や地域の中核を担う経営体の技術向上、規模拡大等
への重点支援により、優れた経営感覚を持った経営体を育成することで、新たな担い手を呼び込
み、好循環の実現を目指します。

極め、輝き、次を呼ぶ担い手育成サイクルの確立

極め 輝き

次を呼ぶ

『極め』
 ～産地や地域を担う 
 経営体の体質強化～

《具体的な取組》
○ 認定農業者および企業の規模拡

大支援
○ 大規模園芸団地※の整備
〇 肉用牛等の増頭
〇 園芸品目導入による集落営農法

人の経営強化
○ 法人間の連携・統合の促進
〇 省力化技術等の普及拡大による

生産性向上
○ 多様な担い手が働きやすい雇用

環境の整備
○ 継承マインドの醸成 など

『輝き』～優れた経営体の
　　　　　　成功体験を発信～

《具体的な取組》
○ 収益性の高い経営モデルの情報発信
○ 大分県農業法人協会やおおいたAFF女

性ネットワーク等との連携促進 など

『次を呼ぶ』
～新たな担い手の確保・育成～

《具体的な取組》
○ ファーマーズスクールなどによる次世代育

成機能の充実
〇 農業大学校や農業系高校との連携促進
○ 資金力、経営力のある企業参入の促進
 など

主な取組主体 ・県、市町村　・農業団体、生産部会、生産者　等

◎�園芸団地への長期的視野に立った大規模経営が可能な企業の誘致促進
 概要    これまでの企業誘致による農地紹介や品目選定等のノウハウを活かし、園芸団地等へ参入可能な資

本力・経営能力のある企業の誘致や経営拡大を促進します。

園芸団地等へ参入可能な資本力・経営能力 
のある企業の誘致

《具体的な取組》
○金融機関と連携した資本力・経営能力のある企業誘致強化
○参入相談、農地紹介、経営計画作成など営農開始までの伴走型支援
○栽培技術の習得や販売先紹介など収益向上に向けた課題解決支援
〇 経営安定に向けた人材確保、雇用環境整備、労務相談などの経営力

強化支援
※大規模経営を目指す企業の誘致や規模拡大を行う企業を支援（累計60社）

参入計画相談や農地の紹介、経営計画作成支援、栽培
技術の取得など、栽培・経営が軌道に乗るまで、専任ス
タッフが関係機関と連携して支援します。

企
業 ➡相談

県庁
（専任スタッフ4名）

県振興局
（担当各1名）

➡➡連携

関係機関
（市町村）（農地中間管理機構※）

（農協）（土地改良区）
県庁

（関係各課）

大規模な企業参入事例

商社と連携し加工用
たまねぎの産地化を目指す法人

国産レモン栽培に取り組む
香料の製造販売企業

夏場のねぎの供給のため
生産拡大を行う法人

ワイン用ぶどうの栽培に
参入した地元酒造メーカー

主な取組主体 ・県、市町村　・農業団体、参入企業　等

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�導入時期や手法を明確化したスマート技術の開発と着実な現地実装の推進
◎��RTK※基地局設置等のスマート技術や省力化技術が展開可能なスマート圃場の整備
 概要    スマート農機の高精度自動操舵が可能となる生産基盤を整備するとともに、作業代行、共同利用

リース等の利活用による生産コストの抑制に向けた取組を支援します。

スマート技術の導入等による 
革新技術の実装

《具体的な取組》
○耕うんや収穫、集出荷・調整作業の省力化などスマート技術の

実装
〇トラクター等の自動操舵に対応した大区画化整備等の推進
○農業支援サービス事業体※へのスマート技術の普及
○共同利用・リース体制の構築
○コンソーシアム・研究会設立　など

高精度位置測位技術を活用した 
スマート技術の推進

•  高精度の位置情報と圃場環境、生育状況などのデータを連携
することで地力や生育状況の見える化・均一化することが可能

•  RTK等の位置情報を活用してドローンや農業機械の自動運
転が可能（位置情報の誤差は数㎝程度）

自動操舵に対応した基盤整備 作業代行サービス

スケジュール 主な取組主体
R6 情報収集
R7  有識者会議によるスマートインフラ等導入方針（仮称）策定
R8  スマート農林水産業推進方針改訂コンソーシアム・研究会設立
R9～10 推進方針に基づく新技術の運用実証、導入支援
R11～15 新技術の評価・普及

・県、市町村
・農業団体、生産部会
・大学、民間企業　等

▼�スマート農業技術の推進
 概要    農業が営まれる現場においては、担い手の高齢化や減少が進む一方で、経営体の大規模化が進んでい

ます。そのため、スマート農業技術を積極的に活用し、省力化や生産性向上を図ることで、中核的経
営体※が経営拡大することを目指します。

省力化・省人化 高収量・高品質

自動水門等の
現地実証による技術普及

現場のニーズに応えた
新技術の開発・改良

データ分析を活用した
精密農業の実践

スマート機器の高度利用
に向けた人材育成

労働力支援 基盤整備

直進アシスト付き播種作業
等の委託により導入コスト

を低減

ドローン防除等の作業委託
による労力負担の軽減

スマート農業に適した
農地や環境を整備

大区画圃場を前提とした
農機の自動運転化

※農林水産省HPより

自動操舵システム

大分県農林水産業振興計画
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第
３
章野菜の生産拡大を図る大規模な認定農業者※

高品質な子牛生産とコスト低減を両立した
力強い肉用牛繁殖経営

法人間の統合により規模拡大する
集落営農法人※

果樹団地で大規模経営を実践する参入企業

スマート農業を駆使して規模拡大を図る
水田農業の経営体

産地の中核を担う経営体へのステップアップ
を目指す新規就農者

経営の特徴
・ �生産部会での研修等により技術力を高めること

で、 高単収を実現
・ �広域集出荷施設を活用し、出荷調製作業を省力

化
・ �規模拡大に向けて、自動操舵やドローン等のス

マート技術を積極的に導入
・ �雇用環境の整備や従業員の育成プログラムを構

築し、経営の右腕となる人材を育成

目指す経営概要
・ �面　積：こねぎ　２ha
　　　　　白ねぎ　15ha

経営の特徴
・ ��スマート技術を活用しやすい基盤整備を行った

大規模園芸団地※への企業参入
・ ��地域住民の雇用やスマート技術の導入を実施
・ �供給体制が整った果樹用花粉を活用し生産拡大
・ �グループ会社を設立して複数の果樹品目を導入
・ ��輸出に積極的にチャレンジ

目指す経営概要
・ �面　積：キウイフルーツ 10ha　かぼす 5ha

経営の特徴
・ �ゲノム育種価※評価により高能力な繁殖雌牛※

を保留し、生産基盤を強化
・ �産肉能力や斉一性の向上など、より質を高めた

子牛生産を実施
・ ��キャトルステーション※やコントラクター※、ヘルパー

制度※を有効に活用し、ゆとりある規模拡大を実現
・ �生産コストの低減に向けて、耕畜連携※による

自給飼料の生産を実施
・ �自給粗飼料をベースとした社会情勢に影響され

にくい肉用牛経営を確立

目指す経営概要
・ �頭　数：繁殖雌牛 80頭
・ �その他：優良堆肥の生産　　　　　 

経営の特徴
・ �圃場管理システム※により多数ある農地の管理

状況を把握
・ �ロボットトラクター・コンバインを導入し、少

ない人数で大規模経営を実現
・ �徹底した排水対策により、麦・大豆の収量向上

を図る
・ ��耕畜連携により飼料用米※の生産拡大に加え、

堆肥施用による地力増進を実施

目指す経営概要
・ ��面　積：主食用米　 5ha
　　　　　飼料用米  45ha
　　　　　大豆　　  25ha
　　　　　麦　　　  75ha

経営の特徴
・ ��近隣の法人と統合し、経営面積を大幅に拡大
・ ��地域計画※と連動した農地の集積・集約を図る
・ ��園芸品目を導入し、収入向上と周年の作業体制

を確立
・ �高温耐性品種や特A※米などの主食用米を栽培

し、うまい米作りを実践
・ �若い従業員を雇用し、持続可能な経営体制を構築
・ �農業支援サービス事業体を活用し、労働力を補完

目指す経営概要
・ ��面　積：主食用米　40ha　　麦　50ha 

　　　　大豆　　　10ha 
　　　　高糖度かんしょ　２ha

経営の特徴
・ ��地域のファーマーズスクール※で習得した技術

による早期の経営安定を実現
・ �就農に関する準備資金等を活用し、新規就農後

のリスクを軽減
・ �法人化や経営拡大に向けて、専門家派遣を活用
・ ��週末の休日設定などの子育てしやすい環境を整備

目指す経営概要
・ ��面　積：ぶどう　2ha
・ ��その他： 農業青年組織等 

へ加入して自己 
研鑽を実施

直進アシスト付き乗用2条定植機

キャトルステーションでの
子牛受入れ

かぼす園地大規模園芸団地へのキウイフルーツ新植

大規模な麦栽培

0
50
100
150
200
250
300
350

R15R10R5R4R3R2R1H30H29H28H27

（人）

農業への新規就農者数の推移

従業員でも簡単に作業可能

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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2
目標指標

⃝園芸基幹品目※の生産拡大面積 （単位：ha）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
43 249※ 600※

⃝営農を開始した大規模園芸団地※数 （単位：団地）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
0 6※ 15※

　※中間年度はR6～R10、目標年度はR6～R15の累計

マーケットに対応した
産地づくり

（園芸品目の産地拡大）

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①大分県の顔となる園芸品目を中心とした強い園芸産地づくり
◎ 旺盛な需要に対応した短期集中県域支援品目（ねぎ、ピーマン、高糖度かんしょ、ベリーツ※）の

生産拡大
▶重点的な栽培技術支援や大規模園芸団地の形成と連動した園芸基幹品目の生産拡大促進
▶ 農地確保、共同利用施設※の充実、販売の強化など産地のボトルネック解消に向けたパッケージ

支援
▶ 市町村・生産者・農業団体が定める「園芸産地づくり計画※」に基づく産地拡大推進品目の生産

拡大
▶ 国産果樹需要の高まりに応じた、計画的な園地の造成と新植の促進による産地の拡大
◎ ロットの拡大や流通・販売体制の強化等に向けた県内産地間の連携による新たな県域ブランドの

創出
▶広域集出荷施設の整備やAI※搭載選果機の導入などによる流通コストの低減
▶ ベリーツや高糖度かんしょの改良・新品種導入の促進や、果樹用花粉・健全苗等の県域供給体制

の構築
▶ 輸出や業務・加工需要など多様化するマーケット需要に対応した生産体系の確立
▶ 生産者部会の活性化による産地の一体感の醸成や広域研修会などを通じた高収益技術の普及拡

大
▶ 園芸施設や果樹園地などの資産継承の促進

②大規模かつ効率的な園芸団地の計画的な整備と産地の高収益化　
◎ 大規模園芸団地の計画的な形成に向けた県・市町村が一体となった推進体制の構築
▶ 市町村ごとの園芸団地化プランの作成に向けた農地の活用情報の収集と担い手の掘り起こし
▶ 優良農地の創出に向けた未利用農地の大区画化や用水施設、産地基幹農道など導入品目や営

農体系に応じたオーダーメイド方式の整備
▶ 露地品目を主体に複数品目を組み合わせた複合営農体系の確立による経営力強化
▶ 農作業や労務管理の省力化に向けたRTKネットワーク※やドローン防除などスマート技術の導

入促進
▶ 繁忙期を分散した品目導入や労働力の相互活用などによる雇用の周年化と雇用環境の改善
◎ 駅館川地域など基幹水利施設整備と連携した農地再編整備による大規模園芸産地の創出
▶ 食品加工企業との協定等に基づく計画的な産地拡大と生産技術の高度化

大分県農林水産業振興計画
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�旺盛な需要に対応した短期集中県域支援品目（ねぎ、ピーマン、高糖度かんしょ、ベリーツ）
の生産拡大
◎��ロットの拡大や流通・販売体制の強化等に向けた県内産地間の連携による新たな県域ブラン
ドの創出
◎�大規模園芸団地の計画的な形成に向けた県・市町村が一体となった推進体制の構築
◎��駅館川地域など基幹水利施設整備と連携した農地再編整備による大規模園芸産地の創出
 概要    園芸産地の更なる拡大に向け、10ha規模の園芸団地を計画的に整備し、経営拡大や企業参入を促

進するとともに効率的で産地の拠点となる園芸団地の形成を目指します。

大規模園芸団地
・10ha以上の農地を集約
・露地品目を主体に複数品目を作付
・複数の大規模経営体が参入
・用水施設など共同利用施設を完備
・ 大型トラックなどが通行できる農道を

整備

（メリット）
　・管理作業等の効率化
　・新規就農者等の初期投資の軽減
　・雇用者の労働環境の改善
　・集出荷等のアクセス性向上

園芸産地の更なる拡大 ～県・市町村が一体となった大規模園芸団地の形成～

《具体的な取組》
○大分県園芸団地化推進体制※での大規模園芸団地の整備促進
　県と市町村、関係団体が一体的かつ強力に園芸団地化を推進
○地区園芸団地化推進体制※による園芸団地化プラン作成
　市町村による園芸団地化プランの作成、実質化を推進
　 経営体の営農計画の作成や農地情報との照合、地元との合意形成などスムーズな条件整備
○大規模園芸団地の計画的な整備

未利用農地等について、作付品目に応じた
大区画化や用排水、農道の整備等による高機能化

園芸団地化プラン
市町村における10年先を見越した大規模
な園芸団地（全体像）の整備計画書の作成
（整備地区、団地規模、作付品目等）

農地情報カルテ
未利用農地への調査による再編整備可能

な農地情報のリストの作成
（地形や土性、水源、地権者等）

経営体リスト
生産部会や参入企業等に対する規模拡大
意向調査による園芸団地への参入候補者

のリストの作成

農
地
と
担
い
手
の
マ
ッ
チ
ン
グ

整備前

未利用農地 大規模ぶどう園

整備後

スケジュール 主な取組主体
R6 推進体制構築
R6～8 プラン策定
R7～ 基盤整備
R10～ 営農開始

・県、市町村
・農業団体、生産部会　等

▼�園芸基幹品目（15品目）
 概要    市町村・生産者・農業団体が定める「園芸産地づくり計画」に位置づけられ、関係者が一体となって

今後の産地拡大に取り組む「産地拡大推進品目」のうち、市場や食品加工企業等からのニーズが高く
多様な経営体の参入・拡大が県域で見込まれる品目です。

旺盛な需要に対応する短期集中県域支援品目 食品加工企業と連携して産地を拡大する品目
◇ 短期集中的にパッケージ支援（農地確保～経営体確保

～生産性向上～販売力強化）を行うことで、県域で産
地が加速度的に拡大し、大分県の顔として育成が進ん
でいる品目

◇品目：ねぎ、ピーマン、高糖度かんしょ、ベリーツ
◇方向性
　 生産拡大をさらに進めるとともに急速に拡大した産地

のフォローアップに取り組む

◇ 食品加工企業と連携して県域で産地化を推進する品目
◇品目：たまねぎ、キャベツ
◇方向性
　 積極的に食品企業等へアプローチを行い、新たなニー

ズの掘り起こしや産地のマッチングを進め、県域産地
づくりに取り組む

国産需要の高まりに対応する果樹品目 国内有数の生産量を誇る品目
◇ 国産の果樹需要が高く、参入企業や新規就農者等によ

る生産拡大意欲も強い品目
◇品目： かぼす、ハウスみかん、露地柑橘、 

キウイフルーツ、なし、ぶどう、くり
◇方向性
　 参入企業等と農地のマッチングを図り、基盤整備と連

動して産地拡大に取り組む

◇ 日本一の生産量を誇るホオズキは、さらにブランド力
向上が見込める品目。西日本二位の生産量を誇るトマ
トは、生産拡大意欲が高い品目

◇品目：ホオズキ、トマト
◇方向性
　 ホオズキは、県域での品質統一等「ブランド力向上」

の取組を支援。トマトは地理的条件を生かしつつ生産
拡大を進める

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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2
目標指標

⃝高能力な繁殖雌牛※の保留頭数 （単位：頭）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
161 2,500※ 10,500※

⃝自給飼料作付面積 （単位：ha）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
6,960 8,186 8,503

　※中間年度はR6～R10、目標年度はR6～R15の累計

マーケットに対応した
産地づくり

（畜産生産基盤の強化）

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①おおいた和牛※ブランドの確立に向けた技術力向上と生産基盤の強化　
◎ 肥育期間の短縮化や枝肉歩留まりの向上など第13回全国和牛能力共進会※に照準を合わせた肥

育技術向上の促進
▶肥育牛の増頭に向けた繁殖肥育一貫経営※への転換や規模拡大の促進
◎ ゲノム育種価※評価を活用した高能力繁殖雌牛の増頭による質の高い生産基盤の構築
▶ ゲノム育種価評価や高能力なドナー牛※を活用した全国トップクラスの種雄牛造成による子牛市場

の活性化
▶キャトルステーション※を活用した増頭促進と、雌牛の分娩間隔の短縮等に向けた繁殖指導の強化
▶国内外における「おおいた和牛」の効果的なプロモーションの展開や取扱店舗の拡大

②変化に対応できる強い酪農経営基盤の確立　
▶ 乳量増加に向けた生産技術の向上や預託牧場の拡大による後継牛預託システム※の拡充
▶乳用雌性判別受精卵移植※等の活用による高能力な乳用後継牛の計画的確保や生乳生産の効率化
▶和牛子牛の生産、国産粗飼料の利用、堆肥の高度化など持続可能な経営基盤の強化
▶ 乳業メーカーや生産者団体等と連携した消費者への理解醸成活動や牛乳・乳製品の消費拡大活動

の展開

③養豚・養鶏の生産基盤強化　
▶ 県産ブランド豚「米の恵み※」、県産ブランド地鶏「おおいた冠地どり※」等の生産体制の強化と販売促進
▶既存経営体の規模拡大や企業参入促進等による生産基盤の強化

④耕畜連携※による自給飼料生産拡大と堆肥の活用　
◎ 県域での耕畜連携体制の確立による飼料用米※などの利用促進や、堆肥の有効活用に向けた品

質・製造の高度化とマッチング体制の強化
▶ 遊休農地※を活用した放牧等による低コスト化と公共牧場※の再整備による粗飼料生産基盤の強化
▶飼料生産や堆肥の運搬・散布を行うコントラクター※の育成

⑤畜産経営を支えるシステムの強化　
▶ 肉用牛改良等の司令塔となる畜産研究部の施設整備による機能強化やICT技術導入による生産

性の向上
▶ 施設等の資産継承による生産基盤の継続的な利活用促進とインターン等の充実による担い手の確保
▶ ヘルパー制度※を活用した就業環境の改善とヘルパー人材の確保・育成
▶ 家畜排せつ物の適正処理と有効活用に向けた畜産環境対策の充実
▶特定家畜伝染病※の発生に備えた防疫演習の実施と早期通報の徹底など初動防疫対応の強化
▶ 修学資金給付等を通じた産業動物獣医師確保などによる家畜伝染病のまん延防止と獣医療体制の強化
▶大分県畜産共通システム※による各種手続きの電子化や情報提供機能を活用した経営指導体制の強化

大分県農林水産業振興計画
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�肥育期間の短縮化や枝肉歩留まりの向上など第13回全国和牛能力共進会に照準を合わせた
肥育技術向上の促進
◎��ゲノム育種価評価を活用した高能力繁殖雌牛の増頭による質の高い生産基盤の構築
 概要     「全国和牛能力共進会」日本一を見据えた取組を通じて、生産技術の向上とともに、繁殖雌牛の高

能力化を基本とした肉用牛生産基盤の強化を図り、収益性の高い畜産を実現します。

第13回全国和牛能力共進会
「魅力発信
 新しい力でつなぐ 和牛の未来」
�・会期：令和９年８月
�・会場：北海道

第12回大会出品風景（2区首席）

肉用牛生産基盤の強化
《具体的な取組》
○出品規格である24ヶ月齢出荷に向けたマニュアルの作成・現地指導
〇若手後継者への高度な出品技術を継承する研修会等の開催
○育種価データに基づいた高能力雌牛の選抜
○受精卵移植技術を活用した出品候補牛の確保　など

全共の取組強化
・全共を通じた肥育技術向上の取組による「おおいた和牛」ブランド力の向上
マニュアル作成・
生産者の実証 ➡ 肥育技術向上 おおいた和牛

ブランド力向上
・ 候補牛の選抜・育成の取組を通じ、育種改良を促進、優良な繁殖雌牛基盤

を造成
候補牛の選抜
圧強化・育成 ➡ 改良・育成技術

向上
優良な

繁殖雌牛基盤の造成

スケジュール 主な取組主体
R6　 推進協議会設立による体制強化、計画交配による出品候補牛の

作出
R7　育成から肥育まで一貫したマニュアルの作成・指導
R8　指導班による現地指導
R9　第13回全国和牛能力共進会

・県、市町村
・畜産団体、生産者　等

◎�県域での耕畜連携体制の確立による飼料用米などの利用促進や、堆肥の有効活用に向けた品
質・製造の高度化とマッチング体制の強化

 概要    畜産経営の安定に向けては、耕畜連携による自給飼料への転換を進め、生産コストの低減を図るこ
とにより国際情勢の影響を受けにくい生産体制を確立します。

マッチングの促進と地域資源の
フル活用による耕畜連携の拡大

《具体的な取組》
○ 大分県飼料用米活用プロジェクト※による広域マッ

チング
〇 飼料用とうもろこし等の飼料作物の生産拡大
○ 畜産由来堆肥を活用した水田の利活用促進
○耕畜連携コントラクターの育成
○遊休農地を活用した放牧の推進 など

大分県飼料用米活用プロジェクトの取組
・畜産農家と耕種農家の飼料用米需給のマッチングを推進

耕
種
農
家

需要情報
提供 大分県飼料用米

活用プロジェクト
（事務局：大分県畜産協会）

需要情報
収集

畜
産
農
家

供給情報
収集

供給情報
提供

マッチング

技術指導
手続き支援

地域推進部会
（県、市、�JA
地域再生協議会）

技術指導
手続き支援

水田や遊休農地を活用した
自給飼料生産・放牧の拡大

主な取組主体
・県、市町村
・農業・畜産団体、生産者　等

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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2
目標指標

⃝中核的経営体※への集積面積 （単位：ha）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
5,276 8,276 11,220

⃝実需に応じた麦・大豆の生産面積 （単位：ha）

品目 基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
麦 5,700 5,963 6,380

大豆 1,520 1,607 1,789

マーケットに対応した
産地づくり

（水田利用型農業の
　　高収益化の推進）

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①園芸品目など米に代わる高収益品目の導入促進　
◎ 地域計画※等と連動した大胆な農地の集積や大区画化等による力強い担い手と効率的な生産基盤

の創出
▶水田の畑地化※による短期集中県域支援品目等マーケット需要を捉えた品目の作付け拡大　　
▶ 集落営農法人※や認定農業者※などへの園芸品目導入に向けた集中的な技術支援と経営モデルの

確立
▶ 導入する品目に応じた排水対策や土壌改良など水田畑地化に向けたきめ細かな基盤整備と機械導

入の促進
▶ 農業大学校の集落営農※コースの活用や県内農業法人との連携による即戦力人材育成
▶ 雇用型経営への転換や外部人材の受入れの促進

②県産・国産需要の拡大に応じた麦・大豆の本作化　
◎ 醸造業などの県内食品企業との産地協定等に基づく大規模かつ高品質な麦･大豆の生産拡大
▶ 麦・大豆の品質向上や収量増に向けた、排水対策と堆肥施用による地力改善などの強化
▶ 優良な種子の安定的な供給体制の確保と県独自品種の育成・普及
▶ 乾燥調製貯蔵施設の整備による集出荷体制の強化

③集積による大規模水田農業の実現に向けた経営モデルの創出　
▶ 効率的な作業員の配置・経営品目モデルなど大規模水田農業に応じた経営計画の作成の推進
▶ 大規模化・省力化経営を支える圃場管理システム※やドローン等のスマート技術の導入促進
▶ 特A※米や加工用米・酒造好適米など実需に応じた選ばれる米づくりの推進
▶ 気候変動に対応した高温耐性品種「なつほのか」等の生産と消費の拡大　
▶ 畜産飼料ニーズに対応した耕畜連携※による飼料用米活用プロジェクト※を通じた広域マッチング

による飼料用米※、WCS※、飼料用とうもろこしなどの生産拡大

大分県農林水産業振興計画
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�地域計画等と連動した大胆な農地の集積や大区画化等による力強い担い手と効率的な生産基
盤の創出

 概要   農地中間管理機構※が地域内の農地を一元的に借り受ける面積を増やすことで、分散・錯綜した農
地を整理・集約し、まとまりある形で意欲ある担い手への転貸・集積を目指します。

中核的経営体への集積面積

�

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

R15R10R5R4R3R2R1H30H29H28H27

（ha）

968

1,848
2,617

3,885

5,276

8,276

11,220

4,515

3,257
2,474

1,434

次代に継承する『農地集積・集約化』
《具体的な取組》
○地域計画と連動した農地集積・集約化の促進
〇拡大意欲のある担い手への農地の確保を支援　など

農地集積・集約化のイメージ
A B C

➡
A B C

A B D A B C
C A A A B C
B E D A B C

現況 地域計画策定後

地域計画の実現
・ 10年後に農地を誰が活用する

かを設定した目標地図
・ 農用地の集積・集約化や中間

管理機構活用方針
・ 多様な経営体の育成・確保、

農作業受託の活用方針
・基盤整備事業の取組方針

※集積：担い手に対する農地の集中（規模拡大）
※集約：分散錯圃の解消や団地化による圃場区画の拡大

主な取組主体
・県、市町村　・ 生産者
・農業委員会
・農地中間管理機構　等

◎�醸造業などの県内食品産業との産地協定等に基づく大規模かつ高品質な麦･大豆の生産拡大
 概要   実需者ニーズに基づく産地を育成します（麦種転換や大豆の新品種導入・品質向上）。

麦の動向
・ 麦全体の作付面積は拡大傾向で、H27 からR5 で

940ha増加
・ 麦種別でみると、小麦・大麦は拡大し、裸麦は需要停

滞のため現状維持

県内の3麦の面積の推移
（ha）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

R15R10R5R4R3R2R1H30H29H28H27
■小麦　　■大麦　　■裸麦

大豆の動向
・ 大豆の単収は長期的に見て減少傾向で推移
・ 作付面積はH27をピークに減少していたが、R2を境

に増加傾向

  県内の大豆作付面積と単収の推移

0

40

80

120

160

R15R10R5R4R3R2R1H30H29H28H27

（ha） （kg/10a）

■単収　　―●  作付面積
0

500

1,000

1,500

2,000

食品企業との産地協定等に基づいた
醸造用麦･大豆の生産拡大

《具体的な取組》
○県内食品企業との産地協定の実践支援
○麦・大豆の品種転換
〇品質向上、単収向上に向けた技術指導
○集出荷体制の強化　など

宇佐市焼酎用大麦産地育成協議会の取組
　実需者・生産者・ＪＡグループ・行政が連携し、焼酎用大麦の
品質向上や生産拡大等を通じて、産地のブランド力を向上さ
せ、地域の活性化につなげる。

宇佐市（総括）

共通目標

ＪＡグループ大分県

大麦生産者
実需者

主な取組主体
・県、市町村
・農業団体、生産者　等

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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3
目標指標

⃝農産物の輸出額 （単位：億円）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
7 11 14

⃝加工・業務用野菜の産地拡大面積 （単位：ha）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
36 91※ 158※

⃝共同販売に取り組む有機JAS※農家戸数 （単位：戸）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
4 15※ 30※

　※中間年度はR6～R10、目標年度はR6～R15の累計

多様な需要に応じた
販売チャネルの構築

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①市場ニーズを捉えた販売戦略と流通システムの効率化　
◎ 国内外の生産動向や消費トレンドなど、マーケット情報を活かした戦略的な生産・販売の推進
▶ 拠点市場※への集中出荷によるロットの確保やトップセールスの展開等による市場シェアの向上
▶ DX化による事前出荷情報※の効果的な活用など、マーケットへの的確な産地情報提供による有

利販売の実現
▶ 共同輸送拠点の設置・活用やパレット輸送※など、物流形態の変動に柔軟に対応した効率的な流

通体制の構築
▶ 農産物から農産加工品までが一体となった「オールおおいた」としての販売促進
▶ 大消費地を中心とした県内外での大規模イベントと連携したＰＲ事業の実施
▶ GAP※等の普及による市場ニーズに対応した安心・安全な農産物の生産・販売の促進と、植物防

疫の強化
②成長する海外の需要を獲得する戦略的な海外展開　

◎ 国際情勢を踏まえた輸出戦略の構築と機動的な輸出産地・体制づくりの推進
▶ 輸出先国ニーズや検疫基準等の規制に対応した生産、加工、貯蔵輸送技術の確立と体制の整備
▶ 新規輸出品目や新規輸出者の拡大に向けた、ニーズ調査やトライアル輸出※等への支援
▶ 輸出支援プラットフォーム※などとの連携や輸出品目に応じた商談・フェアなどによる販売促進・ＰＲ

事業の実施
▶ 現地の消費者目線による食べ方提案等を通じたPR、現地インフルエンサーを活用した情報発信の

強化
③食品企業等と連携した加工・業務用原料の産地育成　

◎ 食品企業や加工企業の取引ニーズの把握と産地協定に基づく計画的な産地拡大の推進
▶ 加工･業務用産地育成計画に基づく生産者・農地の確保と栽培マニュアルの策定など技術支援の

強化
▶ 産地の広域化と担い手の規模拡大に対応した集出荷拠点の設置や作業受託等の体制整備
▶ 食品企業等の誘致促進と産地が一体となった原材料供給体制の構築
④拡大する有機農産物需要等の取込みに向けた生産・流通体制の構築　

◎ 量販店等の大ロット有機農産物需要に対応可能な県域出荷組織の育成
▶ 「大分県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画」に基づく地域循環型農業の実践
▶ 有機圃場の団地化や、 「オーガニックビレッジ※宣言」など市町村の有機農業※産地の育成支援
▶ IPM※やスマート技術によるハウス内環境制御など環境保全型農業※への支援
▶ 堆肥などの国内資源を有効活用する仕組づくりや、カーボンニュートラル※に資する生産技術の確

立

大分県農林水産業振興計画
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�国内外の生産動向や消費トレンドなど、マーケット情報を活かした戦略的な生産・販売の推進
◎�国際情勢を踏まえた輸出戦略の構築と機動的な輸出産地・体制づくりの推進
 概要   変化する国際情勢に柔軟に対応し、輸出先国のニーズに対応した輸出向け産地、販売体制づくりを

推進します（農業・林業・水産業に共通する行動計画）。

輸出先国のニーズを捉えた産地・体制づくりによる輸出の更なる拡大
《具体的な取組》

輸出先国ニーズに対応した輸出産地づくり
○事業者間連携による加工・出荷体制整備
○輸出向け栽培・貯蔵技術の開発
○産地間で連携したリレー出荷※の実証実験
○長距離輸送試験　など

新たな販路開拓・取引量の拡大
○東南アジア・EU等での販売促進
○展示会・試食会等での食べ方提案を通じたPR・販売促進
○現地インフルエンサー等を活用した情報発信強化　など

輸出に取り組む者の拡大

生産者の裾野拡大 輸出支援団体(※2)

現地商社輸出プレイヤー拡大

農林水産物輸出推進体制 海外現地での販促活動

加入 連携

※1 ブランドおおいた輸出促進協議会※

※2 輸出支援プラットフォームなど

輸出品目の追加
トライアル輸出支援　など

取組例

主な取組主体 ・県、市町村　・生産者団体、生産者　・流通業者、ジェトロ※　等

◎�食品企業や加工企業の取引ニーズの把握と産地協定に基づく計画的な産地拡大の推進
 概要   近年需要が高まる加工・業務用品目の生産拡大のため、食品企業と連携した県域産地づくりを目指

します。

食品企業や加工企業と連携した加工・業務用産地の育成
《具体的な取組》
○産地協定や加工・業務用産地育成計画の策定
○大規模生産体系の確立
○集出荷体制の構築
○県域産地化推進
○企業との連携強化　など

【目指す産地イメージ】加工用たまねぎの広域産地化 10０ha
原体
トラック輸送
中四国へ

一次加工品
トラック輸送
九州圏内へ

集出荷調整・
一次加工施設

乾燥調整済み原体

集出荷調整施設

★

原体・
一次加工品
RORO船※
関東へ

食品企業農産物ニーズの情報提供

産地拡大連携協定※
県

（マーケター）

企業ニーズ
の情報提供

マッチング

施策・実証栽培支援等

振興局 市町村 農業団体

生産者・産地

加工・業務用産地育成会議※

スケジュール 主な取組主体
R6　　 産地拡大連携協定の締結 

乾燥・調整施設の運用開始
R7～　県域産地化の推進（規模拡大、機械導入支援）
R10　 広域集出荷体制の構築

・県、市町村
・農業団体、生産者
・食品企業　等

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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◎�量販店等の大ロット有機農産物需要に対応可能な県域出荷組織の育成
 概要   県内の有機農業※生産者で構成された組織が行う、物流体制の構築や販路拡大を促進することで、

有機農業者の経営安定を図ります。

みどりの食料システム戦略※の実践
《具体的な取組》
○県域出荷組織の販売体制の強化と市町村単位での組織活動の促進
○先進的な有機農業者と民間団体等が連携した栽培技術の向上
○環境保全型農業※直接支払制度等を活用した有機農業者の確保
〇県内外での販路拡大や食品加工等の取組促進
○食育、イベント、県産県消※等での消費者との交流を通じた理解促進活動の強化

　など

県域出荷組織の体制強化
・ 有機農業の産地拡大や生産性向上、経営改善に向けて取り組む生産者組

織を育成
・生産部門：技術研鑽、商品の生産・開発、新規就農者等のサポート等
・販売部門：販路開拓、生産出荷調整、新規商品の取引協議等

生産力
向上対策 ➡ 作付計画

販売計画 ➡ 集出荷
体制構築 ➡輸送ルート

確保 ➡ 販売先
確保

有機農産物県域出荷組織
安定供給・品質向上・所得の向上・生産拡大の実現

大分県環境負荷低減事業活動
の促進に関する基本計画

土づくり、減化学農薬、
減化学肥料栽培の取組

温室効果ガス
排出削減

流通･消費
の促進

地方公共団体、
農林漁業者、

食品産業事業者、
地域関係者との連携

オーガニックEXPOでの商談

スケジュール 主な取組主体
R6　物流体制の構築
R9　県域出荷体制の構築

・県、市町村
・有機生産者団体　等

大分県農林水産業振興計画
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第
３
章みどりの食料システム戦略（国） （令和3年5月策定）

有機農業の取組事例紹介（県内のオーガニックビレッジ）

背景
温暖化による気候変動・大規模自然災害の増加
コロナ等を契機としてサプライチェーン※の混乱
肥料原料やエネルギーの輸入依存

➡ 持続可能な食料システムの
構築が急務

持続可能な食料システムの構築に向け、中長期的な観点から調達、生産、加工・流通、消費の
各段階の取組とカーボンニュートラル※等の環境負荷軽減のイノベーションを推進

「みどりの食料システム戦略」が2050年までに目指す姿と取組方向（※抜粋）
温室効果ガス 温室効果ガス2050年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現を目指す

化学農薬 2050年までに、化学農薬使用量（リスク換算）の50％低減を目指す

化学肥料 2050年までに、化学肥料使用量の30％低減を目指す

有機農業 2050年までに、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％（100万ha）
に拡大を目指す

主な支援策：産地づくり支援（オーガニックビレッジ※）、人材育成支援、消費者理解醸成

臼 杵 市

「ほんまもんの里・うすき」農業推進協議会

【取組】
・ 「ほんまもん農産物認証制度」の普及に

よる生産圃場の拡大
・「学校給食オーガニック」プロジェクト、
　市学校給食センターでの供給量拡大
・共同出荷体制整備に向けた取組
・ ほんまもん農産物の情報発信による消費

拡大の取組

中学生提案
ほんまもん
農産物ロゴ

オーガニック給食
プロジェクト研修会

佐 伯 市

食と農のさいきオーガニック推進協議会

【取組】
・ 有機栽培米の栽培奨励金制度の創設
・「オーガニック学校給食会議」の開催
・ 佐伯市独自認証制度「さいきの恵み」創設
・消費者向けイベント開催

さいきの恵み
豊かな自然に育ま
れた佐伯で生産者
が環境に配慮して
化学合成農薬・化
学肥料を使用せず
丹精込めて栽培し
た佐伯市認証の農
産物です。

独自認証制度のシール さいきオーガニックフェスタ

豊後高田市

豊後高田市有機農業推進協議会

【取組】
・ 土づくり等研修会開催
・ イベントでのPRおよ

び販路開拓
・ 市独自認証制度創設に 

向けた取組

R4年度宣言 R4年度宣言

R5年度宣言

イベントでの販売PR

有機農業に関する動き

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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4
目標指標

⃝ 持続可能な経営体制の構築を行った集落営農法人※数
 （単位：法人）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
9 42※ 68※

⃝魅力向上につながる取組を行った直売所数 （単位：箇所）
基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）

3 15※ 30※
⃝日本型直接支払協定面積 （単位：ha）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
41,121 41,710 42,220

⃝防災重点農業用ため池※の整備箇所数 （単位：箇所）
基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）

9 45※ 90※
⃝田んぼダム※の取組面積 （単位：ha）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
125 1,500※ 3,000※

⃝有害鳥獣による農林水産被害額 （単位：百万円）
基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）

141 114 90
　※中間年度はR6～R10、目標年度はR6～R15の累計

農地を活かし
次世代につなぐ
地域営農の推進

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①使えば資源、農地を活かし、稼ぐ経営体の育成　
◎ 園芸品目の導入や法人間連携の強化による集落営農法人の経営力強化
▶ 需要が高まる花木類の中山間地域への展開など新たな収益モデルの構築
▶ 地域計画※で定める担い手への農地集積と農業支援サービス事業体※を活用した労働力の補完体

制の構築
▶ 農地集積コントロール拠点（農地中間管理機構※）を活用した農地の確保
▶ 中山間地域における農地の最適な土地利用に向けた粗放的な管理手法※の導入や市民農園の運

営支援
②農山村資源の付加価値向上と、みんなで支え育む「県産県消※」の地域づくり　

◎ 県内直売所間のネットワーク強化やプロデュース力向上による品揃えの充実など地域拠点化の推
進

▶ ６次産業化※商品の販路拡大と消費者嗜好に応じ、価値が伝わる商品づくりへの支援
▶ 県内宿泊施設や飲食店と連携した地域食材の発信力強化や商品開発を通じた学生に対する県産県

消の意識啓発
▶ 有機農産物やジビエ※など県産食材の学校給食等への活用促進による県産県消意識の醸成
▶ 世界農業遺産※の情報発信の強化や観光産業との連携による集客力の向上と関連産業の育成
▶ るるパークの魅力向上と自然体験の充実を通じた幅広い層への農山村の魅力発信 
◎日本型直接支払制度※を活用した、多様な主体による農地・水路等の維持・保全活動の推進
③頻発する豪雨災害等への備えと農業インフラの機能確保　

◎ 農業用ダム・防災重点農業用ため池の耐震化等ハード・ソフト対策による防災・減災、県土強靱化※ 

対策の推進
◎ 農業用ダム･ため池の事前放流や田んぼダムによる流域治水※の推進
▶ スマート技術を活用した効率的な農業水利施設※の点検調査と計画的な更新整備
▶ 土地改良区の運営基盤強化に向けた農業水利施設の省エネ化や合併等の推進
▶ 災害発生後の早期営農再開に向けた迅速な復旧・復興対策の実施
④被害や生態に応じた効果的な鳥獣害対策の推進

◎ 予防強化集落※など被害の大きい集落での防護柵の集中的な設置と、適切な維持管理の推進
▶ 県鳥獣害対策アドバイザー※の養成とアドバイザー等が主体となった餌場の撤去等の集落環境対

策の推進
▶ 農業者の自衛捕獲の促進などによる加害獣を主体とした効果的な捕獲の推進

大分県農林水産業振興計画
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�園芸品目の導入や法人間連携の強化による集落営農法人の経営力強化
 概要   園芸品目の導入などによる収益構造の改革を進め、次世代人材の育成・確保を図ります。また、複数

の集落営農法人や大規模経営体との連携・統合を支援し、持続可能な経営体の育成に取り組みます。
園芸品目の導入や経営規模拡大により農業収入額は増加傾向

集落営農法人数と１法人あたりの�
農業収入額の推移

�

（法人数） （千円）

0

50

100

150

200

250

R5R4R3R2R1H30H29H28H27
15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

■集落営農法人数　　―●  平均農業収入額

216218222220224222218213207

20,761

20,004

19,218

19,243

19,240
18,921

18,021

16,993

集落営農法人の経営力強化
《具体的な取組》
○園芸品目の導入による収益構造の改善に向けた取組
○集落営農法人同士または大規模経営体との広域連携の促進
○オペレーター養成支援等の次世代人材の育成　など

経営力強化や法人同士の連携の取組事例

高糖度かんしょの導入による
経営改善事例

（雇用の拡大・豊後大野市）

９法人連携による
ドローン防除の受託

（由布市）

主な取組主体 ・県、市町村　・集落営農法人　等

◎�県内直売所間のネットワーク強化やプロデュース力向上による品揃えの充実など地域拠点化
の推進

 概要   県内の直売所相互が連携することで品揃えの充実を図れるようネットワーク化を支援します。ま
た、個々の直売所の魅力を向上させる取組を支援することで県産品の消費拡大、県産県消を推進し
ていきます。

　 県内の直売所は223箇所あり、年間販売額は142億円（R4）。このうち約７割が販売額5千万円未
満の小規模な直売所であるものの、生産者にとっては少ロットでも出荷可能で出荷経費を抑えられる
貴重な販売先であり、地域にとっても都市との交流拠点にもなっているなど、地域に活力を生む重要
な施設です。

（億円） （軒）

県内直売所の店舗数および販売額の推移

直売所の年間販売額（R4）と店舗割合

0

50

100

150

200

R4R3R2R1H30H29H28H27H26H25

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％
1千万円未満

1千万～3千万円未満
3千万～5千万円未満

5千万～1億円未満
1億～2億円未満
2億～3億円未満
3億～5億円未満

5億円以上

0

50

100

150

200

250

300
■販売額　　―●  店舗数

223217225223232238235245242241

142143145145146146140143143129

直売所を拠点とした中山間地域農業の活性化
《具体的な取組》
○農業団体や直売所相互の連携体制づくり
○広域流通モデル実証
○直売所の魅力紹介のパンフレット作成と情報発信
○全国直売所との課題解決に向けた情報共有支援
○経営戦略作成支援　など

目指す直売所の地域拠点化のイメージ

生産者
グループ 拠点となる

直売所
（経営戦略作成等支援）➡ ➡ スーパー等の

インショップへ食品加工
グループ 集荷 ⬆⬇ 連携 ⬆⬇ 流通

直売所 直売所

主な取組主体
・県、市町村　・農業団体、生産者　・直売所　等

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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◎�農業用ダム・�防災重点農業用ため池※の耐震化等ハード･ソフト対策による防災・減災対策の推
進

 概要   自然災害が頻発化・激甚化するなか、下流人家等への被害を防止するため、防災重点農業用ため池
の耐震化など計画的な改修や利用しなくなった農業用ため池の廃止等のハード対策に加え、常時・緊
急時の適切な保全管理に向けた監視カメラの整備等ソフト対策を進めます。

防災・減災対策による県土強靱化※
《具体的な取組》
○防災重点農業用ため池の計画的な改修・廃止
〇適切な管理を行うためのカメラ・水位計による遠隔監視

　など

防災重点農業用ため池
・ 決壊による水害その他災害により周辺区域に人的被害を及ぼす

恐れがある農業用ため池を「防災重点農業用ため池」に指定
・ 2,113箇所のうち、 1,027箇所

ハード対策 ソフト対策

➡

改修工事（改修前） 改修工事（改修後） 監視カメラ 水位計

防災重点農業用ため池の防災減災対策
　〔ハード対策〕防災重点農業用ため池の改修、利用しないため池の廃止、ため池内の堆砂土浚渫
　〔ソフト対策〕監視カメラ･水位計の整備、ため池保全サポートセンターによる現地パトロール

主な取組主体 ・県、市町村

◎�農業用ダム･ため池の事前放流や田んぼダム※による流域治水※の推進
 概要    災害の頻発化・激甚化に対応するため、氾濫を防ぐ・減らすための対策として、農業用ダム・ため

池の事前放流や、田んぼダムの取組を推進します。

流域治水の推進による県土強靱化（農業分野）
《具体的な取組》
○「流域治水プロジェクト」の推進
〇農業用ダム、ため池の事前放流
○「田んぼダム」の取組推進による雨水貯留機能の強化

　など

流域治水
・ 頻発する水害に備えるため、河川の治水対策に加え、流域全体

で水害を軽減する効率的、効果的な取組
・ 護岸整備や河道掘削を行うとともに、ダムの事前放流や森林整

備・治山対策、田んぼダムの取組、立地適正化計画の策定、防
災マップの作成、防災教育・避難訓練等を推進

農業用ダム、ため池の事前放流 田んぼダムの取組
ダム・ため池の水を豪雨前に放流し水位を下げることで、雨水を
一時的に貯留し、河川等の急激な増水を抑え、浸水被害を軽減

流出量を抑制する堰板※等を設置し、水田に雨水を一時的に貯
留させ、水路や河川の水位上昇を抑え、被害を軽減

➡
ため池の
堤体↑事前放流による低下水位

↓普段の満水位 既設取水施設
（斜樋）

門型タイプ
（機能一体型）

三角堰タイプ
（機能一体型）

田んぼダム専用桝
（機能分離型排水〼）

主な取組主体 ・県、市町村　・ 生産者　・ 施設管理者

大分県農林水産業振興計画
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第
３
章多様な取組の展開

　中山間地域の農業・農村は、高齢化や人口減少など多くの課題がありますが、国土の保全、水源のかん
養、自然環境の保全や良好な景観の形成といった「多面的機能※」の発揮という重要な役割を担っています。
　大分県の耕地面積の約７割は中山間地に位置しており、中山間地率は全国４位です。このような生産
環境に適した技術の導入や、圃場条件の改善により生産活動の持続・発展を図ることが求められています。

地域の実情に応じ、創意工夫を凝らした多様な営農活動

地域産品の県産県消※
地域資源を活かした 

高付加価値化 省力化・省人化技術の導入

直売所での地域特産品販売
有機農産物等の販路拡大

特徴ある農産物のブランド化
６次産業化※・一次加工の推進

スマート技術の導入
営農管理ツールの導入

　道の駅「きよかわ」
（豊後大野市）

世界農業遺産※米
（国東半島宇佐地域）

ドローンによる病害虫防除
（九重町）

営農コストの低減 農村RMO※の育成
農地の集積・集約化
水利施設の負担軽減

兼業、非農家も含めた複数の 
集落で地域資源の活用等に 

取り組む組織
地域の話合いによる将来ビジョン策定

生活支援
（集荷と買い物
支援等）

地域資源を活用した特産品の施策

地域ぐるみの
農用地保全

圃場の区画拡大・パイプライン化
（竹田市）　 農村RMOの活動イメージ

条件不利農地の粗放的管理 耕畜連携※の推進 鳥獣害対策の推進
花木、被覆植物等の導入

省力的農地管理
傾斜地等での放牧
飼料用作物の推進

集落ぐるみの被害対策等の推進
若手狩猟者の確保

　スモークツリー（佐伯市） 水田放牧（宇佐市） 　集落内の防護柵管理（竹田市）

中山間地域の
特性を活かした
農業・農村の

活性化

中山間地域農業の振興を目指して

⬆
中山間地域の農業・農村を支える多様な担い手

集落営農※組織、認定農業者※、新規就農者、企業、市町村農業公社・地域農業経営サポート機構
家族経営農家、地域住民　等

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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１　長期的な課題と対応方針
（１）本県が目指す森林のイメージ
▼�生産林と環境林

本県の森林面積は約45万haで県土の71％を占めており、木材やしいたけの生産など、林業・
木材産業の発展と山村の振興に寄与しています。また、水源のかん養や県土の保全等、森林の
多面的機能※の発揮により、安全で快適な県民生活の確保に大きな役割を果たしています。

森林面積のうち、民有林※は約40万haで、人工林※が約20万ha、51％を占めています。
戦後の拡大造林※により植栽されたスギやヒノキは利用期を迎えており、令和４年の素材生産

※量は過去最高となる167万㎥を記録するなど、林業生産活動は着実に活性化しています。
また、主伐※に伴って増加する再造林※に対応するため、苗木の生産拡大や造林※事業者の育

成・確保なども併せて進めることで、令和５年の再造林率は76％と高い水準を維持しています。 
今後は、先人が築いてきた豊富な資源を着実に「伐って・使い」、未来へと資源をつなぐため

「植えて・育てる」ことで、循環型林業を確立し、森林の適正な整備とともに、林業･木材産業
の持続的な発展を図っていくことが重要となっています。

そのためには、将来にわたり人工林による林業経営が可能な「林業適地※」を判断し、木材等
生産機能を重視する森林を「生産林」、公益的機能※を重視する森林を「環境林」に区分し、目
的に応じた森林へ誘導することで、多面的機能を高度に発揮できる森づくりを進めていく必要
があります。

大分県の森林面積の概要

大分県の面積（千ha） 民有林の面積（千ha） 人工林の面積（千ha）その他宅地耕地森林

森林
447
(71%)

耕地 55

宅地 22

その他
110

総面積
634

その他天然林人工林

人工林
204

（51％）

天然林※
158

（39%）

その他
41

面積
403

※国有林44

クヌギ・ナラマツ類ヒノキスギ

スギ
134

（66%）

ヒノキ
57

（28%）

マツ類
3

その他
2

クヌギ等
8

面積
204

出典：大分県林業統計（令和４年度版）

大分県の素材生産量の推移 大分県の造林面積と再造林率の推移
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140
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842
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76％
74％74％73％73％

71％

66％67％

62％

出典：大分県調べ 出典：大分県調べ

循環型林業の確立による林業・木材
産業の持続的な発展Ⅱ

大分県農林水産業振興計画
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望ましい姿

代表的な目標林型
※

※

望ましい姿
※ ※

代表的な目標林型
※

生産林環境林

生産林

環境林

人工林

天然林

天然林化 利用可能な
天然林

人工林 
170千ha

天然林
35千ha

天然林 
 161千ha

大分県の
民有林

「生産林」「環境林」への長期的な誘導イメージ
　～ 生産林に適さない人工林の約20%を天然林化し、環境林に誘導する ～

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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（２）持続可能な林業生産活動
▼�「伐って・使って・植えて・育てる」適切な森林資源の循環

本県の民有林※のうち、スギやヒノキの人工林※の約６割は46年生以上で、本格的な利用期
を迎えています。

一方で、20年生以下の若齢林は非常に少ない状況です。このように著しく偏った齢級※構成
は、将来にわたる持続的な林業生産活動に支障をきたす恐れがあります。

高齢林から生産される丸太は大径材※の割合が多くなりますが、加工できる製材施設等が限ら
れるため、適寸材（柱用）と比較して安価で流通しています。また、高齢林では二酸化炭素の吸
収量が減退するため、「伐って・使う」ことは地球温暖化防止の観点からも重要となっています。

さらに、伐採後は、将来の林業経営の収益性を高めるとともに、二酸化炭素の吸収力を向上
させることを目的として早生樹※を「植えて・育てる」ことで、齢級構成の平準化を図り、将来
の森林資源を確保していくことも必要です 。

そのため、大径材の活用に向けた加工拠点の整備や、成長が早く花粉の少ないスギ・ヒノキの
選抜品種を主体とした県産早生樹苗木の供給体制を早期に確立することにより、持続可能な林
業生産活動を目指します。

大分県の民有林におけるスギ・ヒノキ人工林の齢級別面積

30年後（目標とする姿）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

出典：大分県調べ

（ha）

212019181716151413121110987654321 ～（齢級）

212019181716151413121110987654321 272625242322 ～

（ha）

（齢級）

　　　利用期：64％
　  （ ５年前：59%)
　  （10年前：42%)

■ 早生樹　　■ 伐採済

資源の谷を補足

早生樹の導入 (６齢級程度で利用)

大径材の利用促進

● 大径材の利用促進と早生樹の導入により、齢級構成の
　 平準化を図るとともに将来の森林資源を確保

大分県農林水産業振興計画
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（３）少子高齢化・人口減少社会の本格化
▼�担い手の育成などによる持続的な林業経営の確立

高性能林業機械※の導入が進んだことなどもあり、本県の認定林業事業体※の主伐※生産性は
10.8㎥/人・日と全国トップクラスとなっています。一方で、県内の林業就業者数は1,683人
となっており、減少傾向にあります。

乾しいたけでは、令和４年の生産量が全国の約４割にあたる769ｔとなっており、日本一の
産地として不動の地位を築いています。しかしながら、高齢化等により生産者は10年間で約
1,000人減少しています。

農林産物の鳥獣被害の低減に向けては、全国有数の捕獲頭数となる年間約４万頭のシカを安
定的に捕獲しています。狩猟免許所持者数については、 5,000人以上を確保できており、40代
以下が10年間で２倍に増加する一方で、60代以上が７割を超えている状況です。

大分県における主伐生産性の推移 大分県の林業就業者数の推移

7

8

9

10

11

12

R5R4R3R2R1H30H29H28H27

（m3/人・日）

10.810.7
10.4

10.010.09.9

9.2
8.7

8.1

（人）

0

500

1,000

1,500

2,000

R2H27H22H17H12

1,6831,7431,866

1,362

1,637

出典：大分県調べ 出典：大分県林業統計

大分県の乾しいたけ生産量の推移 大分県の乾しいたけ生産者数の推移

0

200
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800

1,000

1,200

R4R3R2R1H30H29H28H27

（t）

769
840

916948
1,0381,044

1,1441,115
（人）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

R4R3R2H27H22H17H12

3,1583,2243,301

4,0454,2174,200

4,907

出典：特用林産物生産統計調査（農林水産省） 出典：特用林産物生産統計調査（農林水産省）

大分県のシカ捕獲頭数の推移 大分県の狩猟免許所持者数の推移
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（頭） ■ 有害捕獲　　■ 狩猟
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42,56942,94940,46240,84239,28541,092
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■ 40代以下　　■ 50代　　■ 60代以上
※着色は年代別

5,4225,3475,4685,5505,3585,2535,3965,2415,028

1,023579

出典：令和６年度大分県鳥獣被害対策本部※会議資料 出典：令和６年度大分県鳥獣被害対策本部会議資料
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持続的な林業生産活動を実施していくためには、労働安全対策の徹底、作業の省力化や労働
強度の低減に向けた機械の導入、スマート技術の活用等により、これまで以上に効率的な経営を
進めるとともに、新規就業者を着実に確保して中核を担う経営体を育成していくことが重要です。

このため、高性能林業機械※の導入や路網※の整備・長寿命化等を引き続き推進するとともに、
事業体同士の協働や情報共有の推進による生産体制の強化、経営力の向上等に取り組みます。
特に、造林作業※や原木しいたけ生産については、未だに人力作業に頼る部分が多いため、機械
化や省力化、分業化などの取組を加速します。

また、効率的な林業経営を実現するため、森林資源情報が共有できる森林クラウドシステム※

の運用や航空レーザ測量※等による森林情報の精緻化、新たな技術の現場実装を積極的に進めま
す。

担い手の確保に向けては、移住者や副業希望者、外国人など誰もが参入・活躍できる環境整備
を進め、多様な人材を呼び込むとともに、林業や椎茸生産の魅力発信の強化や研修制度の充実、
就業環境の改善等に努めます。

労働災害防止に向けた「安全宣言式」 スマート技術による苗木運搬（運搬用ドローン）

スマート技術による鳥獣捕獲対策（ICT付き大型箱ワナ※） 作業性に優れた人工ほだ場※

森林資源情報
地森計・市森計
森林経営計画
伐採届
林地台帳
保安林
治山・林道
林地開発
施業履歴
一元管理
市町村

事業体 県

・森林経営計画
・伐採届　等

データ共有 ・所有者情報
・地番情報
・ゾーニング情報
・伐採届　等

データ共有

森林クラウドシステムの概要 林業紹介サイト「もりジョブおおいた」

大分県農林水産業振興計画
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（４）グローバル化の加速
▼�輸出拡大に向けた海外マーケットへの対応

国内の人口減少に伴い需要の減少も見込まれる中、海外にも目を向けた販売強化が求められ
ています。

木材については、住宅の新設着工戸数が減少することが予測されていることから、建築用材
としての製材品輸出を重点的に取り組んでいくことが重要です。

乾しいたけについても、家庭内消費が減少している中で、海外需要を着実に取り込んでいく
ための取組を進めていく必要があります。

このため、木材では、商社と連携した海外販路の開拓などに取り組みます。また、乾しいた
けについては、輸出先国のマーケットに対応できるよう、有機JAS※認証の取得推進や加工施設
整備などに取り組んでいきます。

大分県の林産物輸出額の推移  
（百万円）

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

R5R4R3R2R1H30H29H28H27

2,377
2,266

2,132

1,795

1,439
1,640

1,278

812692

出典：大分県調べ コンテナを利用した製材品の輸出

（５）SDGs（持続可能な開発目標）への対応
▼�脱炭素社会への貢献や花粉発生源対策の加速

時代背景や消費者ニーズの変化など、森林や林業に求められる役割も多様化しています。近
年では脱炭素社会の実現に向けた取組が世界的に進む中、二酸化炭素吸収源としての森林の役
割がクローズアップされています。この期待に応えるには、林業適地※での再造林※の徹底や未
整備森林における適切な森林整備の推進など、健全な森林を維持・造成していくことが重要です。

そのためには、高齢林を積極的に伐採し、建築用材などで活用することで炭素を長期に固定
する取組を進めるとともに、成長が早く花粉の少ないスギ・ヒノキの選抜品種を主体とした早生
樹※の植栽により、早期の吸収・伐採・活用（固定）を図っていきます。

加えて、Ｊ－クレジット制度※への取組など、森林の新たな価値を生み出すと共に、森林環境
譲与税※の活用などで、適切な管理や着実な再造林を推進します。

また、スギの人工林※が多い本県としては、花粉発生源対策への取組も重要です。これまで、
企業からの寄附金等を活用して対策を進めた結果、花粉の少ないスギ苗木の生産割合は令和５
年時点で79％と高い比率になっています。引き続き、早生樹苗木の増産等に取り組み、県内で
生産される全てのスギ苗木を花粉の少ない苗木へと移行していきます。

木質化された非住宅建築物 県林業研究部の早生樹試験林

6年生
樹高約6m

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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（６）多様化するマーケットニーズへの対応
▼�連携・共同による生産流通体制の整備やブランド力を活かした販売拡大

循環型林業の確立に向けては、伐採された木材や生産されたしいたけが、持続的な経営につ
ながるよう合理的な価格で流通し販売されることが重要です。

木材では、利用拡大が課題となっている大径材※について、特に、国産材の利用割合が低い分
野などでの活用を目指し、伐採、加工、流通販売に至る川上から川下の関係者が広域連携して
取り組むサプライチェーン※の構築を進めます。さらに、国内の需要を着実に取り込んでいくた
め、大消費地に設置した販売拠点との連携強化を進めていくとともに、製材品の共同出荷によ
る輸送コスト削減や供給力の強化を図っていきます。

乾しいたけでは、令和２年に創設したブランド「うまみだけ※」の認知度向上、販売力強化の
取組を進めるとともに、流通コストの低減等に向けた集出荷施設の機能強化等にも取り組んで
いきます。

川上と川下が連携した木材利用促進協定の締結 贈答用「うまみだけ」のセット

（７）多発化・大規模化する自然災害等に対応した森林整備
▼�山地災害の防止

近年、記録的な豪雨による自然災害が相次いで発生しており、森林の山地災害防止機能の発
揮による、防災・減災、県土強靱化※の推進が一層重要となっています。

このため、森林の多面的機能※の発揮に向けて、着実
な再造林※や間伐※等の適切な森林整備を実施するとと
もに、治山施設※を計画的・効果的に整備していく、災
害に強い森づくりを進めます。

さらに、山地災害発生時の影響を抑えるため、流木の
未然防止に向けた捕捉式ダムの設置や河川沿いの立木伐
採、尾根・急傾斜地における広葉樹林化、また、森林の
違法開発や乱伐の防止に向けた取組など市町村等と連携
しながら進めていきます。

▼�みんなで育む森づくり

本県の豊かな森林と木のある暮らしを次代につなげ
ていくためには、次世代を担う子どもたちに森林・林業
への興味や関心を持ってもらうことが重要です。そのた
め、学校等と連携し、子どもの学びの段階に応じた体系
的・継続的な森林・林業教育※を推進します。

また、植栽された苗木が着実に成林し、森林の多面的
機能を最大限発揮するため、シカによる苗木の食害防止
など「予防・捕獲・狩猟者確保・獣肉利用」の取組を引
き続き進めます。

災害で発生した流木を防ぐ捕捉式ダム

児童による林業体験活動

大分県農林水産業振興計画
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２　施策

1 2 3
持続可能な林業経営を
支える担い手の育成・
確保

「伐って・使って・
植えて・育てる」
林業の着実な推進

みんなで守り、
育む森づくり

３　目標指標の構成

元気な「担い手」の
チャレンジ指標

元気な「産地」の
チャレンジ指標

経営拡大を行った 
中核的経営体※数

早生樹※による 
再造林面積

➡➡

施策の目標指標

１　持続可能な林業経営を支える担い手の育成・確保
　　　・経営拡大を行った中核的経営体数
　　　・林業への新規就業者数
　　　・乾しいたけの新たな中核的生産者※数

２　「伐って・使って・植えて・育てる」林業の着実な推進
　　　・製材用大径材の利活用材積
　　　・早生樹による再造林面積
　　　・林産物の輸出額

３　みんなで守り、育む森づくり
　　　・森林・林業教育の体験者数
　　　・狩猟免許所持者数

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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４　主な取組と行動計画

1
目標指標

⃝経営拡大を行った中核的経営体※数 （単位：経営体）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
21 100※ 200※

　※中間年度はR6～R10、目標年度はR6～R15の累計

⃝林業への新規就業者数 （単位：人/年）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
107 100 100

⃝乾しいたけの新たな中核的生産者※数 （単位：人/年）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
ー 9 9

持続可能な林業経営
を支える担い手の
育成・確保

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①山元が潤う低コスト木材生産基盤の強化
◎ 山林経営意欲のある事業体や企業等への林地集積※など、循環型林業の実現を支える経営体の

育成
▶ AI※を活用した林業適地※の明確化と施業計画に基づく効率的な路網※整備
▶ 早生樹※を活用した30年短伐期経営の確立による森林所有者等の森林経営意欲の向上
▶ 施業の集約化や高性能林業機械※の活用等による効率的な低コスト作業システム※の推進
▶ 効率的な森林施業や管理に必要となる精緻な資源情報などクラウドシステム搭載データの充実

②伐って・植えて・育てる担い手の育成
◎ 伐採・造林※事業体の収益向上に向けた協働体制の構築やスマート機械導入等の推進　
▶ 伐採から再造林※までの一貫作業※や早生樹造林による下刈※期間の短縮など省力化の推進
▶ 経営開始時の支援などによる新規造林事業体の確保につながる施策の充実
◎ 林業アカデミー※における間伐※等の実践研修や造林OJT研修※の充実による即戦力となる人

材の育成・確保
▶ 林業関係団体による研修および担い手支援の充実など関係者が一体となった担い手育成体制

の構築
▶ 安全装備の導入や子育て支援・福利厚生の充実など誰もが就業しやすい環境の整備
▶ インターンシップの充実など林業系高校との連携の強化や就業セミナー等を通じた情報の発信

③しいたけの中核的生産者の育成と新たな担い手の確保
◎ 機械化・施設化の促進やAI選別機を活用した生産作業の分業化など乾しいたけ生産基盤の強化
◎しいたけの生産規模拡大に取り組む生産者の施設整備の促進
▶ 生産量の維持・拡大に向けた福祉施設との連携等による繁忙期サポート体制の構築
▶ 遊休施設・機械の継承システムの構築や研修制度の充実など早期経営確立支援の強化
▶ オンライン就業相談窓口の設置や夏秋園芸品目生産者の参入促進等による新規生産者の確保

大分県農林水産業振興計画
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�山林経営意欲のある事業体や企業等への林地集積など、循環型林業の実現を支える経営体の
育成
◎�伐採・造林事業体の収益向上に向けた協働体制の構築やスマート機械導入等の推進
◎�林業アカデミーにおける間伐等の実践研修や造林OJT研修の充実による即戦力となる人材
の育成・確保

 概要     山林経営意欲のある事業体への林地集積やスマート機械導入等を推進するとともに、伐採・造林事業
体の協働体制の構築により、循環型林業の実現を支える経営体の育成を目指します。

「伐って・植えて・育てる」 中核的な林業経営体の育成
《具体的な取組》
○ 再造林を前提とした伐採計画の立案など、伐採・造林事業体間の情報共有や協働体

制の構築
○ 資材運搬用ドローンや下刈省力化機械の活用など造林事業等のスマート化・機械化の

推進 
○安全研修の充実や安全装備の導入推進　など

▶
中
核
的
経
営
体
の
規
模
拡
大

安全対策の強化

安全研修（実技・座学）

事業基盤の整備

林業事業体間での情報共有 運搬用ドローンなど
スマート機械の導入

おおいた林業アカデミー※等
による担い手の確保・育成

＋

主な取組主体 ・県、市町村　・林業団体、認定林業事業体※　等

◎�機械化・施設化の促進やAI選別機を活用した生産作業の分業化など乾しいたけ生産基盤の
強化
◎�しいたけの生産規模拡大に取り組む生産者の施設整備の促進
 概要     機械導入や分業化による省力化を推進し、生産基盤の強化を図ります。

乾しいたけ生産量の回復に向けた 
取組の強化

《具体的な取組》
○ グラップルやユニック車など省力化のための機械導入
○ 人工ほだ場※や散水施設など生産性向上に向けた施

設の導入
○ 省エネ乾燥機※の導入やAI選別機の活用などによる

分業化、低コスト化の推進　など

施設の導入

人工ほだ場 散水施設 ▶
中
核
的
生
産
者
の
規
模
拡
大

機械の導入

グラップル ユニック車

分業化・低コスト化

省エネ乾燥機 AI選別機

主な取組主体 ・県、市町村　・林業団体、生産者　等

実技実技

座学座学

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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2
目標指標

⃝製材用大径材※の利活用材積 （単位：万㎥/年）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
10 22 24

⃝早生樹※による再造林※面積 （単位：ha/年）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
59 590 830

⃝林産物の輸出額 （単位：億円/年）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
24 28 32

「伐って・使って・
 植えて・育てる」
 林業の着実な推進

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①大径材等の活用促進と加工・流通体制の強化
◎ 大径材を効率的に利用する大規模加工拠点施設の整備と安定的な販売体制の構築
◎ 素材生産※事業者と大規模加工拠点施設との県内広域連携の推進による大径材安定供給体制の

構築
▶ 住宅分野での大径材製品の販売シェア確保に向けた都市部のプレカット※企業に設置する販売

拠点の拡大
▶ 関東等の販売拠点への共同出荷システムの構築による製材品の輸送コスト削減や供給力の強化
◎  商社等と連携した海外での需要調査や販路開拓活動等の推進による製材品や丸太の輸出拡大
▶ 公共建築物の木造・木質化の徹底や木造化に取り組む建築士等の育成による地域材※の需要拡

大

②将来の森林経営を見据えた早生樹造林の加速
◎ 森林の二酸化炭素吸収力の向上と花粉発生の抑制に資する早生樹による再造林の推進
◎ 採穂園※やコンテナ苗※育苗施設の重点整備による花粉の少ない県産早生樹苗木供給体制の早

期確立
▶ 早生樹の優位性を可視化できるプロモート林※活用による森林所有者等の再造林意欲の喚起
▶ 民間企業と連携した再造林支援の強化など早生樹造林面積の拡大
▶ 低密度植栽※や素材生産から造林作業※を連続して行う一貫作業※による低コスト再造林の徹

底
▶ 苗木生産における夏場の挿し付け技術の普及と他業種連携による通年作業体制の構築

③日本一を誇る乾しいたけ産地の持続的発展
▶ 大径クヌギの伐採・供給を行う中核的生産者※の育成など、しいたけ原木安定供給体制の確立
▶ 原木の伐採や集積、ほだ場※作業等の省力化に向けた機械を活用した施業体系の構築
▶ 気候変動に強い新品種の開発・普及や散水施設等の導入による収量の向上
▶「 うまみだけ※」の生産拡大と子育て世代等に向けたプロモーション展開による消費拡大
◎ 有機JAS※の取得など輸出先国のマーケットに対応した商品開発と新たな販路の開拓

大分県農林水産業振興計画
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�大径材を効率的に利用する大規模加工拠点施設の整備と安定的な販売体制の構築
◎�素材生産事業者と大規模加工拠点施設との県内広域連携の推進による大径材安定供給体制の
構築

 概要   大径材加工施設の整備や、加工施設と素材生産事業者との広域連携により、県内全域で大径材を活
用する体制を構築します。また、民間企業との木材利用促進協定の締結等を促進し、大径材製品の
安定的な販売体制の構築を目指します。

大径材利用量の倍増に向けた取組の推進
《具体的な取組》
○県内から大径材を集荷する大径材加工拠点となる施設の整備
○素材生産事業者との広域連携による大径材の安定供給体制の構築
○2×４※材など大径材製品の新たな市場に対する販売の強化　など

製材用材　81万㎥

適寸材　69

適寸材　57

大径材
12

大径材
24

［R6］推計
製材用材

［R15］計画
製材用材

大径材加工拠点施設の 
整備

2×4住宅向けの
大径材製品

製品市場等におけるPR活動 大径材製品を活用した
非住宅建築物

主な取組主体 ・県、市町村　・ 認定林業事業体※　・製材所、プレカット企業、工務店　等

◎�森林の二酸化炭素吸収力の向上と花粉発生の抑制に資する早生樹による再造林の推進
◎�採穂園やコンテナ苗育苗施設の重点整備による花粉の少ない県産早生樹苗木供給体制の早期
確立

 概要   高齢林を伐採し、花粉が少ない早生樹による再造林を加速させることで、持続可能な循環型林業の
確立を目指します。

早生樹による再造林の加速に向けた 
取組の強化

《具体的な取組》
○品種が明確で花粉の少ない早生樹採穂園の整備
○植栽可能時期が長いコンテナ苗育苗施設の整備　など

早生樹による再造林面積と割合

0
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（ha）

0％
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8307506705903802301409059

55％
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45％
39％

25％
15％

9％6％5％

花粉の少ないスギ苗木生産本数と割合
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50％

75％
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94％92％90％87％

85％83％81％79％

①採穂園の整備 ③高齢林を伐採

②育苗施設の整備 ④花粉の少ない早生樹を植栽

主な取組主体 ・県、市町村　・森林組合、森林所有者、苗木生産者、造林事業者　等
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3
目標指標

⃝森林・林業教育※の体験者数 （単位：人/年）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
4,897 5,800 6,200

⃝狩猟免許所持者数 （単位：人）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
5,422 5,000 5,000

みんなで守り、育む
森づくり

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①県民総参加の森づくりと森林・林業教育の推進
◎ 学習指導要領に沿った副読本の活用や小中学校等と連携した森林・林業教育の推進
◎ 次代の森づくりを担うみどりの少年団※等の育成に向けた森林・林業学習活動等の推進
▶ 県民や企業等が中心となって行う植樹活動や里山林整備の支援による県民主体の森づくりの

推進
▶ 大分県森林環境税※の取組のPRやSNS等を活用した情報発信による森林をみんなで守り育て

る意識の醸成

②暮らしを守る森づくり
▶ 森林管理の充実に向けた森林吸収クレジットの取得など森林の新たな価値の創出・活用
▶間伐※や再造林※等の適切な森林整備による公益的機能※の高い森づくりの推進
▶保安林※の適正管理やきめ細かな治山施設※設置等による防災機能の向上
▶耐久性の高い森林作業道※の開設技術者育成や林道・治山施設等の長寿命化の推進
▶違法伐採行為等の抑止に向けた法令遵守指導の徹底や関係機関との連携強化
▶森林環境譲与税※を活用して市町村が行う経営放棄林対策等への技術的支援の強化
▶タケノコや竹材の有効活用に向けた技術習得研修会の実施などによる竹林整備の推進

③健全な森林の維持に向けた効果的な獣害対策の加速
◎ 狩猟への関心や捕獲技術向上に向けたセミナーの開催などによる新規・若手狩猟者の確保・育成
◎ ICTやLPWA※などスマート技術等を活用した効率的な捕獲の促進
▶ 県内や隣県合同による一斉捕獲等の実施や妊娠期の捕獲圧強化など生態に応じたシカ捕獲対

策の推進
▶ 再造林地等におけるシカ防護柵などの適正設置・管理と低コスト技術の実証
▶ 食肉およびペットフード等でのジビエ※の活用の促進や取扱店舗の拡大

大分県農林水産業振興計画
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�学習指導要領に沿った副読本の活用や小中学校等と連携した森林・林業教育の推進
◎�次代の森づくりを担うみどりの少年団等の育成に向けた森林・林業学習活動等の推進
 概要   次代につながる森づくりを推進するため、森林・林業を担い育てる人材の育成を図ります。

教育機関と連携した森林・林業教育の展開
《具体的な取組》
○幼少期に森林に触れ・親しむ森の先生派遣事業※の実施
○学校授業での森林・林業デジタル副読本※の活用
〇公募型森林・林業体験講座「森-Labo※」の実施　など

森林・林業教育体験者数の推移

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000

R15R10R5R4R3R2R1H30H29H28H27H22

（人）

6,2005,800
4,897

3,9984,416

3,217

4,5654,9394,679
4,1264,164

1,953

子どもたちの学びの段階に応じた
体系的な取組を推進

森林･林業教育指導者の育成、
スキルアップ

▼
次代につながる森づくりの推進

大
学
生

高
校
生

中
学
生

小
学
生

高
学
年

低
学
年

幼
児

就
業
に
つ
な
ぐ

林業系高校でのドローン研修⬅

学
校
教
育
と
連
携 副読本 森-Labo⬅

体 

験 

重 

視
森の先生派遣事業

森林を守り育てる
意識の醸成

森林・林業体験イベント

主な取組主体 ・県、市町村　・幼稚園、小・中・高等学校等、みどりの少年団　・ボランティア団体　等

◎�狩猟への関心や捕獲技術向上に向けたセミナーの開催などによる新規・若手狩猟者の確保・
育成
◎�ICTやLPWAなどスマート技術等を活用した効率的な捕獲の促進
 概要   効率的な捕獲対策や若手狩猟者の確保などにより、シカ被害対策を推進します。

若手狩猟者の確保・育成による 
捕獲体制の維持・強化

《具体的な取組》
○ スタートアップセミナーやスキルアップセミナーなど

ハンタースクールの実施
○ 狩猟免許試験の回数増による免許を取得しやすい

環境の整備
○ ドローンを活用した追い出し等の実用化に向けた実

証事業　など

年代別の狩猟免許所持者数割合の推移

0% 20% 40% 60% 80% 100%
H10
H20
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5

60代以上

50代

40代

30代以下

8.8% 10.1% 10.5% 70.6%

ドローンを活用した追い出しの実用化
赤外線カメラ搭載

ドローン
狩猟ドローン

イノシシ・シカの居場所
をピンポイントで把握

狩猟ドローンで追出し
（猟犬の回収が不要） スタートアップセミナー（猟銃） スキルアップセミナー（わな）

▼
狩猟の魅力アップや先端技術の活用等により若手狩猟者を確保・育成し、捕獲体制を維持・強化

主な取組主体 ・県、市町村　・関係団体　等

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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循環型林業を実践する林業経営体

日本一の乾しいたけ産地を担う生産者

経営の特徴
・ ��高性能林業機械※やスマート機械の積極的な導入により、高い生産性と安全性の向上を実現
・  OJTの実施や資格取得の推奨、安全対策の徹底、福利厚生の充実など、安心して働ける環

境を整備
・  伐採から再造林※までの一貫作業※や早生樹※造林※など低コスト再造林を実践し、次代の

森林資源を再生

目指す経営概要
・  主伐※生産性： 12㎥/人・日以上
・  「伐採」「造林」「保育」の確実な実行体制を整備
・  他経営体と協働体制を構築
　 ・  伐採・造林事業体間の連携による伐採地（林業適

地※）への速やかな再造林の実施（再造林を前提と
した主伐、枝条処理など）

　 ・  施業の効率化による収益向上
　 ・  安定的な事業量の確保

機械化の推進と早生樹造林による循環型林業の実現

作業道整備
（バケット付きグラップル）

伐採・造材・集材
（ハーベスタ）

搬出・運搬
（フォワーダ）

早生樹造林

経営の特徴
・  原木の供給やAI※選別機の活用など作業の分業化による効率的な生産体制を構築
・  グラップルの導入や人工ほだ場※整備、省エネ型乾燥機などによる省力化・効率化
・  気候変動に対応した品種や散水施設の導入など環境の変化への対応
・  「うまみだけ※」への取組などブランド力を活かした生産活動

目指す経営概要
・  植菌量： 10万駒/年

グラップル導入による
省力化

平地での伏込み 人工ほだ場での発生管理 ビニール被覆による
冬期の収穫

地域をけん引する『元気な担い手』モデル

スマート林業機械（アタッチメント式植栽機）
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花粉発生源対策に資する早生樹造林の加速化

森林由来Ｊ－クレジットの創出拡大

国の動き（R5.5月　関係閣僚会議）
・ �スギ人工林※の伐採・植替えを加速化
・ �花粉の少ないスギ苗木の生産割合目標
　・現在：約５割 → 10年後：９割以上

県の現状と今後の目標
・ �H28～企業による寄附金を活用した花粉の少ないスギ苗木

への植替え
・ �スギ苗木生産量の約８割（R５実績）が花粉の少ない苗木
・ �R6.３月に「おおいた早生樹造林基本方針」を策定
　・計画的に花粉の少ない早生樹苗木を増産
　・ 10年後に生産されるスギ苗木の全てを花粉の少ない苗木

へと移行

県における早生樹
・ �一般的に早生樹とはスギ、ヒノキに比べて初期の樹高成長や

材積成長量が大きな樹種を指す
・ �本県では、スギやヒノキの中で従来品種よりも成長が早い特

定母樹※（※）の優良品種を含めて早生樹と称している
・ � スギでは、特に花粉の発生量が少ない８品種を推奨品種と

し、県内18箇所に展示林を整備
・ �地域特性に応じた推奨品種の導入を進める

スギ推奨品種（佐伯6号）のコンテナ苗※

（※） 特定母樹 
成長および形状・材質に優れ、花粉の発生量
が従来品種の半分以下である品種を農林水産
大臣が特定母樹として指定。 
九州では、スギ43品種、ヒノキ10品種が
指定されている（R6.9月時点）。

Ｊ-クレジット制度※とは
・ ��省エネ設備の導入・再生可能エネルギーの活用によるCO2

の排出削減量や適切な森林管理によるCO2の吸収量をクレ
ジットとして国が認証する制度

・ �認証されたクレジットは、カーボン・クレジット市場などで取
引される

県の取組
・ ��県が自ら森林経営を行っている「県有林」2,415haを対象

に、クレジットの認証に向けた取組を開始 
（Ｒ５開始、Ｒ７にクレジット発行を予定）

・ �クレジットの売却で得られる資金を再造林や間伐※などの森
林整備に活用し、CO2を更に吸収する森林へと誘導

・ ��県有林での認証に係る事務のノウハウ・手法等を市町村や林
業経営体に共有

・ �森林の新たな価値の創出・活用事例として広く普及を進めて
いる

クレジットの活用により整備された森林 
（イメージ）

適切に間伐された森林

　再造林され成長の進む森林

全国の森林・林業施策の動向と大分県の取組

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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１　長期的な課題と対応方針
（１）少子高齢化・人口減少社会の本格化
▼�協働体制の構築とスマート技術の導入等による経営基盤の確立

県内の漁業就業者数は2,508人（令和5年概数値）、このうち65歳以上の割合は50％であり、
担い手の減少や高齢化が進んでいます。

漁業の担い手は加速する少子高齢化を受け、10年後には現状の８割程度まで減少する見込み
です。本県の水産業を持続的に発展させるため、地域水産業を支える中核的漁業者※の育成や、
新規就業者が安心して就業できる環境整備等の取組を強力に進めていきます。

大分県の漁業就業者数の推移

（人）

0

2,000

4,000

6,000

R15R5H30H25H20

■ 15～64歳　　■ 65歳以上

1,0661,2611,8182,431
3,305 9451,247

1,637
1,679

1,912

（推定値）
2,011

（概数値）
2,508

3,455
4,110

5,217

出典：漁業センサス（農林水産省） 新規就業に向けた技術習得研修

一方で、新たな担い手の確保には、まずは、既存経営体が強固な経営基盤を築き、水産業を
魅力的な産業に転換した上で、その基盤と豊かな海を次世代へつなげていくことが何よりも重
要です。

このため、養殖業における大規模・協業化に向けた取組や漁船漁業におけるスマート技術等を
活用した効率的な操業に加え、地域協働体制※の構築や外国人材の受入体制の整備、加工・流通
改善による高付加価値化、さらには水産資源や海洋環境への負荷を軽減する取組を進めていき
ます。

成長促進効果のある緑色LED※照明の導入
（ヒラメの陸上養殖）

産地加工体制の強化に向けた加工場整備
（蒲江加工センター）

環境変化に対応し豊かな海を
次世代につなげる水産業への転換Ⅲ

大分県農林水産業振興計画
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（２）多様化するマーケットニーズへの対応
▼�マーケットニーズに応えられる産地づくり

近年、国際情勢の変化に伴い、飼料等の生産コストが上昇しており、これに見合う合理的な
価格形成が求められています。また、国内市場では水産物の購入先が鮮魚店から量販店にシフ
トし、産地間競争が激しさを増す一方で、単身・共働き世帯の増加などライフスタイルの変化に
より、調理に手間がかからず、すぐに食べられる商品への需要が高まるなど、消費者ニーズの
多様化が進んでいます。

こうした中、他産地と差別化された競争力のある県産魚や、量販店・飲食店向けのフィレ※や
ロイン※等の加工品など、定質・定量・定価格・定時（４定※）を備えた商品等へのニーズが高ま
るとともに、小売・外食業者等への市場を介さない取引や産地直送のｅコマースなど養殖魚を中
心に市場外流通が増加しています。

また、人口減少等により国内市場が縮小する一方で、海外における日本食への関心・信頼は非
常に高く、インバウンドも含めた海外需要を取り込んでいくことの重要性がますます高まって
います。

今後も、こうした多様化するニーズに対応するため、県のリーディングブランド魚である「か
ぼすブリ」等を核とした、産地・流通業者・量販店等が一体となった県内外への更なる販路拡大
や、海外ニーズを捉えた輸出拡大などを進めていきます。　

また、高付加価値化に向けたブリやハモ等の高次加工体制の整備による産地づくりを進める
とともに、全国ブランドの先駆けである関あじ・関さばに続き、魅力あふれる新たなブランド魚
の創出に向け、ブランド要件の再検討や品質の見える化等にも取り組み、その魅力を発信して
いきます。

養殖ブリの高次加工品（上：ロイン、下：切り身） 輸出拡大に向けた海外でのマグロ解体ショー

全国ブランドの先駆けである関あじ・関さば 新たなブランド魚の創出（国東さわら）

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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▼�魚食推進など漁村活性化に向けた取組強化

家庭における水産物消費は減少傾向にあり、今後の人口減少に伴いさらに減少していくこと
が懸念されています。若年層を中心とした魚離れが進行する一方で、健康増進や美味しさなど
魚本来の魅力を再認識する動きも活発化しています。

また、都市部よりも人口減少が進行する漁村では、漁村活力が衰退し、漁村が持つ多面的機
能※の発揮に支障が生じています。国もこうした動きに対応するため、全国各地で観光・旅行産
業と一体となり、豊かな自然や漁村ならではの地域資源の価値や魅力を活かした海業※等の取組
を推進しています。

こうした中、令和６年11月には、つくり育てる漁業の一層の推進と水産物の消費拡大等を目
的とした「全国豊かな海づくり大会※」が43年ぶりに本県で開催されます。この大会を魚食の
再興に向けた絶好の機会と捉え、これまで県内量販店等で取り組んできた「おおいた県産魚の
日※」のさらなる浸透や県内飲食店等と連携した旬の魚のPRなど、魚食推進による消費拡大の
取組を進めていきます。

さらに民間活力を取り入れ、雇用の場の創出につながる海業の一層の推進により、漁村交流
人口の増加による観光消費※や県産県消※による消費の拡大に取り組んでいきます。

全国豊かな海づくり大会プレイベント（海上パレード） 魚食を推進する「おおいた県産魚の日」の取組

県外販路の拡大に向けた
「パートナーシップ量販店※」の認定

観光消費が期待されるカキ小屋

ブランドカキブランドカキ
「ひがた美人」「ひがた美人」

海づくり大会海づくり大会
ロゴマークロゴマーク

大分県農林水産業振興計画
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（３）持続可能な水産業への転換
▼�新たな増殖モデルの構築と環境に優しい養殖業への転換

沿岸の藻場※・干潟や清流などの自然環境はきれいな水や空気を生み出すとともに、本県水産
業の基盤となっています。

しかし、近年、温暖化をはじめとした海洋環境の変化が急速に進み、磯焼けや暖海性魚類の
増加、モジャコ（ブリ養殖種苗）の不漁など、生産基盤の脆弱化が懸念されています。また、一
部の閉鎖的な養殖漁場では、給餌残渣等の影響で漁場環境が悪化し、貧酸素水塊※や赤潮※発生
による斃死のリスクが高まっています。

一方で、国際的に天然種苗に頼らない養殖業への転換等が進んでおり、国の「みどりの食料
システム戦略※」では、2050年目標として養殖業における「人工種苗※比率100％」等を掲げ
ているため、こうした目標に対応した施策を進めていくことも重要です。

このため、養殖業では、環境変化に対応したブリ人工種苗の導入や、水質浄化機能を有する
カキ養殖の推進など環境に優しい養殖業への転換を進めていきます。

漁船漁業では、全国豊かな海づくり大会を水産資源増大に向けた取組の契機と捉え、機能強
化した種苗生産施設を最大限に活用した拠点放流※など新たな増殖モデルの構築や、稚魚の育成
と二酸化炭素の吸収につながる藻場・干潟の保全等に取り組んでいきます。

こうした取組を通じて、本県が誇る豊かな海を守り育み、将来にわたって利用可能な環境の
維持と生産力向上との両立を図りながら、水産業の持続的な発展につなげていきます。

機能強化した種苗生産施設 環境負荷の軽減が期待される二枚貝養殖

環境変化に対応したブリ人工種苗 磯焼けの原因となるウニ類の駆除

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024

51



Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

第
３
章
農
業
・
林
業
・
水
産
業
の
基
本
施
策

環
境
変
化
に
対
応
し
豊
か
な
海
を
次
世
代
に
つ
な
げ
る
水
産
業
へ
の
転
換

（４）多発化・大規模化する自然災害への対応
▼�漁港・漁村全体での防災力の強化

近年、気候変動の影響等により災害の多発化・大規模化が進んでおり、令和６年１月に発生し
た能登半島地震では、漁港等のインフラや漁船・漁具等の生産基盤に甚大な被害が生じました。

本県においても、令和４年９月に佐伯市入津湾で養殖ブリ類※に大きな被害をもたらした台風・
赤潮※や、近い将来発生が懸念される南海トラフ巨大地震などの災害対策として、生活や漁業活
動の拠点となる漁港・漁村全体の強靱化※を急ぎ進め、防災力を高めていくことが重要です。

このため、漁港の防波堤・岸壁等の耐震化や波浪に強い大規模養殖場の整備などのハード対策
と、漁業共済※等の普及や事業継続計画※の策定などソフト対策を併せて進めていきます。

地震による被害が生じた荷さばき施設 漁港内に漂着した流木等の撤去

漁業被害をもたらす赤潮 漁港の強靱化に向けた地震・津波対策

大分県農林水産業振興計画

52



Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

農
業
・
林
業
・
水
産
業
の
基
本
施
策

第
３
章

環
境
変
化
に
対
応
し
豊
か
な
海
を
次
世
代
に
つ
な
げ
る
水
産
業
へ
の
転
換

２　施策

1 2 3 4
魅力ある漁業を
つくる担い手の
育成・確保

ニーズを捉え 
持続的に発展する
産地づくり

浜と食卓をつなぐ
魚食の拡大と
販路の開拓

豊かな資源と 
にぎわいあふれる
漁村づくり

３　目標指標の構成

元気な「担い手」の
チャレンジ指標

元気な「産地」の
チャレンジ指標

経営拡大を行った
中核的経営体※数

基幹魚種※の
漁協取扱額

➡➡

施策の目標指標

１　魅力ある漁業をつくる担い手の育成・確保
　　　・経営拡大を行った中核的経営体数
　　　・漁業への新規就業者数

２　ニーズを捉え持続的に発展する産地づくり
　　　・養殖ブリの漁協取扱額
　　　・かぼすブリの販売額
　　　・ 基幹魚種（うちクルマエビ・マコガレイ・マダイ・イサキ）の 

漁協取扱額

３　浜と食卓をつなぐ魚食の拡大と販路の開拓
　　　・「おおいた県産魚の日※」協力量販店（漁協直営旗艦店）の販売額
　　　・ パートナーシップ量販店・飲食店※の県産魚（かぼすブリやハモ等） 

取扱額
　　　・水産物の輸出額

４　豊かな資源とにぎわいあふれる漁村づくり
　　　・県管理主要漁港施設の耐震・耐津波対策完了漁港数
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４　主な取組と行動計画

1
目標指標

⃝経営拡大を行った中核的経営体※数 （単位：経営体）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
29 154※ 314※

　※中間年度はR6～R10、目標年度はR6～R15の累計

⃝漁業への新規就業者数 （単位：人）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
75 60 60

魅力ある漁業をつくる
担い手の育成・確保

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①浜をけん引する中核的漁業者※の育成
◎ 中核的漁業者による経営拡大への重点支援と、資源管理や効率化等に向けた地域協働体制※の

確立
▶ 操業データの有効活用や、給餌の自動化など効率化・省力化技術の導入
▶ 養殖経営体の大規模化による生産拡大と低コスト生産体制の確立に向けた協業化の推進
▶ 中核的漁業者の経営力の向上や地域協働体制の推進に向けた研修会等の実施
▶ 漁業者自らが行う技術試験や付加価値向上など経営発展に向けた取組への支援
▶ 青年漁業者など次世代の担い手の技術力養成等に向けた視察研修・交流等の実施
▶ 収益性の高い放流用種苗の選定・育成と、人工種苗※や生産性向上技術等の開発促進
▶ 経営の多角化に向けたカキ類やアサリ、オゴノリなど低コスト無給餌養殖※の普及拡大
▶ 漁業共済※など経営安定制度への加入促進と金融支援などによる被災後の速やかな経営再建の

支援

②次代の浜を担う意欲ある漁業者の確保
◎ 漁業学校※における経営計画作成など実践カリキュラムの充実と「浜の活力再生プラン※」に

基づく新規就業者の確保
▶ 漁業体験研修や高校生向けインターンシップなど就業意欲や定着率の向上につながる取組の

強化
▶ 経験が浅い就業者の技術の補完や、作業の負荷軽減につながるスマート技術等の導入
▶ 研修期間や未収益期間等を支える給付金等により安心して就業できる環境整備
▶ 経営継承に向けた研修会等の実施や継承者による経営拡大を目指す取組への支援
▶ 漁業就業希望者に向けた情報発信やマッチングの強化による就業フェアの充実
▶ 次代を担う子ども達に向けた水産業の魅力を発信する水産教室等の開催

③多様な人材が活躍する元気な浜づくりの推進
▶ 漁業権・漁業許可制度の運用見直し等による新たなチャレンジに向けた検討
▶ 業種交流の場となる「おおいたAFF女性ネットワーク※」への加入など漁村女性のスキルアッ

プの支援
▶ 外国人材など多様な人材が活躍できる職場・生活環境の構築
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�中核的漁業者による経営拡大への重点支援と、資源管理や効率化に向けた地域協働体制の確立
 概要   地域の漁業活動や漁村活性化に取り組む中核的漁業者等に対し、経営拡大に向けた取組への重点支

援を行います。また、青年漁業士※講座の修了者や地域活動に貢献する漁業者を漁業士として認定
し、経営力の向上や地域協業体制の推進に向けた研修会等を開催します。

経営拡大と地域協働体制の確立
《具体的な取組》
○生産性向上や生産拡大に取り組む中核的経営体への

支援
　・  養殖・漁船漁業の機器導入やスマート技術の活用な

ど生産性向上に向けた取組
　・  養殖業の漁場拡大やかぼす養殖魚※の新規生産など 

生産拡大に向けた取組
○漁業士等の経営力向上に向けた研修会の開催
○ 操業データの共有や資源管理の強化など地域協働体

制の推進に向けた意見交換会等の開催　など

生産性向上につながる 
酸素発生器の整備
（ヒラメ養殖等）

省力化に向けた 
水中ドローンの導入

（養殖生簀の状況確認等）

水産業の発展に向けた 
意見交換会

漁業士会の全体研修会　　

主な取組主体
・県、市町村　
・漁業団体、漁業士会、生産者　等

漁業士認定数の推移
（人）

0

100

200

300

R15R10R5R4R3R2R1H30H29H28H27

■ 青年漁業士　　■ 指導漁業士

◎�漁業学校における経営計画作成など実践カリキュラムの充実と「浜の活力再生プラン」に基
づく新規就業者の確保

 概要   意欲ある漁業の担い手を確保・育成するため、研修開始から就業までを支える給付金等により、新
規就業者の独立に係る初期投資の負担軽減等を図り、円滑な就業と定着を支援します。

新規就業者の確保・育成
《具体的な取組》
○ 新規就業者の確保に向けた漁業就業フェアへの出展
○ 新規就業者の育成に向けた漁業学校や長期研修の実

施
○新規就業者の初期投資の負担軽減への支援　など

情
報
収
集

就
業
相
談

　
　  （
面
談
）

短
期
研
修

 （
マ
ッ
チ
ン
グ
）

研
修
漁
業
学
校

長
期
研
修

就
業
独
立
就
業

親
元
就
業

雇
用
就
業

給付金などの支援

就業希望者の研修から就業開始までの流れ

就業希望者との面談 長期研修の研修生

漁業学校の座学研修 独立就業に向けて整備した漁船

漁業への新規就業者数の推移
（人）

0

20

40

60

80

R15R10R5R4R3R2R1H30H29H28H27

主な取組主体
・県、市町村
・漁業団体、生産者　等
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2
目標指標

⃝養殖ブリの漁協取扱額 （単位：百万円）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
4,693 5,082 5,212

⃝かぼすブリの販売額 （単位：百万円）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
633 871 1,130

ニーズを捉え持続的に
発展する産地づくり

（ マーケットや環境
に対応した養殖業
への転換）

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①マーケットに対応した養殖業の推進
▶ 海外での需要が高まる養殖ブリ類※の増産に向けた大規模沖合養殖場※の整備等の推進
◎ 養殖ブリの周年出荷体制の構築に向けた人工種苗※供給体制の確立
▶ 県漁協加工施設の拡張・機能強化による出荷量拡大や高付加価値化の推進
▶ 生産コストに見合い、生産意欲につながる販売価格の形成に向けた商品力・販売力の強化
◎ かぼす養殖魚※の生産者の拡大と品質の安定化に向けたEP飼料※や生産マニュアルの改良
▶ クドア※食中毒防止対策を徹底した安心・安全な養殖ヒラメの生産と流通業者に対するPRの展

開
▶ 国内外で需要が高い養殖クロマグロの安定生産に向けた赤潮※監視・対策手法等の開発・普及
▶ 養殖カキの３倍体※の活用など周年出荷体制の構築に向けた新技術の導入促進
▶ アユやマス類等の衛生管理など技術指導による内水面養殖の推進

②環境変化に対応した養殖業への転換
▶ 浮沈式生け簀や消波堤・方塊の整備等による災害に強い養殖基盤の構築
▶ 栄養塩※の回収に向けた同一海域内におけるカキ養殖の導入など養殖環境の改善
▶ 「漁場改善計画※」に基づく適正な養殖管理の徹底など持続的な養殖生産に向けた取組の促進
▶ 耐病性に優れ、高成長なブリ・ヒラメ種苗等の開発・導入による経営基盤の強化
▶ 養殖ヒラメの治療薬開発による生残率向上や自動給餌など省力化システムの導入による生産

拡大
▶ 魚病の診断や対策など専門的知識をもつ魚類防疫士※の計画的な育成による水産防疫体制の強

化
▶ 簡易検査キット※の導入等による貝毒※検査体制の充実など安心・安全な貝類の産地づくりの

推進
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�養殖ブリの周年出荷体制の構築に向けた人工種苗供給体制の確立
 概要   市場ニーズが高まっている養殖ブリの端境期（4～6月）出荷を推進するため、人工的に産卵期を遅

らせて種苗生産を行い、水温が上昇する4月に中間育成後の種苗を養殖業者へ供給します。

養殖ブリの人工種苗供給体制の確立
《具体的な取組》
○ 漁業公社※への種苗生産技術の移転と中間育成技術の確立
〇市場ニーズに対応した端境期出荷試験 など 端境期出荷に対応したブリ人工種苗 ブリ人工種苗の中間育成

12月

親魚収容 産卵制御 種苗生産

各養殖業者での生産

４～６月
（通常の産卵期）

８月 採卵 10月 中間育成開始

翌年４月 養殖業者へ供給

卵・ふ化仔魚 中間育成（県南養殖場）

7㎝
サイズ

翌々年４～６月（端境期出荷）

400g
サイズ

4kg
サイズ

漁業公社へ技術移転

スケジュール 主な取組主体
R6～8 種苗生産技術の移転、中間育成技術の確立
R7 ブリ人工種苗の養殖開始
R8～ 端境期出荷試験の開始

・県
・漁業団体、生産者
・漁業公社　等

◎�かぼす養殖魚の生産者の拡大と品質の安定化に向けたEP飼料や生産マニュアルの改良
 概要   養殖現場ではMP飼料※からEP飼料への転換が進んでいるため、かぼす養殖魚の生産に適したEP飼

料の開発や現場実装などを行い、生産者の拡大と品質の安定化に取り組みます。

かぼす養殖魚の生産拡大
《具体的な取組》
○ かぼすブリのEP飼料の開発と給餌試験等の実施　
○かぼす養殖魚の生産マニュアルの改良
○かぼす養殖魚の生産者拡大に向けた取組強化 など

かぼすブリの生産実績と計画

200

400

600

800

1,000

1,200

R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3R2R1H30H29H28H27H26

R2年
国コロナ対策による増

R3年
モジャコ不漁による減

R8年～
EP生産の本格化

R6～7年
EP生産試験

➡
従来のMP飼料
（半生タイプ）

開発中のEP飼料
（固形タイプ）

かぼすブリ かぼすヒラメ

かぼすヒラマサ かぼすフグ

スケジュール 主な取組主体
R6～ EP飼料の開発、現地実証試験の開始
R7 試験出荷
R8～ 生産の本格化

・県
・漁業団体、生産者
・流通・飼料業者　等

（t）
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2
目標指標

⃝ 基幹魚種※（うちクルマエビ・マコガレイ・マダ
イ・イサキ）の漁協取扱額

 （単位：百万円）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
388 615 842

ニーズを捉え持続的に
発展する産地づくり

（ 豊かな海を活かし
守り育む漁業の 
推進）

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①つくり育てる栽培漁業の拡大
◎  「漁場環境整備」、「拠点放流※」、「資源管理強化」を一体的に行う新たな増殖モデルの導入に

よる基幹魚種（うちクルマエビ・マコガレイ・マダイ・イサキ）の効果的な資源造成※

▶ 新たな種苗生産施設を活用した効率的な種苗生産の確立と健苗性の高い放流種苗の生産拡大
▶ キジハタやアマダイなどニーズが高く漁場に適した新栽培漁業対象魚種※の生産技術の開発と

現場展開
▶ 温暖化等の環境変化に対応した放流魚種の選定と効果的な放流手法（放流時期等）の開発
▶ 水系など地域特性に応じた種苗放流と産卵場造成など内水面漁業資源の維持・増大

②守り育む資源管理の強化
▶ TAC※魚種の拡大や地域毎の資源管理協定※に対応した資源管理手法の構築と徹底
▶ 広域に分布・回遊する魚種（タチウオ・サワラ）の資源管理強化に向けた国や関係県との連携促進
▶ 産卵親魚や小型魚の保護など種苗放流が困難な魚種（アジ・ハモ等）の資源管理の徹底
▶ 海水温の上昇による回遊経路の変化など環境変化に対応した効果的な資源管理手法の研究・開発
▶ 漁業取締船による漁場（密漁）監視と漁業取締の強化

③豊かな海と持続可能な漁業を支える環境整備　　
▶ 海洋環境の変化に対応した効率的な魚礁※・増殖場※の整備等による漁獲量の増大
▶ 放流効果を高める海底耕うん※や堆積物除去による底質環境の向上
▶ 産卵や稚魚の育成場となる藻場※・干潟の保全や藻場回復に向けた技術開発　　
▶ 漁場形成情報の発信・共有による漁場探索能力の補完
▶ 漁場生産力の向上に資する窒素やリンなどの栄養塩※の適正な管理に向けた関係者との協議
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎��「漁場環境整備」、「拠点放流」、「資源管理強化」を一体的に行う新たな増殖モデルの導入に
よる基幹魚種（うちクルマエビ・マコガレイ・マダイ・イサキ）の効果的な資源造成

 概要   全国豊かな海づくり大会※を契機とし、効果的な資源造成による水産資源の回復を図るため、広域で
取り組む新たな増殖モデルの導入を進めます。

新たな増殖モデルによる資源造成
《具体的な取組》
○  増殖礁※の設置や海底耕うんなど漁場環境整備
○ 機能強化した種苗生産施設を有効活用した放流適地への拠点放流
○ 禁漁期間の設定など資源管理の強化　など

機能強化した種苗生産施設

海域特性に合わせた基幹魚種の選定

魚種に応じた環境整備

増殖礁の設置
❶ 豊前海
　  （広大な干潟）

❷ 伊予灘・別府湾
　  （内海水と外海水が混合）

❸ 豊後水道北部
　  （起伏に富んだ海底）

❹ 豊後水道南部
　  （リアス式海岸）

種苗放流

資源管理 環境整備
資源造成

クルマエビ

マコガレイ

マダイ

イサキ

漁港内等の静穏域に
設置し、種苗の保護・
育成を図る。

海底耕うん
海底を耕し、種苗の
育成環境を改善し餌
生物の発生を促す。

▼�基幹魚種
 概要   本県の地理的条件を生かし、変化する消費者や実需者のニーズに的確に対応しながら将来にわたって本

県水産業を牽引する魚種。

基幹魚種　11魚種
戦略魚種　77魚種 拠点放流魚種　44魚種

ブランド力の強化により販路拡大に取り組む魚種
　①全国上位の生産や評価、知名度が確保されている
　②生産・流通での戦略（数値目標）が設定されている
　③安全・安心が担保されている
　④品質管理に関する徹底した取組がなされている

海域特性を踏まえた資源造成に取り組む魚種
　①市場の需要が確保されている
　②種苗生産が可能で放流効果が認められる
　③海区ごとの受益者が多い
　④資源管理意識が醸成されている

養殖ブリ類※

養殖カキ類

タチウオ

養殖ヒラメ 養殖クロマグロ

関あじ・関さば

ハモ

クルマエビ
マコガレイ

マダイ イサキ

主な取組主体
・県
・漁業団体、生産者
・漁業公社※　等
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3
目標指標

⃝ 「おおいた県産魚の日※」協力量販店 
（漁協直営旗艦店）の販売額 （単位：百万円）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
149 156 167

⃝ パートナーシップ量販店・飲食店※の県産魚 
（かぼすブリやハモ等）取扱額 （単位：百万円）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
740 773 814

⃝水産物の輸出額　 （単位：億円）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
17 24 34

浜と食卓をつなぐ
魚食の拡大と
販路の開拓

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①県民に県産魚を知って買って食べてもらう、魚食普及と県内消費拡大の取組強化
◎ 全国豊かな海づくり大会※を契機とした魚食普及の更なる推進と県産魚の学校給食等への利用

促進
▶ 子ども・子育て世代に向けた料理・さばき方教室の開催などによる魚食の推進　
▶ 「おおいた県産魚の日」を中心とした量販店での県産魚のPRやSNS等を活用した情報発信の強

化
▶ 天然魚の旬やおすすめの食べ方を伝える「旬入り宣言」など市場と連携した消費拡大
▶ 水産物の利用拡大に向けた生産現地ツアーの開催など生産者と料理人等とのマッチングの促進
▶ 旬のメニューフェアなど県産魚の観光消費※拡大に向けた県内飲食店や宿泊施設等との連携強化
▶ 県内水産物直売所や地域水産イベントの積極的な活用による漁村の魅力PRや観光消費の促進

②県産リーディングブランド魚種の販路拡大を通じた「おおいたの味力」の全国展開
◎ かぼす養殖魚※などリーディングブランドを核とした産地・流通業者・量販店等と一体となっ

た販促強化
▶ 関あじ・関さばなど既存ブランドの販売促進と統一的な鮮度保持手法の導入など新たなブラン

ド魚の育成
▶ 「おおいたの魚パートナーシップ量販店・飲食店※」の取扱拡大や新たな商圏の開拓
▶ かぼす養殖魚の魚種や生産の拡大等を踏まえたマーケットの掘り起し
▶ 天然魚の産地加工体制等の強化による高付加価値化や冷凍保管・出荷調整による周年出荷体制

の確立

③旺盛な海外需要を取り込む輸出戦略の展開
◎ 持続可能で環境に配慮した取組を認証する水産エコラベル※等の取得による販路開拓
▶ 輸出先国や品目、輸出量の拡大に向けたジェトロ※・商社・経済団体などとの連携強化
▶ 加工の高度化など輸出先国のニーズや規制に合った商品づくりによる新たな需要の喚起
▶ 新たに輸出にチャレンジする事業者への支援による輸出体制の強化　
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�全国豊かな海づくり大会を契機とした魚食普及の更なる推進と県産魚の学校給食等への利用
促進

 概要   家庭での魚介類の消費が減少傾向にあることから、全国豊かな海づくり大会を契機とし、「おおいた
県産魚の日」を中心とした料理教室やPRイベント、学校給食での提供等を通じて、県産魚の良さを
知ってもらい、消費の拡大を目指します。

県産魚の消費拡大に向けた魚食推進
《具体的な取組》
○「おおいた県産魚の日」を中心とした 

県産魚のPRと情報発信の強化
○ 学校給食等への県産魚の利用促進
○ 小・中学校を対象に魚食普及や水産 

業の環境等を学ぶ「海づくり教室※」 
の開催 など 魚食普及に加え水産業や

環境を学ぶ「海づくり教室」
県産魚を使用した学校給食
（ハモの野菜あんかけ）

小学生の干物焼き体験　　　　  栄養士による調理実習

主な取組主体
・県、市町村
・漁業団体、生産者
・ 加工・流通業者、学校給食会、栄養士会、小・中学校　

等

大分市の生鮮魚介の購入量および購入金額の推移
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◎�かぼす養殖魚などリーディングブランドを核とした産地・流通業者・量販店等と一体となっ
た販促強化

 概要   かぼす養殖魚を核として、商社等と連携し県外での販促活動を進めるとともに、首都圏の「おおい
たの魚パートナーシップ量販店・飲食店」の取組拡大や、新たな商圏への販路開拓を進めます。

県産魚の情報発信等による販促強化
《具体的な取組》
○ かぼす養殖魚などリーディングブランドを核とした販路

開拓
○ 産地・流通業者・量販店等が一体となった販促強化
○「おおいたの魚パートナーシップ量販店・飲食店」の
　新規認定とフェア開催など取組強化
○統一的な鮮度保持手法の導入など新たなブランド魚の

育成　など

かぼすブリ旬入り宣言 商談会での
かぼす養殖魚のPR

パートナーシップ量販店での
フェア開催

パートナーシップ飲食店の
認定

主な取組主体
・県、市町村
・漁業団体、生産者
・加工・流通業者　等

かぼすブリの販売額の推移
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海づくり大会ロゴマーク
（県産魚のPRにも活用）
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4
目標指標

⃝ 県管理主要漁港施設の耐震・耐津波対策完了　 
漁港数

 （単位：漁港）

基準値（R5） 中間年度（R10） 目標年度（R15）
3 4 5

豊かな資源と
にぎわいあふれる
漁村づくり

■主な取組� ◎：目標指標を設定

①地域資源を活かしたにぎわいあふれる漁村づくりと豊かな海づくりの推進
▶ 民間事業者による朝市の開催や飲食施設の設置等に向けた漁港未利用地の積極的な開放 
（海業※推進）

▶ 県内水産物直売所や地域水産イベントの積極的な活用による漁村の魅力PRや観光消費※の促
進（再掲）

▶ 漁村女性等による地元の旬の魚等を活用した商品開発の推進
▶ 低・未利用魚の活用や加工後の未利用部位の利用など新たな魅力創出に向けた取組への支援
▶ 水産資源の回復と温暖化対策に寄与する豊かな藻場※（ブルーカーボン※）の保全
▶ 漁業活動に影響を与える有害生物や海底堆積漁具などへの対策強化
▶ 漁村地域ごとの活性化策を定めた「浜の活力再生プラン※」、「浜の活力再生広域プラン※」の

着実な実行 
▶ 水産多面的機能発揮対策交付金※を活用した環境・生態系保存の取組支援
▶ カワウ被害軽減に向けた個体数管理の実施や特定外来生物※の駆除等による固有在来魚種の保

護・育成

②漁業活動を支える漁港機能の高度化　
◎ 防波堤や岸壁等の地震・津波対策など生産や流通の拠点となる漁港施設等の強靱化※ 
▶ 台風や大雨時に発生する流木や土砂流入などへの対策強化と迅速な処理体制の構築
▶ 防波堤や岸壁等の漁港施設の老朽化対策と漁港施設の効率的な管理に向けた機能集約　
▶ 漁港における大規模災害時での事業継続計画※の実行と早期漁業活動再開への支援
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目標指標の達成に向けた行動計画

◎�防波堤や岸壁等の地震・津波対策など生産や流通の拠点となる漁港施設等の強靱化
【概要】 生産や流通、防災の拠点となる漁港において防波堤や岸壁等の地震・津波対策を推進します。

漁港や漁村全体での防災力強化
《具体的な取組》
○ 生産や流通、防災の拠点となる県管理漁港における地震・津波対策の推進
○台風や大雨時に発生する流木や土砂流入などへの対策強化
○大規模災害時、水産物の生産・供給機能の継続的な維持・確保を目的とした「事業継続計画（BCP）」の策定・周知　など

生産拠点
小祝漁港

流通拠点

流通・防災拠点

生産拠点
流通拠点
防災拠点長洲漁港

佐賀関漁港

流通・防災拠点
松浦漁港

生産拠点
蒲江漁港

（凡例）

拠点漁港
（県管理）

拠点漁港における地震・津波対策

防波堤耐震工事
（流通・防災拠点：佐賀関漁港）

岸壁耐震工事
（流通・防災拠点：松浦漁港）

スケジュール 主な取組主体
R6～ 佐賀関漁港の防波堤整備、松浦漁港の岸壁耐震化等
R8 松浦漁港の岸壁耐震化の完了
R10 佐賀関漁港の防波堤整備の完了
R13 佐賀関漁港の岸壁耐震化の完了

・県
・漁業団体、生産者　等

低・未利用魚（アイゴ）の利用促進に向けた商品開発 漁業被害軽減のための有害生物（ナルトビエイ）の駆除

魚の産卵場・生育場となる藻場 環境保全に向けた岩盤清掃
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第43回全国豊かな海づくり大会※～おんせん県おおいた大会～の開催

概　要　▶
　全国豊かな海づくり大会は、水産資源の保護・管理と海や河川・湖沼
の環境保全の大切さを広く国民に訴えるとともに、つくり育てる漁業
の推進を通じて水産業の振興と発展を図ることを目的に毎年各地で開
催される国民的行事の１つです。本県では、昭和56年に全国に先駆け
て開催した第１回大会以来、43年ぶり、２回目の開催となります。

開催日　▶
  令和６年11月 ９日（土）、10日（日）

場　所　▶
式典行事 iichiko総合文化センター（大分市）
海上歓迎・放流行事 別府港第４埠頭（別府市）

関連行事
大分駅周辺（大分市）
松浦漁港（佐伯市）
小祝漁港（中津市）

大会テーマ　▶
  つなぐバトン　豊かな海を　次世代へ

基本理念　▶
　大分県の豊かな海や川を次代へ引き継いでいくため、つくり育てる漁業に一層取り組むとともに、 
それらを育む自然環境を守っていくことの重要性を県内外へ広く訴えかけます。
　また､四季折々の味力あふれる多様な水産物に加え、「おんせん県おおいた」の新たな魅力を全国へ 
広く発信していきます。

大会を契機とした水産業の振興　▶
１１ つくり育てる漁業のさらなる推進
　漁船漁業では、新たな増殖モデルの構築による
水産資源の造成に取り組み、養殖業では、マーケッ
トニーズや環境変化に対応した持続的な産地づくり
に取り組んでいきます。

漁船漁業 養殖業

２２ 森から川、海へとつながる豊かな自然環境の保全
　藻場※・干潟などの豊かな自然環境を保全すると
ともに、次代を担う子ども達へ自然環境の保全の重
要性や、水産業の魅力を伝えていきます。

森川海つながり実感！プロジェクト

３３ 四季折々の多様な水産物の消費拡大
　学校給食での県産魚の提供や、海づくり教室※、
量販店でのフェア開催などを通じて、魚食を推進
し、特に子どもや子育て世代へ魚の美味しさやその
価値を伝えていきます。

生産者による魚食普及 干物七輪焼き体験

４４ おんせん県おおいたの新たな魅力の発信
　インスタグラムなどＳＮＳを通じて、水産業や県産
魚などの魅力（味力）を全国に向けて発信していきま
す。

大会HPにおける県産魚の特集記事

⦿⦿ ⦿⦿

⦿⦿ ⦿⦿

豊かな海の次世代への継承

第１回大会(昭和56年)の様子

大会ポスター

　本県の豊かな海・川で泳ぐ
魚の群れを表現。色は関あじ・
関さば、マダイ、クルマエビな
ど、多様な水産物をイメージ。
模様のように繋がるビジュアル
は、豊かな自然環境を守り次代
へ繋いでいくことを表現。

大会ロゴマーク
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環境変化への対応と経営拡大に取り組むブリ養殖業者

生産性向上と地域協働に取り組む漁船漁業者

日本一の産地を支える
ヒラメ養殖業者

カキ養殖を通じ
地域へ貢献する生産者

経営の特徴
・ �生産性向上を図るため、漁船に省エネ性能の優れたエンジンを導入
・ �漁業者が減少する中、漁場探索能力を補完するため、操業データ等を地域で共有し、経営を効率化
・ �水産資源の回復に向けて、地域で資源管理の強化に取り組み、小型魚等の再放流などを実践
・ �地域の漁船漁業者と協働でカキやオゴノリ等の無給餌養殖※に取り組み、副収入源を確保
・ �豊かな海づくりに向けて、地域の藻場保全活動

や海底耕うん※、堆積物除去に積極的に参加

目指す経営概要
・ �漁獲量：17トン

経営の特徴
・ �自動給餌など省力化技術を導入
・ �自動観測機器のデータをスマートフォンで確認

し、赤潮※被害防止に向けた早期対策を実践
・ �かぼすヒラメを生産し、マーケットを掘り起こし
・ �安心・安全な生産と流通業者に対するPRの展開
・ �子ども達へ県産魚の魅力や魚食の重要性を伝

えるため、海づくり教室に参加

目指す経営概要
・ �生産量： 

養殖ヒラメ　２万尾 
うち、 
かぼすヒラメ３千尾　　　

経営の特徴
・ �３倍体※のマガキを生産し、周年出荷体制を構築
・ �生産拡大に取組み、環境改善にも寄与
・ � 簡易検査キット※の導入など貝毒※検査体制を

強化し、ロット管理による出荷により安心安全
の確保

・ �旺盛な海外需要を取り込むため、生産者が団
結してロットを確保し、海外輸出を拡大

目指す経営概要
・ � 生産量： 

シングルシードの 
マガキ　５万個

地域をけん引する『元気な担い手』モデル

経営の特徴
・ � ブリの人工種苗※を使用した端境期出荷を開始し、周年出荷体制を構築
・ �付加価値向上による所得向上に向けて、EP飼料※を使用したかぼすブリの生産を拡大
・ �台風などの災害に強い生産体制を構築するため、沈下式大型生け簀を導入
・ �外国人労働者など多様な人材が活躍
・ �県漁協加工施設で切り身など高次加工を施し、県漁協とともに海外販路の開拓に挑戦
・ �栄養塩※の回収に向けたカキ養殖の導入など漁場環境を改善
・ � 生産コストに見合う販売価格の形成に向けて、県漁協とともにかぼすブリ等のPR・販路開拓を実施

目指す経営概要
・ � 生産量： 養殖ブリ　　　 　  13万尾 

うち、かぼすブリ　  ２万尾 

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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第 ４ 章

計画の推進にあたって

１　推進体制
本県農林水産業の成長産業化を実現するためには、農林漁業者や関連事業者、関係団体、市町

村等がともに掲げた目標を共有し、その達成に向けて、それぞれの役割を認識するとともに一体
となって考え・行動し、成果を上げていくことが重要です。

県は、関係者一人一人が主役となって喜びや達成感を実現できるよう、このような関係者と積
極的に対話を重ね、意欲的な取組に対して重点的な支援を行うとともに、効率的・効果的な事業の
実施に努めます。

①農林漁業者、関連事業者
農林漁業者は、常に課題意識を持って技術や経営能力の向上に努め、変化に対応し勝ち抜け

る、より魅力ある農林水産業へとステップアップさせることが必要です。特に将来の農林水産
業を担う中核的経営体※については、各地域における農林水産業・農山漁村の展望を見据え、地
域全体の合意形成を図るなど、リーダーシップを発揮していくことが必要です。

また、市場や食品・加工・流通等の関連産業の事業者は、農林漁業者とともに食の安心・安全
の確保に努め、多様化する消費者ニーズに的確に対応できるよう事業展開を図っていくことが
必要です。

加えて、スマート技術の導入やサービス事業体との連携による経営の効率化が求められます。
農林漁業者と関連事業者は、ともに食料などの安定供給や地域の経済・雇用を支える重要な役

割を果たしていることから、両者は互いに連携をとりながら、バランスよく発展していくこと
が望まれており、県は意欲ある農林漁業者や関連事業者の取組を積極的に支援します。

②関係団体
農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、農業公社などの農林水産関係団体は、地域におけ

る農林漁業者のマネジメント組織として、地域農林水産業の課題を迅速・的確に把握し、農林漁
業者の要請に対応できる体制と経営基盤をつくることが重要です。県は、こうした取組に対し
て適切な助言や支援を実施するとともに、本計画の目標と実現に向けた施策を共有し、連携し
て農林水産業と農山漁村の発展を目指します。

③市町村
市町村は、農林漁業者に最も身近な地方公共団体であり、地域における農林水産業振興の主

役というべき役割を担っています。県は、本計画が目指す農林水産業と農山漁村の将来像をしっ
かりと共有し、各地域の創意工夫に基づく主体的な取組が効果的に実施されるように連携・支援
を行い、農林水産業と農山漁村の発展を目指します。

④県民の理解と協働
本計画が目指す将来像を実現するためには、県民が農林水産業・農山漁村の役割を正しく理解

することに加え、循環型社会への転換など、より高い意識に基づいた行動・協働が必要です。県
は、県民と対話・交流を通じて情報交換等を行いながら、効果的・効率的に施策を展開していき
ます。
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２　進行管理
本計画に位置づけられた各種施策の成果を各年度ごとに把握し、達成状況の検証を行い、取

り組むべき新たな課題について市町村や関係団体等と共有を行うとともに、政策・施策評価、事
務事業評価により評価・公表します。

おおいた農林水産業元気づくりビジョン2024
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覧 目�標�指�標　　農�業　

指　標　名 単　位 基準年 基準値 中間年度
（R10）

目標年度
（R15）

１　極め、輝き、次を呼ぶ担い手育成サイクルの確立
農業の新規就業者数 人 R5 285 280 280
新規参入企業および経営拡大を行った企業数 経営体 R5 6 30※ 60※
スマート技術を導入した経営体数 経営体 R5 14 130※ 265※

２　マーケットに対応した産地づくり
営農を開始した大規模園芸団地※数 団地 R5 0 6※ 15※
自給飼料作付面積 ha R5 6,960 8,186 8,503
中核的経営体への集積面積 ha R5 5,276 8,276 11,220
実需に応じた麦、大豆の生産面積（麦） ha R5 5,700 5,963 6,380
実需に応じた麦、大豆の生産面積（大豆） ha R5 1,520 1,607 1,789

３　多様な需要に応じた販売チャネルの構築
農産物の輸出額 億円 R5 7 11 14
加工・業務用野菜の産地拡大面積 ha R5 36 91※ 158※
共同販売に取り組む有機JAS※農家戸数 戸 R5 4 15※ 30※

４　農地を活かし次世代につなぐ地域営農の推進
持続可能な経営体制の構築を行った集落営農法
人※数 法人 R5 9 42※ 68※

魅力向上に繋がる取組を行った直売所数 箇所 R5 3 15※ 30※
日本型直接支払協定面積 ha R5 41,121 41,710 42,220
防災重点農業用ため池※の整備箇所数 箇所 R5 9 45※ 90※
田んぼダム※の取組面積 ha R5 125 1,500※ 3,000※
有害鳥獣による農林水産被害額 百万円 R5 141 114 90

※R10目標はR6～R10、R15目標はR6～R15の累計

結�果�指�標　　産�出�額　
指　標　名 単　位 基準年 基準値 R10目標

（R9）
R15目標
（R14）

〔農　業〕 産   出   額 億円 H30～R4平均 1,200 1,237 1,291
〔林　業〕 産   出   額 億円 H30～R4平均 211 216 216
〔水産業〕 産   出   額 億円 H30～R4平均 376 391 409

　農林水産業　合計 億円 H30～R4平均 1,787 1,844 1,916

「「 担 い 手担 い 手 」」のチャレンジ指標
指　標　名 単　位 基準年 基準値 中間年度

（R10）
目標年度
（R15）

〔農　業〕 経営拡大を行った中核的経営体※数 経営体 R5 143 820※ 1,695※
〔林　業〕 経営拡大を行った中核的経営体数 経営体 R5 21 100※ 200※
〔水産業〕 経営拡大を行った中核的経営体数 経営体 R5 29 154※ 314※

　農林水産業　合計 経営体 R5 193 1,074※ 2,209※
※R10目標はR6～R10、R15目標はR6～R15の累計

目 標 指 標 一 覧
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指　標　名 単　位 基準年 基準値 中間年度
（R10）

目標年度
（R15）

１　持続可能な林業経営を支える担い手の育成・確保
林業への新規就業者数 人 R5 107 100 100
乾しいたけの新たな中核的生産者※数 人 R5 ― 9 9

２　「伐って・使って・植えて・育てる」林業の着実な推進
製材用大径材※の利活用材積 万m3 R5 10 22 24
林産物の輸出額 億円 R5 24 28 32

３　みんなで守り、育む森づくり
森林・林業教育※の体験者数 人 R5 4,897 5,800 6,200
狩猟免許所持者数 人 R5 5,422 5,000 5,000

目�標�指�標　　水産業　
指　標　名 単　位 基準年 基準値 中間年度

（R10）
目標年度
（R15）

１　魅力ある漁業をつくる担い手の育成・確保
漁業への新規就業者数 人 R5 75 60 60

２　ニーズを捉え持続的に発展する産地づくり
養殖ブリの漁協取扱額 百万円 R5 4,693 5,082 5,212
かぼすブリの販売額 百万円 R5 633 871 1,130
基幹魚種（うちクルマエビ・マコガレイ・マダイ・
イサキ）の漁協取扱額 百万円 R5 388 615 842

３　浜と食卓をつなぐ魚食の拡大と販路の開拓
「おおいた県産魚の日※」協力量販店（漁協直営
旗艦店）の販売額 百万円 R5 149 156 167

パートナーシップ量販店・飲食店※の県産魚 
（かぼすブリやハモ等）取扱額 百万円 R5 740 773 814

水産物の輸出額 億円 R5 17 24 34
４　豊かな資源とにぎわいあふれる漁村づくり

県管理主要漁港施設の耐震・耐津波対策完了漁
港数 漁港数 R5 3 4 5

結�果�指�標　　輸出・付加価値額　
指　標　名 単　位 基準年 基準値 中間年度

（R9）
目標年度
（R14）

〔農　業〕 輸出・付加価値額 億円 R4 166 177 183
〔林　業〕 輸出・付加価値額 億円 R4 100 106 114
〔水産業〕 輸出・付加価値額 億円 R4 65 63 73

　農林水産業　合計 億円 R4 331 346 370

「「 産 地産 地 」」のチャレンジ指標
指　標　名 単　位 基準年 基準値 中間年度

（R10）
目標年度
（R15）

〔農　業〕 園芸基幹品目※の生産拡大面積 ha R5 43 249※ 600※
〔農　業〕 高能力な繁殖雌牛※の保留頭数 頭 R5 161 2,500※ 10,500※
〔林　業〕 早生樹※による再造林※面積 ha R5 59 590 830
〔水産業〕 基幹魚種※の漁協取扱額 百万円 R5 7,250 7,450 7,910

※R10目標はR6～R10、R15目標はR6～R15の累計

目 標 指 標 一 覧
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農林水産業による産出額、輸出・付加価値額の諸元

農林水産業の成長産業化を客観的に測る結果指標

産
　
出
　
額

生産活動等によって生み出した額

農　業
農産物の生産量および価格に関する諸統計などを用いて、生産量に農家
庭先販売価格を乗じた額。
※国が推計。

林　業
木材は木材統計による素材生産※量に山元土場価格を乗じた額。その他
は特用林産基盤資料などによる生産量に庭先販売価格を乗じた額。
※国が推計。木材（発電用）は県が推計。

水産業
海面漁業生産統計による生産量に関係機関などから得られる産地卸売価
格を乗じた額。
※国が推計。内水面漁業・養殖業は県が推計。

輸
出
・
付
加
価
値
額

海外マーケットへの展開によって生み出した額

輸出
●農�●林�●水

県産農林水産物を輸出している事業者への聞き取り調査等により集計し
た額。
※県が推計

食品加工や木材加工、直売所での直接販売などによって生み出した額

食品加工
●農�　 ●水

食品加工業者が県産農林水産物を使用して、食品加工によって生み出し
た額。
※県が推計
食品加工付加価値額
　＝（製造品出荷額等－（減価償却額＋原材料使用額等））×県内仕入率※
　　  ※県内仕入率＝県内生産者・団体からの農林水産物仕入額÷農林水産物仕入額

木材加工
●林�

木材加工業者が県産木材を使用して、木材加工することによって生み出
した額。
※国の木材統計および県の調査から推計
木材加工付加価値額
　＝（製材品出荷額－（減価償却額＋原材料使用額等））×県産材入荷率※
　　  ※県産材入荷率＝自県産材入荷量÷素材入荷量

直売所
●農�　 ●水

直売所が県産農林水産物を直接販売することによって生み出した額。
※県が推計。
直売所付加価値額＝売上額×販売手数料率×県産農林水産物割合

飼料用米※等の生産活動によって生み出した額

飼料用米
・WCS※
●農

飼料用米・WCSの生産量に庭先販売価格を乗じた額。
※県が推計
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数字・アルファベット

２×４（ツーバイフォー） 厚さが２インチ、幅が４インチの木材製材品の規格。その他に２×６や２×10などがある

６次産業化 農林水産業者が生産物の生産（第一次産業）、加工（第二次産業）および流通・販売（第
三次産業）を一貫して行うことにより、新たな付加価値を生み出す取組

AI（人工知能＝Artifi-
cial Intelligence）選
別機

AI技術で色や形状、サイズ等を自動選別する装置

炭酸ガス（ＣＯ２）施用
技術

ハウスなど閉鎖的な空間において人工的にCO2を供給することで、植物の生長や生産
力を向上させる技術

ＥＰ飼料
（Extruded-Pellet ）

主に魚粉、魚油、大豆油かす、栄養剤などを配合し、高温高圧下で多孔質にした養殖
魚の固形の餌。長期の保存が可能なうえ、養殖する魚に合わせてバランスよく栄養素
が入っている。水に入っても崩れずに魚の口に入るため環境にも優しい

ＧＡＰ
（Good Agricultural 
Practice）

農業生産の各工程の実施、記録、点検、評価を行うことによる持続的な改善活動。食
品の安全性向上、環境保全、労働安全の確保などに資するとともに、農業経営の改善
や効率化につながる

ＩＣＴ付き大型箱ワナ
（Information and 
Communication 
Technology）

イノシシやシカ等を効率的に捕獲するために設置した檻を、Web上で監視・操作できる
機能を備えた大型のワナ。檻への侵入情報等の蓄積やリアルタイムでの情報共有、複数
のワナを一元的に管理できることから、捕獲効率の向上が期待できる

ＩＰＭ（Integrated 
Pest Management）

病害虫の発生予察情報等に基づき、経済性を考慮しつつ、利用可能なすべての防除技
術を組み合わせて、病害虫の発生・増加を抑える取組。総合的病害虫・雑草管理と訳さ
れる

Ｊ－クレジット制度
（森林吸収クレジット）

省エネルギー設備の導入や森林整備などによって達成された温室効果ガスの排出削減・
吸収量を炭素クレジットとして国が認証する制度。森林分野では、森林の成長による吸
収量を算定してクレジットが認証されている

ＬＰＷＡ（Low Power 
Wide Area） 「低消費電力」と「長距離のデータ通信」の特徴を満たしている無線通信技術の総称

ＭＰ飼料
（Moist-Pellet）

生餌と魚粉などを配合して製造される養殖用の飼料。成長に必要なビタミンなどの栄養
剤も養殖魚の状態を見ながら餌を配合できるため最も多く使用されている

ＲＯＲＯ
（Roll-on Roll-off）船

船体と岸壁を結ぶ出入路を備え、貨物を積んだトラックがそのまま船内外へ自走できる
貨物専用フェリー。ロールオン・ロールオフ船の略

ＲＴＫ（Real Time 
Kinematic）

衛星からの信号をもとに高精度な位置情報を得る測位方法。自動運転させる機器に設
置する受信機と、定点で補正情報を送る基地局が必要。従来利用されているGPSと比
較して精度が高く、数cmの誤差範囲で測位が可能となる

ＲＴＫネットワーク ＲＴＫ基地局の設置等により、高精度な自動運転の導入が可能となるインフラシステム。
カバーする範囲はおおよそ半径20km以内

ＴＡＣ（Total 
Allowable Catch）

漁獲可能量の総称。適正な資源管理に向けて、ある期間の漁獲量の上限を定め、この
量を超える漁獲を禁止するために用いられる

ＷＣＳ（Whole Crop 
Silage）

飼料作物（トウモロコシ、飼料用イネなど）の子実と茎葉をロールにし、乳酸発酵させた
飼料

ア行

赤潮
プランクトンが異常増殖し、海や川、湖沼が変色する現象。溶存酸素濃度の低下やプ
ランクトンの毒素等によって魚介類がへい死するなど、水産業に大きな被害を与えるこ
とがある

育種価 個体がもつ遺伝的能力を表した数値。肉用牛の産肉能力等を評価するために用いられて
いる

育成単層林 単一の樹冠層で構成する森林に育成すること
育成複層林 複数の樹冠層で構成する森林に育成すること

一貫作業 持続的な林業経営と再造林コストの低減を図るため、樹木の伐採等で使用した機械を活
用して枝条等を整理し、木材の伐採後、迅速に植栽する作業

うまみだけ 「家族を幸せにするしいたけ」をコンセプトとして、“旨味” や “食感” といった品種の持つ
特徴を前面に打ち出した、乾しいたけのブランド名

海づくり教室 全国豊かな海づくり大会おんせん県おおいた大会を契機に、子ども達が大分県の水産
業の魅力や海洋環境の保全等を学ぶ授業
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海業 漁港において、地域資源の価値や魅力を活かし、県産魚の消費拡大や漁業者の所得向
上、地域のにぎわい・雇用等の創出を図る取組

栄養塩 海洋や淡水の環境において植物の生命を維持するために必要な窒素やリン、カリウム、
ケイ素などで構成される化合物

園芸基幹品目 「産地拡大推進品目」のうち、市場や食品加工企業等からのニーズが高いとともに多様
な経営体の参入・拡大が県域で見込まれる品目（15品目）

園芸産地づくり計画 マーケットニーズに即した園芸産地を育成するため、市町村が主体となり生産者や関係
機関と連携して園芸品目の生産・販売の拡大に取り組む計画

おおいたＡＦＦ
女性ネットワーク

農林水産業に関係する女性が、経営感覚を磨き、次世代を担う女性を育成する団体。Ａ
ＦＦは、Agriculture（農業）、Forestry（林業）、Fisheries（水産業） の頭文字。平成
27年に設立

おおいた冠地どり 烏骨鶏を交配に用いた日本初の特産地鶏。柔らかい肉質と旨みに優れた特徴をもつ
おおいたの魚
パートナーシップ
量販店・飲食店

大分県産の水産物の認知度向上および消費拡大を図るため、県が認定した県産魚の販
売促進に協力的な県外量販店および飲食店

大分県園芸団地化
推進体制

大規模園芸団地の計画的な整備に向け、県が事務局となり、市町村、農業団体ととも
に設置した推進体制。必要な支援策の検討や優良な取組事例の県内各地への展開、県
内外への広報などを実施。さらに、農業の成長産業化や地域農業の持続的発展に向け
た取組も推進

おおいた県産魚の日 毎月第４金曜日を県産魚の消費拡大を進める日。平成28年度に生産・流通・小売の団
体が設定した

大分県森林環境税 県民中心、県民参画の理念のもと、森林の環境を保全し、森林をすべての県民で守り
育てる意識を醸成するために大分県が平成18年から導入している税

大分県畜産共通
システム

肉用牛繁殖経営に必要な分娩届や異動の報告等の手続きの電子化や各種団体の情報を
オンラインで提供するシステム

大分県鳥獣被害
対策本部

野生鳥獣による農林水産業被害を低減させるため、予防・捕獲対策の推進や情報の収
集・提供を行う組織。平成23年８月に設置し、県、市町村や関係団体などで構成する

大分県農業法人協会 農業法人相互の情報交換や研鑽により法人経営の確立・発展、および法人の社会的地
位の向上を目指すことを目的に設立された団体。平成９年に設立

大分青果センター 全国農業協同組合連合会が大分市青崎の大分臨海工業地帯に整備した県産農産物の物
流拠点。令和６年には、第２次施設として予冷庫を拡張した

おおいた和牛 「おおいた豊後牛」の中でも、米やビール粕などの給与により美味しさを追求する農場
で育てられた肉質等級４等級以上の黒毛和牛肉

オーガニックビレッジ みどりの食料システム戦略を踏まえ、有機農業の生産から消費まで、農業者のみならず
事業者や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取組を進める市町村

カ行

カーボンニュートラル 二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」 から、植林などによる「吸収量」 
を差し引いて、増減を実質的にゼロにすること

貝毒 二枚貝などが有害プランクトンを摂取することにより体内に毒を蓄積させる現象。プラン
クトンの種類によって麻痺性と下痢性があり、西日本では麻痺性貝毒のみが発生している

海底耕うん 海底をかくはんし、有機物の分解を促進することで、海の生き物が生息しやすい環境を
つくること

拡大造林 天然林を伐採した跡地や原野などに人工造林を行うこと。増大する木材需要に応えるた
め、1960年頃に推進された

加工・業務用産地
育成会議

加工・業務用原料の推進品目の選定、担い手の掘り起こし等を協議し、産地形成を図る
ための会議。構成員は、県、市町村、農協等

下層植生 育成複層林において、下位の層にある樹冠を構成する木および草木類からなる植物集
団

かぼす養殖魚
養殖ヒラメや養殖ブリ、養殖ヒラマサ、養殖トラフグの飼料に県特産の「かぼす」の粉
末などを添加して育成した県産魚。かぼすに含まれるリモネンの効果により、さっぱりと
した肉質に仕上がるなど魚種毎に特徴がある

簡易検査キット 貝毒の有無を迅速に判別する貝毒検査方法。検査が容易で所要時間も短いため現場で
の普及が期待される

環境保全型農業 化学肥料や化学合成農薬の低減など、環境に配慮した持続的な農業を行うこと。有機
農業や IＰＭに加え、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動も含む
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観光消費 観光客が旅行先で行う宿泊や食事、買い物などに伴う支出

間伐 林木の利用価値の向上と森林の有する諸機能の維持増進を図るため、樹木の密度を調
節する伐採のこと

基幹魚種
地理的条件を活かし、変化する消費者や実需者のニーズに的確に対応しながら将来にわ
たって本県水産業をけん引する魚種。ブランド力の強化により販路拡大に取り組む「戦
略魚種」と、海域特性を踏まえた資源造成に取り組む「拠点放流魚種」で構成される

基幹的農業従事者 自営農業に主として従事した世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事して
いる者

キャトルステーション 農家で出生した子牛を預託し、子牛の育成などの作業を一元管理する施設。畜舎を増
築することなく預託中の空きスペースを活用した増頭や省力化が期待される

共同利用施設 農産物の生産、流通、加工、販売に必要な作業を共同で行うための施設。例えば、農
産物の集荷や選果、箱詰めなどの作業を行う

漁業学校 漁業への就業を目指す者が実践的な漁業技術や知識を習得し、即戦力として活躍する漁
業就業者を育成する研修制度

漁業共済 漁業者の相互補助を基調として、不漁による水揚高の減少や自然災害による損失を補償
するために設けられた制度

漁業公社 放流用種苗の生産等を行う公益社団法人。大分県、沿海市町村、漁業団体が設立した

漁業士
漁業後継者の資質向上や自立への意欲を高めるため、地域で漁業活動に積極的に取り
組み、県知事から認定された者。県の青年漁業士育成講座を修了して認定を受ける青
年漁業士と、地域の中核的漁業者として活躍し認定を受ける指導漁業士がある

魚礁 対象生物の蝟集による操業の効率化を目的として開発された構造物

漁場改善計画 養殖漁場環境の維持・改善を通じて持続的な養殖生産を確保するため、漁業者自らが対
象とする水域および養殖の種類を定め、施設や体制の整備などを図るための計画

魚類防疫士 魚介類の病気の診断や飼育管理方法などの養殖衛生管理対策を指導するため、専門的
な知識や技術を有する者

強靱化
大規模災害時にも機能不全に陥ることのないよう、迅速に回復する「強さとしなやかさ」
を備えた県土、社会経済システムを平時から構築していくこと。農林水産業分野では、
ため池や漁港の耐震化、治山施設の整備など防災・減災対策に取り組んでいる

拠点市場 大分県産の農産物を有利販売するため、都市部の市場等において取り扱いシェアを高め
るなど流通の拠点とする市場

拠点放流 種苗放流後の移動や稚魚の育成場所など生態的な知見を踏まえて、魚種毎に放流する
拠点を選定し、その周辺で漁場環境の整備を行った後、種苗を集中的に放流すること

クドア
魚の筋肉に寄生する粘液胞子虫。クドアの一種ナナホシクドアはヒラメに寄生することが
知られている。本県では「大分県ヒラメによる食中毒の防止対策ガイドライン」を作成・
指導し、安全･安心な出荷体制を整備している

県産県消 県産の農林水産物を県内で消費すること。食材を通じて農業や食文化等に理解を深める
とともに、県内農林水産業の振興にもつながる

県鳥獣害対策
アドバイザー

県が行う「集落点検」と「防護柵設置」等の研修を受講して、アドバイザーとして県か
ら認定を受けた者

公益的機能 水源かん養機能、山地災害防止機能、生活環境保全機能、保健文化機能など、森林
がもつ様々な機能

公共牧場 地方公共団体や農業協同組合、牧野組合等が管理運営している牧場

航空レーザ測量
航空機から地上にレーザを照射し、地上で反射したレーザ光との時間差により、地上の
標高や地形の形状を精密に調べる測量方法。詳細な地形図などが作成できることから
森林における路網配置計画などに活用されるとともに、正確な森林資源の把握が可能と
なる

後継牛預託システム それぞれの乳用牛経営体で育てていた後継牛を預託牧場で育成するシステム。人工授
精の効率化や搾乳牛頭数の拡大などが図られる

高性能林業機械 素材生産において行う伐採や玉切りなど複数の作業能力を持つ林業機械

耕畜連携 耕種農家が生産した飼料作物などを畜産農家が利用し、畜産堆肥を耕種農家が活用し
て飼料作物や農産物の生産を行うこと

大分県飼料用米
活用プロジェクト

飼料用米の利用促進や生産拡大を進め、畜産農家における県産飼料への転換、耕種農
家におけるさらなる水田の利活用を図るためのプロジェクト。畜産農家や耕種農家の代
表者、関係団体で構成される
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米の恵み 餌に10%以上の米を配合して肥育後期（概ね60日以上）に給与し、オレイン酸などの
簡易測定を実施した県産の豚肉

コンテナ苗
容器（コンテナ）で育苗された根鉢付き苗のこと。苗木生産の効率化や植栽の省力化が
できるとともに、裸苗（普通苗）に比べて植栽期間が長く活着率が高いといった特徴が
ある

コントラクター 畜産農家等から飼料作物の播種や収穫、堆肥の調整・散布などの作業を請け負う組織
サ行

再造林 人工林の伐採跡地に再び苗木を植栽し、人工造林を行うこと。県内では、スギやヒノキ
人工林の伐採後、再びスギやヒノキを植栽することが多い

採穂園
遺伝的に優れた挿し木用の穂木を効率的に採取するため、苗木をまとめて植栽している
場所。穂木の採取を効率化するため、樹高を低くし、枝張りを良くする剪定等を行って
いる

サプライチェーン 原料の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまで全ての工程を連続したシステム
として捉える考え方のこと

産地拡大連携協定 加工・業務用の産地形成に向けて行政と食品企業などが拡大計画や役割分担等を取り
決め、継続的・安定的な関係を結ぶこと

産地担い手ビジョン 産地（生産者組織）自らが、将来の担い手を確保、育成する体制を構築するため、産地
の目標や求める担い手像を明確にした行動計画のこと

３倍体
通常（２倍体）は雄と雌の染色体が対になり２組の染色体を持つが、３倍体は染色体が３
組なので成熟しない（遺伝子組み換えではない）。成熟にエネルギーを使わないので産
卵期でも身が痩せないため、養殖カキなどでは周年出荷が可能となる

シェアリング・リース 複数の生産者で共同保有する機械・施設等を使用することや、他の事業者から長期間に
わたり機械・施設等を賃貸すること

ジェトロ（JETRO） 独立行政法人日本貿易振興機構。国内外に事務所を設置し、日本の貿易の振興に関す
る事業を所管し、オールジャパンでのプロモーション等を実施している

事業継続計画
大規模災害発生時に、水産物の生産・流通を早期に再開することを目的として、それに
係る全ての関係者の参加のもと、発災後の行動と役割分担、減災や早期復旧のための
事前対策を定めた計画

資源管理協定 漁業者による自主的な資源管理に関する取組を、国および県の資源管理方針に基づい
て、漁業者同士が締結する協定

資源造成 海面漁業において沿岸資源の維持および回復を図るため種苗を放流し、成長した親魚
を獲り残す取組。その親魚が卵を産むことにより再生産を確保できる

事前出荷情報 市場において有利に販売するため、産地が出荷可能な数量などを事前に提供すること
下刈 植栽木の成長を妨げる雑草木を刈り払う作業

ジビエ 狩猟で得た野生鳥獣の食肉。ヨーロッパでは貴族の伝統料理として古くから発展してき
た

収入保険
農業保険法に基づき国と農業共済団体が運営する公的な農業保険制度の一つで、自然
災害、価格低下、農業者の病気による減収など農業者の経営努力では避けられない収
入減少を補償する制度

集落営農 集落などの地縁的にまとまりのある地域の農家が、農地利用あるいは農業生産過程の
一部または全部について、共同化・統一化に関する合意のもとで実施する営農形態

集落営農法人 集落営農を行う組織の中で、「法人格」を有する組織

受精卵移植
産肉能力や泌乳能力の高い子牛を得るため、血統的に優良な受精卵を代理雌牛に移植
すること。酪農においては、黒毛和牛の受精卵を移植し、子牛の販売収益の向上が図
られている

樹冠 樹木の枝と葉の集まりのこと

主伐 一定の林齢に達した立木を用材などとして販売するために伐採すること。一度に全面積
を伐採する「皆伐」と、何度かに分けて抜き伐りする「択伐」がある

女性農業経営士 女性の能力の発揮による農業経営の発展に向けて、県が実施する全５回の養成講座の
うち５割以上出席し、かつ経営ビジョンの計画を作成した者。県が認定する

省エネ乾燥機 従来の乾燥機に比べて燃料（灯油）の消費量を大幅に削減している乾燥機。しいたけの
乾燥に用いられる

飼料用米 牛、豚、鶏などの飼料として利用する米。作付面積は近年増加しており、多収性や耐
倒伏性などの特性をもつ専用品種がある
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人工種苗 養殖または漁獲された親から人工的に生産された幼生や稚魚などのこと。養殖や放流用
として用いられる

人工ほだ場
しいたけのほだ木を生産管理するほだ場のうち、鉄管や木製の骨組みに被陰材を設置し
た人工的なほだ場。水分管理などが行いやすいことから、労力の軽減や品質の向上が
図られる

人工林 苗木の植栽や播種など人為的に造成された森林

新栽培漁業対象魚種 キジハタやアマダイなど消費者ニーズが高く、漁業者からの大量種苗生産技術の開発に
対する要望が強い魚種

森林環境譲与税 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和６年度から国税として
国民から徴収する森林環境税を、国から市町村と都道府県に対して譲与されるもの

森林クラウドシステム
森林の地形・境界・地番などを示す図面、航空写真、森林所有者などの基本情報をデジ
タル化し、これまで県・市町村・林業事業体が個別に管理していた図面や帳簿を一元管
理するシステム

森林作業道 木材の集材や搬出、再造林等の森林整備を目的として開設された林業機械走行用の道

森林・林業教育
幼児から大学生までを対象に、森林内での様々な体験活動等を通じて、森林と人々の
生活や環境との関係について理解と関心を深めること。林業関係者・教育関係者等が連
携して実施

森林・林業デジタル
副読本

小学５年生の社会科（森林）および中学校の技術・家庭科（技術分野）の学習指導要領に
沿って県が作成した、森林・林業の概要や県内で働く林業者のインタビュー動画等を掲
載している教材

水産エコラベル 水産資源の保護や環境保全への配慮など一定の基準に適合した水産物などについて認
証し、定められたラベルの表示を認める仕組み

水産多面的機能発揮
対策交付金

環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確保など、漁業者等が行う水産
業･漁村の多面的機能の発揮に資する地域の活動を支援する交付金

水田の畑地化 水田の排水対策や土壌改良等を行い、継続的に高収益園芸品目等を作付けること

ストックポイント機能 一次保管など物流を中継する基地機能。陸上輸送と海上輸送の中継など、異なる交通
機関を連結する機能を含む

世界農業遺産
国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ） が2002 年に開始したプロジェクトで、次世代に受け継
がれるべき伝統的な農業・農法とそれに関わって育まれた文化、景観、生物多様性など
が一体となった世界的に重要な農業システム（林業および水産業を含む）を認定し、その
保全と持続的な活用を図るもの

堰板 水田の流入・流出量を調整する板。田んぼダムでは、流出量を少なくできる専用の堰板
を使用し、水路や河川の洪水防止を図っている

全国豊かな海づくり
大会

水産資源の保護や海や湖沼、河川の環境保全の大切さを国民に伝えるとともに、漁業
の振興と発展を図ることを目的とした国民的行事。大分県で昭和56年に第１回大会が
開催されて以来、毎年全国各地で開催。「四大行幸啓」の１つとなっている。令和６年
には、第43回大会が再び本県で開催される

全国和牛能力共進会 和牛の能力と斉一性の向上を目指して、 ５年に１度開催される全国規模の共進会（品評
会）。共進会毎に、和牛生産・改良上の目標を開催テーマとして掲げている

増殖場（礁） 対象生物の保護・育成による資源増大を目的として開発された構造物

早生樹 初期の樹高成長量や伐期までの材積成長量が大きな樹種の総称。本県では、成長が早
く花粉が少ないスギ・ヒノキの選抜品種も含む

造林（作業） 森林造成を目的に植栽を行うこと
造林ＯＪＴ研修 新規就業者に対して造林作業経験者が実際の仕事を通じて知識・技術などを教える研修
素材生産 生育する立木を伐採し、用途に合った長さの素材（丸太）を生産すること

粗放的な管理手法 花木や水田放牧、蜜源作物の導入など、労力や経費をあまりかけずに農地を維持・管理
する方法

タ行

大規模園芸団地 露地園芸品目を主体に、効率的かつ収益性の高い営農を実現するため、概ね10ha以
上のまとまった農地を集積・集約化し、大区画化等の基盤整備を実施した団地

大規模沖合養殖場
生産効率の向上や環境負荷の低減等を目的として沖合海域に設置された大規模な養殖
生簀。海中に沈めることで波浪や赤潮、高水温化の影響を軽減できる浮沈式生簀も含
まれる

大径材（大径木） 最小径が30cm以上の丸太
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多面的機能 水源のかん養、自然環境の保全、国土の保全、良好な景観の形成、文化の伝承など、
農山漁村で行われる生産活動以外の機能

田んぼダム
専用桝や穴の開いた調整板（堰板）などの簡単な器具を水田の排水口に設置し、水田の
雨水貯留機能の強化を図ること。周辺の農地・集落や下流域の浸水被害リスクの軽減を
図る

地域協働体制 水産資源の維持増大などの目標達成に向けて地域の関係者が協力しながら取組を進め
て行く体制

地域計画
農業者の高齢化や担い手不足が心配される中、10年後に誰がどのように農地を使い、
農業を進めていくのかを地域の話合いに基づいて策定する計画。農業経営基盤強化促
進法により計画の策定が法定化された

地域材 県内の森林から産出された原木を製材した木材や、県内の原木市場、製材所、製品市
場、工務店等を流通する国産材の総称

地区園芸団地化
推進体制

地域特性に応じた園芸団地を整備するため、市町村毎に設置する農地確保や担い手と
のマッチング、生産・販売対策支援などの取組を推進する体制のこと。なお、園芸団地
整備に限らず、地域特有の課題に対しても、機動的に対応

治山施設
災害により荒廃した森林の復旧や山地災害を未然に防止するために設置される施設。崩
れた斜面の土砂の移動を防ぎ、斜面を安定させる土留工や、渓流に堆積する不安定土
砂の移動を防止し、渓流の荒廃を防ぐ治山ダムなどがある

知的財産 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出さ
れるもの

中核的経営体（農業） 認定農業者、参入企業、集落営農法人など産地の中核を担う経営体

中核的経営体（林業） 生産性の向上や事業規模の拡大、雇用管理の改善等に取り組む５年間の計画を作成
し、県知事から認定された認定林業事業体

中核的生産者（椎茸） １年間で概ね10万駒以上の植菌を行う生産者
中核的経営体（水産業）

（中核的漁業者）
水産業の成長産業化に向けて経営拡大等に取り組む意欲ある経営体や、優れた経営感
覚を持ち資源を適切に管理・利用する地域の中心的な役割を担う経営体

低コスト作業システム 高性能林業機械の活用と高密度な作業道の開設を組み合わせることで、少ない人数・少
ない工程で効率的な素材生産を行う作業システム

低密度植栽 植栽のコスト低減等を目的として、従来3,000本/ha程度の密度で植栽していたもの
を、2,000本/ha以下程度の低密度で植栽すること

天然（生）林 自然状態で種子の落下による発芽、切り株等からの萌芽により更新された森林

特Ａ 日本穀物検定協会が毎年行う米の食味ランキングで、５ランクある区分の中で基準米よ
りも特に良好と認められるもの

特定家畜伝染病
家畜伝染病予防法により、家畜の伝染性疾病のうち、特に総合的に発生の予防および
まん延の防止のための措置を講ずる必要があるとされている疾病。現在、７疾病（①牛
疫，②牛肺疫，③口蹄疫，④牛海綿状脳症，⑤豚熱，⑥アフリカ豚熱，⑦高病原性鳥
インフルエンザおよび低病原性鳥インフルエンザ）が指定されている

特定外来生物 日本在来の生物を捕食したり、生態系を損ねたりすることにより、農林水産業などに被
害を与える、または恐れのある指定された外来生物

特定母樹
成長および形状・材質に優れ、花粉の発生量が従来品種の半分以下であり、農林水産
大臣が指定した品種。九州では、スギ43品種、ヒノキ10品種が指定されている（R6.9
月時点）

ドナー牛 酪農などにおいて、受精卵を提供する牛（供卵牛）

トライアル輸出 新しく輸出を始めるに当たり、検疫や税関等で支障がないか事前に確認するため、試験
的に輸出すること

ナ行

日本型直接支払制度
平成27年度から農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、農業の
多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援する制度。「多面的
機能支払」、「中山間地域等直接支払」、「環境保全型農業直接支払」で構成

認定農業者
「農業経営基盤強化促進法」に基づき市町村が定めた「農業経営基盤の強化の促進に
関する基本的な構想」に示された農業経営の目標達成に向けて、自らの創意工夫に基
づいて経営改善を図る計画（農業経営改善計画）を作成し、市町村等から認定を受けた
農業者

認定林業事業体 「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく「雇用管理の改善及び事業の合理化
に関する計画」を作成し、県知事から認定を受けた事業体
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農業支援サービス
事業体

作業代行やドローン散布等の作業受託、農業機械のシェアリング、農業現場への人材派
遣など、農業者への労働力等を提供する事業体

農業水利施設 農業用水の安定供給や農地の湛水被害防止などを目的としたダム、ため池、頭首工、
用水路、排水路などの施設の総称

農村ＲＭＯ 複数の集落の範囲として、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活
支援等の地域コミュニティの維持に取り組む組織

農地中間管理機構 農地を貸したい方と借りたい方の中間的受け皿となって、農地の集積・集約化を進める
組織。本県では、公益社団法人大分県農業農村振興公社を指定している

ハ行

浜の活力再生プラン
地域の漁業所得を５年間で10％以上向上させ、持続的で収益性の高い漁業基盤を構築
することを目的に、個々の漁業地域自らが地域の現状に合わせて具体的な取組を定めた
計画

浜の活力再生広域
プラン

地域全体の競争力強化を図るため、浜の活力再生プランに取り組む複数の漁村地域が
広域的に連携して浜の機能再編や中核的担い手の育成を推進するための具体的な取組
を定めた計画

パレット輸送 荷役台（パレット）に荷物を積んだ状態で物品の積み下ろしや保管ができる効率的でスピー
ディーな輸送

繁殖肥育一貫経営
肉用牛の繁殖部門（子牛生産）と肥育部門（肉牛生産）を一貫して行う経営。効率的な
肥育ができるなどの多くのメリットがある一方、資金回収期間が長期化するなどのデメリッ
トもある

繁殖雌牛 肉用子牛を生産するため、繁殖に供される雌牛

貧酸素水塊
水中の酸素濃度が著しく低下した水の塊。底層で微生物がプランクトンの死骸などを分
解して酸素を消費することが原因の一つで、発生すると底層に生息する生物や養殖魚等
で被害を与える場合がある

ファーマーズスクール 新規就農者を確保・育成するため、地域の優良経営体の指導の元、生産技術などを習
得する研修制度。座学や実習のほか、ほ場の一部で模擬営農も実践できる

フィレ 魚を３枚におろして中骨を取り除いた状態
ブランドおおいた輸出
促進協議会

展示会や商談会への出展や販売促進活動など、県産農林水産物の海外輸出を促進する
団体。農林水産業者、関係団体、市町村、県などが会員

ブルーカーボン
海洋および沿岸生態系が吸収・貯蔵する二酸化炭素（CO2）に由来する炭素。具体的に
は海藻類などが大気中のCO2を取り込み、炭素として土壌や植物体に一旦貯蔵する。
温室効果ガス低減対策として期待される

プレカット 建築用の製材品等を現場施工前に工場などで事前に加工すること

（早生樹）プロモート林 在来品種より成長が早く、花粉症などの防止対策として期待される特定母樹の優位性を
可視化するため、在来品種と特定母樹を同一条件で植栽した展示林

ベリーツ 大分県が育成した県オリジナルのいちご品種（大分６号）の商標。いちごらしい鮮やかな
色づきやシーズンを通じた糖度の高さ、大きな果実などが特徴

ヘルパー制度 畜産農家の定休日や冠婚葬祭時において、給餌等の農場作業を代行する制度

保安林
水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成など特定の公
益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林。指
定された森林は、伐採が制限されたり、植栽が義務づけられるなど法律による規制を受
ける

防災重点農業用
ため池

水害等により万が一決壊した場合、周辺の区域に人的被害を及ぼすおそれがある池とし
て県が指定した農業用ため池

圃場管理システム 地図（位置）情報と営農情報（施設、栽培管理、販売情報等）を紐付けてクラウド上に保
存・管理することで、圃場の管理情報を、効率的に一元管理することが可能なシステム

ほだ場 しいたけ菌糸を植菌した原木（ほだ木：長さ１m程度）を並べ、しいたけの発生に適した
環境で管理する場所

マ行

みどりの少年団 緑と親しみ、緑を守り育てる心を育成するため、小学生を対象に地域や学校単位で、緑
化活動や森林等の自然をフィールドとした野外活動などの学習を行う団体
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用語 用語解説

みどりの食料システム
戦略

持続可能な食料システムの構築に向け、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の取
組と環境負荷低減のイノベーションを推進する取組。2050年までに目指す姿として、化
学農薬の使用量50％削減、化学肥料の使用量30％低減、有機農業の取組面積の割合
を耕地面積の25％に拡大等を定めている

民有林 民有林には私有林（個人有、会社有、社寺有等）、公有林（県有、市町村有、財産区
有等）があり、個人や地方公共団体などが持ち主の森林

無給餌養殖
カキやアサリなどの二枚貝やヒジキやオゴノリなどの海藻類の養殖。海中の植物プラン
クトンや栄養塩を摂餌・吸収して成長するため、給餌が不要で環境に優しいという特徴
がある

ムスリム市場 人口増加と経済発展が著しく、イスラム教徒が多いマレーシア､ＵＡＥ､インドネシアなど、
農林水産物・食品輸出の拡大が期待されるマーケット

藻場
海藻又は海草が密生し、一定の広がりをもっている海域。水生動物の産卵場や生育
場、餌場となり、窒素やリンを吸収する環境浄化としての機能も有するなど、重要な役
割を果たしている

森の先生派遣事業
次世代の森づくりを担う青少年に森林や自然に対する理解を深めてもらうため、森に関
する専門的な知識や森林体験活動の経験を有する森の先生を県内の保育園・幼稚園・小
中高等学校、大学、放課後児童クラブなどに派遣する事業

森-Ｌａｂｏ 「木のオモシロ実験」、「キノコってどんな生き物？」など、主に森をフィールドとした体験
講座

ヤ行

有機ＪＡＳ 「有機農産物の日本農林規格」の基準に従って、化学肥料、化学合成農薬の不使用な
ど環境負荷を低減して生産したことを第三者認証機関が検査し認証する制度

有機農業 化学肥料や化学合成農薬、遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生
産に由来する環境への負荷を低減した生産活動

遊休農地
過去に農業で利用されていたが、現在、耕作されておらず、将来も耕作の予定がない
土地（１号遊休農地）。農地ではあるものの周辺の農地と比較して利用の頻度が著しく低
い土地（２号遊休農地）

輸出支援
プラットフォーム

海外現地で輸出に取組む事業者等を専門的・継続的に支援するため、国が設置した拠
点。在外公館やJETRO海外事務所等を構成員とし、10カ国・地域（16拠点）で設立済

（R6.9現在）
養殖ブリ類 養殖ブリ、養殖カンパチ、養殖ヒラマサの総称

予防強化集落
鳥獣被害額が大きいため、市町村と集落が連携しながら防護柵を集中的かつ計画的に
設置するとともに、集落環境対策と捕獲対策の取組を進める集落。「大分県鳥獣被害現
地対策本部」が指定する

４定 大手の量販店や加工企業等を中心とした、産地に対する農林水産物の供給のニーズで
ある定質・定量・定価格・定時の総称

ラ行
流域治水 流域全体のあらゆる関係者が協働し水害を軽減させる治水対策

緑色ＬＥＤ ヒラメ養殖に活用することで成長促進効果が得られている緑色の発光ダイオード（LED）。
カレイ類へ照らすことで成長を促進させる技術が北里大学等によって開発された

リレー出荷 複数の産地が協調して、途切れなく継続（リレー）出荷すること。実需者の信頼・評価が
高まり、価格の安定を図ることができる

（おおいた）林業
アカデミー

林業の即戦力となる人材育成に向けて、約１年間、様々な技術習得や職場体験などを
行う就業前研修制度。平成28年度から（公財）森林ネットおおいたが運営している

林業適地 土壌や気象条件に加え、地形や道路状況等も整っている木材の生産に適した場所

林地集積 効率的な森林施業を行うため、所有又は管理する森林の隣接地を購入等により集約する
こと

齢級 苗木を植栽した年を１年生とし、林齢を５年の幅でまとめた単位。１～５年生までを１齢級
と数える 

ロイン 魚を３枚におろして中骨を取り除いた状態（フィレ）から、背と腹で半分に切り分けたもの
路網 森林内にある公道、林道、作業道の総称。またはそれらを適切に組み合わせたもの
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参考データ

⬆⬆
最新データはこちら

https://www.pref.oita.jp/site/nourinsuisan/nourinsui6-96-9.html

資　料
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農林水産業産出額
（単位：億円）

項   目 R1 R2 R3 R4 R4九州 R4全国 全国順位
農林水産業産出額 1,819 1,715 1,835 1,868 22,783 110,964 －

農業産出額 1,195 1,208 1,228 1,245 18,208 90,142 26
耕種計 741 771 754 764 9,065 54,904 29

米 210 187 178 172 1,408 14,015 28
麦類•豆類 8 7 7 7 115 1,408 24
園芸 493 549 540 565 6,901 37,141 23
　　野菜 327 374 353 358 4,881 24,417 23
　　果実 119 131 140 156 1,353 9,232 15
　　花き 47 44 47 51 667 3,492 22
工芸作物 23 19 20 16 492 1,551 15
その他種苗等 9 9 9 5 149 789 －

畜産計 444 430 465 472 8,978 34,672 25
肉用牛 152 117 139 153 3,199 7,912 15
乳用牛 88 89 90 87 771 8,844 19
豚 83 105 112 108 2,042 6,775 20
鶏 120 117 122 122 2,908 10,162 24
その他畜産物 2 2 2 2 57 979 24

加工農産物 9 8 9 9 166 565 12
林業産出額 211 175 245 232 1,063 5,100 6

木材生産 139 104 171 160 767 2,928 5
木材生産（発電用） 15 14 18 19 － － －
栽培きのこ類 55 55 54 52 286 2,080 7
薪炭等 2 2 2 1 10 92 8

水産業産出額 413 332 362 391 3,512 15,722 －
海面漁船漁業 125 94 89 87 1,369 9,136 25
海面養殖業 281 232 267 298 2,143 5,211 6
内水面漁業 8 6 6 6 － 1,375 －

農   業：「生産農業所得統計」　林   業：「林業産出額」　水産業：「漁業産出額」　上記統計資料にない数字は県調べ
　※小数点を四捨五入しているため、合計が合わないことがある

農林水産物輸出額・付加価値額
（単位：億円）

項   目 R1 R2 R3 R4 R5
農林水産業輸出額 25 29 35 43 48

農 産 物 2 3 4 6 8
林 産 物 14 17 21 23 24
水 産 物 8 8 10 14 17

付加価値額 246 251 282 287 －
県調べ   ※小数点を四捨五入しているため、合計が合わないことがある

食料自給率
（単位：％）

項   目 R1 R2 R3 R4 R5
食料自給率

カロリーベース（全国） 38 37 38 38 38
カロリーベース（大分県） 42 40 46 47 －
生産額ベース（全国） 66 67 63 58 61
生産額ベース（大分県） 114 108 106 96 －

参
考
デ
ー
タ
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大分県の農林水産業の担い手
項   目 単位 大分県 九州 全国 全国順位

農　業
経営体数 （R2年） 経営体 19,133 164,560 1,075,705 26
就業人口（販売農家） （R2年） 人 18,099 156,940 1,027,892 26
新規就業者数 （R5年） 人 285 － － －
企業参入数 （R5年） 社 21 － － －

林　業
経営体数 （R2年） 経営体 1,329 164,560 1,075,705 6
就業者数 （R2年） 人 1,683 11,643 60,738 11
新規就業者数 （R5年） 人 107 － － －
しいたけ生産者数 （R5年） 戸 2,982 7,494 13,714 1

水産業
経営体数（海面） （R5年） 経営体 1,506 15,168 65,652 17
就業者数（海面） （R5年） 人 2,508 29,514 121,230 20
新規就業者数（海面） （R5年） 人 75 － － －
認定漁業士※数 （R5年） 人 257 － － －

大分県の農林水産資源
項   目 単位 大分県 九州 全国 全国順位

農　業
耕地面積 （R5年） 千ha 54 506 4,297 26
耕地利用率 （R4年） % 91 102 91 17
多面的機能※支払対象農用地 （R5年） ha 24,887 263,411 2,304,863 25
中山間地域等直接支払対象農用地 （R5年） ha 15,835 85,585 730,864 6
水田の整備済み面積 （R5年） ha 28,433 － － －
整備率 （R5年） % 79 － － －
防災重点ため池改修箇所数 （R5年） 箇所 400 － － －
防災重点ため池整備率 （R5年） % 38 － － －

林　業
森林面積 （R3年） 千ha 451 2,667 25,025 19
森林率 （R3年） % 71 63 67 18
民有林※面積 （R3年） 千ha 403 2,157 17,368 17
民有林人工林※蓄積 （R3年） 千㎥ 111,630 538,254 2,991,761 5

水産業
漁船隻数（海面） （R5年） 隻 2,430 27,157 109,247 17

農　業：農林水産省「農林業センサス」、「耕地及び作付面積統計」、「生産農業所得統計」、「認定農業者※、特定農業法人、特定農業団体の認定状況」
林　業：農林水産省「農林業センサス」、林野庁「森林資源の現況」、「特用林産基礎資料」
水産業：農林水産省「漁業センサス」
上記統計資料にない数字は県調べ
　※小数点を四捨五入しているため、合計が合わないことがある
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農業の概要
項　　目 R1実績 R2実績 R3実績 R4実績 R5実績

園芸・特用作物

園芸品目 面積
（ha）

生産量※2）

（t）（百万本）
面積

（ha）
生産量※2）

（t）（百万本）
面積

（ha）
生産量※2）

（t）（百万本）
面積

（ha）
生産量※2）

（t）（百万本）
面積

（ha）
生産量※2）

（t）（百万本）

白ねぎ 628 10,837 635 12,100 644 11,200 740 13,000 － －
こねぎ 335 5,143 338 5,300 339 5,100 340 5,100 － －
トマト 191 11,100 190 11,200 185 10,200 183 10,210 － －
いちご 64 2,346 66 2,628 66 2,811 65 2,370 － －
ピーマン 114 6,400 115 7,140 126 7,610 124 6,640 － －
高糖度かんしょ 135 2,834 143 3,318 150 3,588 169 3,899 － －
たまねぎ 120 2,857 123 2,541 128 2,719 102 2,390 － －
キャベツ 503 15,000 513 15,900 506 16,800 495 15,200 － －
かぼす 533 5,800 535 5,900 537 5,900 539 5,800 － －
な　し 365 7,600 356 6,830 349 7,770 342 7,780 － －
ハウスみかん 31 1,460 32 1,440 31 1,450 29 1,290 － －
ぶどう 282 2,280 288 2,180 279 2,190 275 2,290 － －
キウイフルーツ 53 593 58 495 53 450 61 592 － －
露地柑橘※1） 256 2,432 261 2,463 279 2,608 － － － －
く　り 413 343 412 315 400 299 393 276 － －
ホオズキ 15 1.06 16 1.11 15 1.05 15 0.94 － －

米・麦・大豆
米 面積（ha） 生産量（千t） 面積（ha） 生産量（千t） 面積（ha） 生産量（千t） 面積（ha） 生産量（千t） 面積（ha） 生産量（千t）

主食用米 20,400 89 20,000 81 19,400 95 18,800 93 18,100 89
麦 面積（ha） 生産量（千t） 面積（ha） 生産量（千t） 面積（ha） 生産量（千t） 面積（ha） 生産量（千t） 面積（ha） 生産量（千t）

４麦計 4,950 15 5,110 15 5,350 18 5,680 21 5,700 19
大豆 面積（ha） 生産量（t） 面積（ha） 生産量（t） 面積（ha） 生産量（t） 面積（ha） 生産量（t） 面積（ha） 生産量（t）

大豆計 1,540 1,260 1,410 1,330 1,440 1,380 1,560 1,310 1,520 1,570
畜産

肉用牛
飼養頭数（頭） 46,900 51,200 51,100 51,500 52,800

酪農
飼養頭数（頭） 12,000 12,300 12,100 12,500 13,300

養豚
飼養頭数（千頭）※3） 132 － 148 137 150

養鶏
採卵鶏飼養羽数（千羽）※3） 1,267 － 1,265 1,067 962
ブロイラー飼養羽数（千羽）※3） 2,471 － 2,659 2,291 2,447

自給飼料生産
飼料用作物の作付面積（ha） 10,500 10,500 10,600 10,900 11,200

資料：農林水産省「生産農業所得統計」「花木等生産状況調査」「作物統計」「畜産統計」
　　　上記統計資料にない数字は県調べ
　　　※1）露地柑橘は、レモン、ゆず、セミノール、不知火の合計値
　　　※2）園芸品目の生産量の単位は、ホオズキは「百万本」、その他は「t」
　　　※3）R2については、2020農林業センサス実施年のため統計調査なし
　　　　※小数点を四捨五入しているため、合計が合わないことがある
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林業の概要
項　　目 R1実績 R2実績 R3実績 R4実績 R5実績

林業生産
木材・しいたけ

素材生産※量（千㎥） 1,508 1,397 1,586 1,668 1,603
主伐※生産性（㎥/人•日） 10.0 10.0 10.4 10.7 10.8

しいたけ
乾しいたけ生産量（t） 948 916 840 769 654
生しいたけ生産量（t） 1,794 1,774 1,818 1,813 1,820

鳥獣被害対策
捕獲頭数（頭）

イノシシ 31,170 37,814 29,382 42,052 26,622
シカ 42,949 42,569 47,039 42,220 45,085

水産業の概要
項　　目 R1実績 R2実績 R3実績 R4実績 R5実績

生産量
海面漁船漁業（t）

関あじ•関さば 219 159 118 116 134
タチウオ 541 225 198 290 300
ハモ 165 49 94 122 87
クルマエビ 50 22 17 21 0
マコガレイ 7 7 4 4 2
マダイ 501 408 480 424 400
イサキ 133 103 154 141 100

海面養殖業（t）
ブリ類 20,230 20,004 20,275 16,521 13,800
ヒラメ 642 536 528 503 500
クロマグロ 1,282 1,222 1,006 879 600
カキ類 143 105 82 87 100

資料：農林水産省「木材統計」「特用林産物生産統計調査」「海面漁業生産統計」
　　　上記統計資料にない数字は県調べ
　　　　※小数点を四捨五入しているため、合計が合わないことがある
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農農林林水産水産関連情報を取りまとめた
ポータルサイトポータルサイト

お探しの情報にたどり着きやすいページの構成となっており、以下の情報をまとめています。

また、以下の特別サイトへのリンクがあります。

気象対策や
病害虫注意報、
各種支援制度・
申請手続きなど

相談会や研修会
等のイベント、
給付金制度等の
各種就農・就業
支援制度など

研究成果、おお
いたの園芸品目、
ベリーツや 
おおいた和牛、
うまみだけ等の
SNSなど

生産者・生産者・
経営者向け経営者向け 新規就農・新規就農・

就業者向け就業者向け
その他その他

県民の皆様向け
県民の皆様向け

新新たに農林水産業をはじめたい方

大大分の県産品＆食材（The･ おおいた）

企企業の皆様向け - 大分県農業への参入

関関係団体リンク集

イベントの開催や各種支援制度、 
県内の研修機関一覧などの紹介サイト

県産農林水産物の商品、 
ブランドなどの紹介サイト

農地の確保から農業経営の開始に至るまで
支援などの紹介サイト

農業、畜産業、林業、水産業に携わる 
県内関係団体のリンク先一覧

大分県　農林水産部
〒870-8501　大分市大手町3丁目1番1号　TEL　097-506-3518

発行：令和６年９月
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